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Ⅰ－１

１ 工程管理 

受注者は、工程管理を工事内容に応じた方式（ネットワーク（ＰＥＲＴ）又はバーチャート

方式など）により作成した実施工程表により行うものとする。ただし、応急処理又は維持工事

等の当初工事計画が困難な工事内容については、省略できるものとする。

（管理方式）

(1) 全体工程表（バーチャート） （参考例－１）

(2) 全体工程表（ネットワーク） （参考例－２）

(3) 部分工程表 （参考例－３）

(4) 斜線式工程表による進度管理 （参考例－４）

(5) ネットワークによる進度管理 （参考例－５）

(6) 月別工事進捗状況報告書（下水道工事様式集 参照） （参考例－６）



（参考例－１）

（１）      （バーチャート）

（参考例－３）
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（2）全体工程表（ネットワーク） 
（参考例－２）
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（参考例－３）
（3） 
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（参考例－４）

（4） 
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（参考例－５）

（5）ネットワーク 
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（参考例－６）
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Ⅰ－８

２ 出来形管理 

受注者は、出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定方法により実測し、設計値と実

測値を対比して記録した出来形表又は出来形図を作成し管理するものとする。

出来形管理基準及び規格値は、土木工事共通仕様書（Ⅱ 施工管理関係）及び本要領の出来形

管理によるものとする。



(1)下水道工事工種体系表

頁

管 き ょ 工
（開　　削）

管 き ょ 工
（小口径推進）

管 き ょ 工
（推　　進）

管 き ょ 工
（シールド）

既製く形きょ

二次覆工

管　　路 管路土工

管布設工

推進工

小口径推進工

水路築造工

管路埋戻

取付管布設工

条

取付管およびます工

特殊マンホール工

ます設置工

組立マンホール

小型マンホール

躯体工

一次覆工
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章 枝番

（現場打）

節

マンホール工 標準マンホール

現場打ち水路

管基礎工



（２）　下水道工事管理基準及び規格値

編 章 節 条
枝
番

工　　種 測定項目 規格値 測定基準

15 1 3 4 6 管布設 管底高 ±30mm以内 マンホール上下流部

延長 ・管径ごとの延長 １スパンごと
　-1％以内

・総区間延長
　-200mm以内

勾配 管底高測定による勾配 ※逆勾配は認めない

15 1 3 5 基礎工 厚さ -30mm以内 マンホール上下流部

幅 -50mm以内

15 1 3 6 既製く形きょ 管底高 ±30mm以内 起終点部
現場打水路 施工延長40ｍにつき１箇所

※厚さ -20mm以内

※幅 -30mm以内
※印は、現場打部分のある場合

※高さ -30mm以内

延長 ・断面ごとの延長 起終点間
　-1％以内

・総区間延長
　-200mm以内

勾配 起終点間の勾配 ※逆勾配は認めない
管底高測定による勾配

管

路

管
基
礎
工

管
き
ょ

工
（

開
削
）

なお、製品使用の場合、製品寸
法については規格証明書等によ
る。

下
水
道
編

管

路

管
き
ょ

工
（

開
削
）

水
路
築
造
工

下
水
道
編

管

路

管
き
ょ

工
（

開
削
）

管
布
設
工

下
水
道
編

備　　　考

流下能力に影響が
でない範囲

流下能力に影響が
でない範囲
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編 章 節 条
枝
番

工　　種 測定項目 規格値 測定基準

15 1 4 3 小口径推進工 延長 ・管径ごとの延長 １スパン毎
　-1％以内

・総区間延長
　-200mm以内

管底高 ±50mm以内 マンホール上下流部 ※逆勾配は認めない

勾配 管底高測定による勾配

15 1 5 3 推進工 延長 ・管径ごとの延長 １スパン毎
　-1％以内

曲線のB.C，E.C
・総区間延長
　-200mm以内

管底高 ±50mm以内 マンホール上下流部

勾配 管底高測定による勾配 ※逆勾配は認めない

15 1 6 3 一次覆工 延長 ・総区間延長 起終点間
　-200mm以内 曲線のB.C，E.C

管底高 ±50mm以内 ５リングごと

仕上り寸法

中心線の偏位 左右100mm

小
口
径
推
進
工

流下能力に影響が
でない範囲

流下能力に影響が
でない範囲

下
水
道
編

管

路

管
き
ょ

工
（

小
口
径
推
進
）

管
き
ょ

工
（

推
進
）

推
進
工

下
水
道
編

管

路

シ
ー

ル
ド
工

一
次
覆
工

下
水
道
編

管

路

二次覆工に支障が
ない範囲

備　　　考

１スパン延長100ｍを越える場合は、40
ｍにつき１箇所
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編 章 節 条
枝
番

工　　種 測定項目 規格値 測定基準

15 1 6 4 二次覆工 管底高 ±50mm以内 施工延長40ｍにつき１箇所

内空寸法

覆工厚 ・設計覆工厚の 延長40ｍにつき１箇所
2/3以上とする。

勾配 管底高測定による勾配 ※逆勾配は認めない

15 1 ミニシールド工 延長 ・総区間延長 起終点間
　-200mm以内 曲線のB.C，E.C

管底高 ±50mm以内 ５リングごと
中心線の偏位 左右100mm
内空寸法

勾配

15 1 7 標準マンホール工 基礎工 ・厚　-30mm以内 １箇所毎
（現場打ち） ・幅　-50mm以内

組立マンホール工
躯体コンクリート ・内径 -30mm以内 １箇所毎 ※現場打部分のある場合

小型マンホール工 ・厚   -20mm以内
・高さ -30mm以内

マンホール高 ・高さ -30mm以内 １箇所毎

流下能力に影響が
でない範囲

ヒューム管の規格
に準ずる

ヒューム管の規格
に準ずる

管

路

下
水
道
編

管

路

シ
ー

ル
ド
工

下
水
道
編

下
水
道
編

管

路

マ
ン
ホ
ー

ル
工

二
次
覆
工

流下能力に影響が
でない範囲

備　　　考
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編 章 節 条
枝
番

工　　種 測定項目 規格値 測定基準

15 1 8 特殊マンホール工 基礎工 ・厚　-30mm以内 １箇所毎
・幅　-50mm以内

躯体コンクリート ・内径 -30mm以内 １箇所毎 ※現場打部分のある場合
・厚   -20mm以内
・高さ -30mm以内

マンホール高 ・高さ -30mm以内 １箇所毎

15 1 9 4 ます設置工 基礎工 ・厚　-30mm以内 １箇所毎
・幅　-50mm以内

15 1 9 5 取付管布設工 勾配 １箇所毎
取 取
付 付
管 管
お 布
よ 設
び 工
ま
す
工

流下能力に影響が
でない範囲下

水
道
編

管

路

下
水
道
編

管

路
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付
管
お
よ
び
ま
す
工

ま
す
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置
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工
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（床版、中間スラ
ブも含む）形状及
び寸法
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３ 品質管理 

(1) 品質管理基準及び規格値は、土木共通仕様書（Ⅱ 施工管理関係）及び本要領の品質管

理基準によるものとする。 

(2) 下水道の主要資器材のうち、日本下水道協会規格の材料については、同協会の下水道用資

器材製造認定工場の製品でなければならない。なお、同協会発行の検査証明書等により品質

が確認できるため、特に必要とされる場合を除き検査成績表の提出は省略してよい。また、

日本工業規格で規定している製品については日本工業規格表示許可工場の製品でなければな

らない。 

(3) 下水道の主要資器材のうち、特に必要と認める下記の資器材については、広島市が規格を

定め、その製造工場を認定しており、これらの材料については、広島市下水道用資器材製造

認定工場の製品でなければならない。なお、工場認定にあたりあらかじめ品質を確認してい

るため、特に必要とされる場合を除き検査成績表の提出は省略してよい。 

（ア）下水道用鋳鉄製マンホールふた（一般用、滑り止め用）

（イ）下水道用鋳鉄製防護ふた

（ウ）下水道用鋳鉄製防護ふた用鉄筋コンクリート製台座

(4)  新設又は改築する下水道工事(開削及び立坑工事)における埋戻し土の品質管理は、下水道工

事 品質管理 Ｉ-20 による。
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下水道工事主要資器材 品質管理基準及び規格値

工種 種別 区分 品 名 検 査 規 格 試験検査項目 試験検査基準 備 考

２９
．
下

水

道

管

き

ょ

材

料

必

須

※ 下水道用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-1 外観及び形状、寸法検査
（カラー及びゴム輪を含む）

外観は全数、その他は監督職員の
指示により実施する。

日本下水道協会規格製品の
外観検査にあたっては、個々
の製品について日本下水道
協会の標章（認定マーク）及
び管種を確認する。

※ 下水道用鉄筋コンクリート卵
形管

JSWAS A-5 

※ 下水道推進工法用鉄筋コンクリー
ト管

JSWAS A-2 外圧試験
（ひび割れ荷重）

１組（呼び径 150～300 は 500 本、
400～1000は200本、1,100～1,800
は 150本、2,000～3,000は 100本）
につき１本の試験を製造者に実施さ
せ適宜立ち会う。
１組の端数については監督職員の
指示により実施する。

※

※

下水道小口径推進工法用鉄筋コ
ンクリート管

下水道推進工法用ガラス繊維鉄筋
コンクリート管

JSWAS A-6 

JSWAS A-8 

※ 下水道用硬質塩化ビニル管 JSWAS K-1 外観及び形状、寸法検査 外観は全数、その他は監督職員の
指示により実施する。

※

※

下水道用硬質塩化ビニル卵形管

下水道推進工法用硬質塩化ビニ
ル管

JSWAS K-3 

JSWAS K-6 

引張り試験
へん平試験
負圧試験
浸せき試験

※ 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13 

※ 下水道用強化プラスチック複合管 JSWAS K-2 外観及び形状、寸法検査 外観は全数、その他は監督職員の
指示により実施する。

偏平たわみ試験
偏平破壊試験
継ぎ手部水圧試験
浸せき試験

※ 下水道用ダクタイル鋳鉄管 JSWAS G-1 外観及び形状、寸法検査 外観は全数、その他は監督職員の
指示により実施する。

日本下水道協会規格製品の
外観検査にあたっては、個々
の製品について日本下水道
協会の標章（認定マーク）及
び管種を確認する。
マーク(水)を確認（仕切弁等
も同様）する。

※ ダクタイル鋳鉄管（JIS規格） JIS G 5526 
JIS G 5527 

※印の製品については、JIS 表示認証工場、（公社）日本下水道協会または広島市認定工場製品に指定しており、検査成績表及び品質証明書の提出は不要とする。
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工種 種別 区分 品 名 検 査 規 格 試験検査項目 試験検査基準 備 考

２９
．
下

水

道

管

き

ょ

材

料

必

須

※ 下水道シールド工事用鋼製セグメ

ント

JSWAS A-3 外観及び形状、寸法検査 外観検査は全数、その他は監督職

員の指示により実施する。

日本下水道協会規格製品の

外観検査にあたっては、個々

の製品について日本下水道

協会の標章（認定マーク）を

確認する。
水平仮組検査

当初の製品について製造者に検査

を実施させ立ち会う。

検査成績表を提出する。

材料検査

溶接検査

鋼材及びボルト、ナットその他付属

材の規格証明書を提出する。

※ 下水道シールド工事用コンクリート

系セグメント

JSWAS A-4 外観及び形状、寸法検査 外観検査は全数、その他は監督職

員の指示により実施する。

水平仮組検査

1000リングに 1回および新品の型枠

を大補修し使用するごとに製造者に

検査を実施させ立ち会う。

検査成績表を提出する。

性能検査

・単体曲げ試験

・継ぎ手曲げ検査

・推力検査

・つり手金具の引抜き試験

性能検査は 500 リングごとに 1 回及

びコンクリートの品質管理から四季

を考慮し、連続 3 ヶ月の製造リング

数が 500 リング未満の場合は 1回製

造者に試験を実施させ立ち会う。

検査成績表を提出する。

ボルト、ナットその他の付属材料は

規格証明書を提出する。

※印の製品については、JIS 表示認証工場、（公社）日本下水道協会または広島市認定工場製品に指定しており、検査成績表及び品質証明書の提出は不要とする。
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工種 種別 区分 品 名 検 査 規 格 試験検査項目 試験検査基準 備 考

２９
．
下

水

道

マ

ン

ホ

ー

ル

材

料

必

須

※ 下水道用鋳鉄製マンホールふた

（広島市認定工場製品）

広島市規格

JSWAS G-4 

外観及び形状、寸法検査

静荷重試験

外観検査は全数、その他は監督職

員の指示により実施する。

日本下水道協会規格製品の

外観検査にあたっては、個々

の製品について日本下水道

協会の標章（認定マーク）を

確認する。

※ 下水道用鋳鉄製防護ふた

コンクリート製台座（下水道用

鋳鉄製防護ふた用）

（広島市認定工場製品）

広島市規格

JSWAS G-3 

※ 下水道用マンホール測塊（斜型ブ

ロック、床版ブロック）

JIS A 5372 外観及び形状、寸法検査

圧縮強度試験

※ 下水道用鉄筋コンクリート製組立

マンホール

JSWAS A-11 

足掛け金物（現場打ちマンホール用） 規格なし 外観及び形状、寸法検査

足掛け金物（組立マンホール用） 規格なし 外観及び形状、寸法検査 製造者にカタログ又は形状寸法等

を明示する資料を提出させ、全数実

施する。

製造者の試験成績表を提出させる。

※ 下水道用硬質塩化ビニル製小型

マンホール

JSWAS K-9 外観及び形状、寸法検査 外観検査は全数、その他は監督職

員の指示により実施する。
引張り試験

荷重試験

負圧試験

浸せき試験

ま

す

材

料

必

須

※ 汚水ます及びふた JSWAS K-7 外観及び形状、寸法検査 外観検査は全数、その他は監督職

員の指示により実施する。

日本下水道協会規格製品の

外観検査にあたっては、個々

の製品について日本下水道

協会の標章（認定マーク）を

確認する。

引張り試験

荷重試験

負圧試験

浸せき試験



雨水ます 外観及び形状、寸法検査 外観検査は全数、その他は監督職

員の指示により実施する。

圧縮強度試験 製造者の試験成績表を提出させる。

雨水ますふた 外観及び形状、寸法検査 外観検査は全数、その他は監督職

員の指示により実施する。

※印の製品については、JIS 表示認証工場、（公社）日本下水道協会または広島市認定工場製品に指定しており、検査成績表及び品質証明書の提出は不要とする。
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工種 種別 区分 品 名 検 査 規 格 試験検査項目 試験検査基準 備 考

２９
．
下

水

道

そ

の

他

材

料

必

須

ＰＣ桁（プレテンション） 外観及び形状、寸法検査 外観検査は全数、その他は監督職

員の指示により実施する。

プレキャスト部材の工場製作

要領及び運搬計画書を提出

させる。
曲げ強さ試験 1組（200本）につき１本のひび割れ

試験製造者に実施させ立ち会う。検

査成績表を提出させる。

越流せき板 外観及び形状、寸法、品質

検査

外観検査は全数、その他は監督職

員の指示により実施する。

材料の品質・規格証明書を提出す

る。

グレーチング

手すり

外観及び形状、寸法、品質

検査

外観検査は全数、その他は監督職

員の指示により実施する。

製造者のカタログ又は、形状寸法等

を明示する資料（タワミ量等）を提出

する。

手すりは施工承諾図を作成

する。

板（ふた） 外観及び形状、寸法、品質

検査

外観検査は全数、その他は監督職

員の指示により実施する。

施工承諾図及び計算書を作

成する。重要なものについて

は載荷試験を実施し、成績表

を作成する。

トラフ 外観及び形状、寸法、品質

検査

外観検査は全数、その他は監督職

員の指示により実施する。

施工承諾図及び計算書を作

成する。

その他 外観及び形状、寸法、品質

検査

監督職員の指示による。
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績表等
による
　確認

15 1 3 3 10 管路埋戻 施 必 現場密度の測定 最大粒径≦53ｍｍ 路床：最大乾燥 埋戻し土量が1,500m3未満の工
管 工 修 ※右記試験方法 JIS A 1214 密度の９０％以上事は、１工事あたり３回以上。
路 (３種類)のいず JIS A 1210 A・B法その他、設計図書1,500m3以上は500m3につき１回
土 れかを実施する。最大粒径＞53ｍｍ による。 追加する。(１回の試験につき
工 舗装調査・試験法 ３孔で測定し、３孔の最低値で

便覧[4]-185 判定を行う。）
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削
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を著しく下回っている点が存在した場合
は、監督職員と協議の上で(再)転圧を行
うものとする。



Ⅱ 施工計画書作成
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１ はじめに 

(1) 受注者は、施工計画書を契約の後３０日以内に提出し、着手すること。 

(2) 受注者は、施工計画書を分割提出するときは、監督職員の了承を得ること。 

(3) 当初の記載事項に変更及び追加が生じた場合、すみやかに変更施工計画書を提出すること。 

２ 施工計画書の作成要領 

(1) 施工計画書は、この要領に準拠して作成すること。 

(2) 様式は A4判縦とし、縮尺、寸法を明記し、縮図のうえ製本すること。 

作成の要領 

① 表紙及び目次 1）表紙

工事件名、受注会社名、現場代理人及び主任（監理）技術者氏名印、提

出年月日、分冊番号

2）目次

分割提出の項目があるときは、その旨を提出予定時期、分冊番号ととも

に記載すること。

② 工事概要 1）工事名、工事場所、工期、請負金額、発注者、受注者

2）工事内容（工種、数量、仕様）、工事目的

3）現場位置図（工事範囲を着色）、発注図面

③ 計画工程表 1）実施工程表

2）施工口数と順序

平面図に着色し、着工予定日、完了予定日を記載すること。

3）労務計画

実施工程表に基づき、職種別に予定員数を記載すること。

※本要領の「Ⅰ 施工管理基準」を参照のこと。

④ 現場組織表 1）現場組織

現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者、事務担当者、渉外

担当者、現場担当者、安全管理者、保安責任者、有資格者等選任一覧表（資

格証写し）

2）施工体系図

3）施工体制台帳（技術者台帳）

⑤ 安全管理 1）安全管理計画

安全教育訓練等の実施事項、工種別安全管理計画、安全衛生活動（会社、

現場）

2）各種工事において予想される災害とその安全対策

3）安全衛生組織表
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作成の要領 

⑥ 指定機械 1）主要機械の使用計画（使用機械一覧表、工程表）

使用機械毎の用途、形式、規格、数量、性能等 

⑦ 主要資材 1）使用材料の搬入計画（仮設用と本工事用に区別する）

使用材料毎の用途、規格、計画数量（割増後）、調達先（製造先）等 

⑧ 施工方法 1）作業フロー（着手から完了まで記載）

2）各種調査

下記の項目について報告書を作成し影響及び支障物件の種類、規模を把

握のうえ防護方法を記載すること。 

ァ）地域の環境、土質、地下水の状況、測量の方法 

イ）地下埋設物、地上構造物、家屋等の実態調査方法 

ウ）試掘調査の方法 

「試掘計画書」として分割提出が一般的 

エ）既設境界杭設置状況 

※本要領の「Ⅵ 家屋調査」・「Ⅶ 地下埋設物事故防止対策」を参照のこと。 

3）仮設計画

ア）構築物、仮設物の施工、完成、維持又はこれに関連する施設、装置を

記載すること。 

イ）任意仮設構造物（山留、覆工板、支保工、仮排水等）については、そ

れぞれの項目についての根拠 （応力計算書、水理計算書）を添付する

こと。 

4）工種別施工方法（管布設工、マンホール設置工、取付管工、立坑工、仮

設工、付帯工等）

場所、工法、使用機械等を図示説明すること。 

※地盤改良工については、本要領の「Ⅳ 地盤改良工」を参照のこと。 

5）残土、産業廃棄物の処分方法及び運搬経路、場所（契約書、許可書の写

しを添付）

残土及び埋戻し土は、現場内及び公共工事間の流用を最優先すること。 

⑨ 施工管理計画 1）工程管理 施工段階上での工程管理方法

2）品質管理 品質の測定試験項目、規格値、試験基準、対比方法

3）出来高管理 来高の実測方法、規格値、測定基準、測定箇所、対比方法

4）写真管理 撮影基準、整理方法、写真撮影箇所及び内容、撮影頻度

※本要領の「Ⅰ 施工管理基準」・「Ⅲ 工事写真撮影」を参照のこと。 

⑩ 緊急時の体制

及び対応 
1）災害時等の情報収集体制、防災体制を確立し、緊急時連絡先とともに明

記すること。
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作成の要領 

⑪ 交通管理 1）工事中における保安施設、保安要員の配置状況、迂回路・歩行者通路設置

状況

2）資材及び機械等の輸送に伴う公道の交通安全に関する担当者、輸送経路、

輸送方法、輸送担当業者

その他安全輸送上必要な事項

3）休業中（夜間も含む）における対策等を図示説明

4）道路使用許可書写し

※本要領の「Ⅴ 保安施設設置」を参照のこと。

⑫ 環境対策 1）騒音、振動、地盤沈下、地下水、粉塵、危険物、劇物等に対する措置

2）仮設駐車場、残土仮置場、重機駐車場の設置状況（位置図に着色）

3）工事現場から発生する排水処理対策

4）地元対策（地元住民の説明方法等）

⑬ 現場作業環境

の整備 
1）現場事務所、監督職員事務所、労務者宿舎、材料置場倉庫等の設置状況、

消火設備状況

2）現場環境改善実施状況

⑭ 再生資源の利

用の促進 
1）再生資源利用計画書（再生資源に関する省令に規定する建設資材を一定量

以上、工事現場に搬入する工事）

2）再生資源利用促進計画書（指定副産物に関する省令に規定する指定副産物

を一定量以上、工事現場から搬出する工事）

⑮ その他 1）作業休止日及び休日作業の実施方法（休日作業届）

2）地元配布資料(下水道工事のお知らせ、最終ますの設置について、家屋等

の調査のお知らせなど)、配布時期

3）社内検査体制、検査項目

4）工事書類提出一覧表（書類内容、提出時期、チェックリスト）



Ⅲ 工事写真撮影



Ⅲ－１

１ 写真管理の目的 

工事写真は、施工管理の一つの手段として用いられるものであり、工事の各施工段階における施工状況、

使用材料等の記録を残すとともに、工事完了後、外面から確認できない箇所の出来形確認資料ならびに各

施工段階での施工経過を知るうえで重要なものである。また写真は、工事の検査時における資料のほか、

工事完了後に施工時に関する資料の必要性が生じた場合も利用されるものである。

したがって、工事写真は、それぞれの目的に応じて適切に撮影し、工事の記録として有効に利用される

ものでなければならない。

２ 工事写真管理 

写真管理については、撮影要項によるものとするが、本撮影要項にない項目については、土木工事共通

仕様書（Ⅱ 施工管理関係・写真管理）によるものとする。

３ 写真の整理 

写真の整理は、その施工順序にしたがって行うものとする。また、写真をより明確にするため、必要に

応じて、設計図や略図あるいは拡大図を添付し写真の整理を行う。 

なお、撮影頻度に基づいて撮影した写真は、電子データ以外に電子データを印刷した写真帳(ダイジェ

スト版)にも活用できるよう整理すること。 

整理の要領 

(1) アルバムの大きさは、編集替えが可能なものとする。 

(2) アルバム番号、補助・起債・単市の工事の別、工事名、工事場所、工種、工期、整理項目、受注者

名を記入する。 

(3) 写真には、所定の施工寸法が判定できるよう、寸法を示す測定器具(箱尺、リボンテープ、定規等)

を入れて撮影する。 

(4) 開削工事の写真は、マンホール、管布設、マンホールと交互に編集する。 

(5) ２種類以上の工法がある場合は、工法ごとに編集する。 

(6) 特に必要のある場合は、監督職員と協議して、編集方法を決定する。 
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４ 撮影要項 

工 種 項 目 撮影箇所及び内容 撮 影 頻 度 留 意 事 項 

一

般

現 場 状 況 
着 手 前 

土木工事共通仕様書広島版参照 
完 成 後 

試 験 掘 り 
 試験掘り状況（幅、深さ）、地下

埋設物の種類、位置、深さ 
試験掘り全箇所 

試掘番号、管種、管

径等を必ず明記 

そ の 他 

家 屋 調 査 本要領の「Ⅵ 家屋調査」を参照

現 場 不 一 致 土木工事共通仕様書広島版参照   

水 質 調 査 

地 質 調 査 

掘削深度（ロッドの長さ）の測定、

資料の収集状況 
その都度 

そ の 他 
井戸分布調査およびボーリング

調査作業状況、架空線状況 
その都度 

管

き

ょ

工

事

(

開

削

) 

土 工 

舗 装 こ わ し 
カッター作業、舗装こわし状況

（幅、厚さ） 
舗装種別に路線ごと 

布 掘 り 布掘り状況（幅、深さ） スパンごと  

掘 削 掘削状況(幅、深さ) 
スパンごと、または一

路線数箇所 

機械掘り、手掘り等

掘削方法別に撮影 

埋 戻 し 

埋戻し状況(埋戻しの材質別厚) 

転圧状況 

転圧完了 

スパンごと、または一

路線数箇所 

一層ごと 

層厚がわかるように

マーキングして撮影 

残 土 
残土搬出状況 

捨て場搬入状況 

一工事数箇所 

捨て場ごと 

基 礎 工 

（中詰工含む）

 基礎の厚さ、幅 

据付け寸法 

配筋状況等 

スパンごと、または一

路線数箇所 

布 設 工 布 設 工 

布設状況 

布設完了 

曲管布設状況 

スパンごと、または一

路線数箇所 

曲点位置がわかるよ

うに撮影 



Ⅲ－３

工 種 項 目 撮影箇所及び内容 撮 影 頻 度 留 意 事 項 

マ

ン

ホ

ー

ル

築

造

工

事

土 工  管きょ工事参照   

基 礎 工  同 上   

築 造 工 

現 場 打 

配筋、型わく設置およびコンク

リート打設状況 

･配筋寸法･壁厚 

･継ぎ手長･仕上り寸法等 

･鉄筋かぶり 

マンホールごと 
ベースより上部工ま

で全部 

組 立 式 
組立状況 

（シール材充填状況） 
同 上 同 上 

塩 ビ 製 設置状況 同 上 
インバートより上部

全部 

副管設置工
布設状況 

仕上り寸法等（抱コン） 
副管ごと  

桝

及

び

取

付

け

管

工

事 

土 工  管きょ工事参照   

基 礎 工  管きょ工事参照 取付箇所全部  

桝設置及び

取付け管布

設 工 

桝据付け状況 

取付管布設は管きょ工事参照、

キャップ止位置 

同 上 
キャップ止位置が確

認できるように撮影 

仮

設

工

事

土 留 め 工  

使用部材の形状、寸法土留め設

置状況 

打設、引抜き及び支保工設置状

況 

土留残置状況 

スパンごと 

残置箇所は全部 

土留め工の全体状況

が把握できる写真も

撮影 

残置は通し番号を入

れる 

覆 工  

使用部材の形状、寸法 

覆工板設置状況 

桁及び覆工板設置状況 

基礎工 

路面とのすり付け状況 

路線ごと、または一路

線数箇所 

箇所ごと(立坑) 

仮 締 切 工  設置状況(形状、寸法) 箇所ごと 

設置前、設置後及び

取除き後に一定方向

から定点をもって撮

影 

仮 排 水 工  設置状況（形状、寸法） 箇所ごと  

在来施設物

防 護 工 

 吊り防護、受け防護等の状況 

施工中（設置時） 

埋戻し直前 

原則として箇所ごと  

水 替 え 工 水替え施設設置状況 
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工 種 項 目 撮影箇所及び内容 撮 影 頻 度 留 意 事 項 

推

進

工

事

立坑土工 

舗 装 こ わ し 管きょ工事参照 箇所ごと  

布 掘 り 同 上 同 上  

掘 削 同 上 同 上 掘削方法別に撮影 

埋 戻 し 同 上 
箇所ごと 

一層ごと 

管きょ工事参照 

残 土 同 上  同 上 

土 留 工 

矢 板 等 仮設工事参照 箇所ごと  

深 礎 

(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ) 

ガイドコンクリート 

その他は土木工事共通仕様書広島

版参照 

同 上  

仮 設 備 

 先導体の形状、寸法 

推進設備設置状況 

支圧壁仕上がり寸法 

発進坑口、クレーン、ジャッキ、

ストラット、押輪等の据付け状況 

中押設備据付け状況 

ﾌﾟﾗﾝﾄ設備据付け状況 

照明設備等の状況 

設置箇所ごと 
ジャッキの種類を明

記の上撮影 

推 進 工 

 掘削状況（掘削、切羽） 

残土搬出状況 

カラー、中押カラー据付け状況 

滑材注入状況 

管緊結状況 

目地及び推進仕上がり状況 

５本ごと 

小口径推進は、 

１本ごと 

切羽面は土質に変化

が有れば、その都度

撮影 

裏 込 め 
設備設置状況 

注入状況 
１本ごと 

中 込 め  同 上 スパンごと  
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工 種 項 目 撮影箇所及び内容 撮 影 頻 度 留 意 事 項 

シ

―

ル

ド

工

事

シールド工

立 坑 推進工事参照 箇所ごと  

シ ー ル ド 機 シールド機 １機ごと  

仮 設 備 

仮設備設置状況 

 立坑設備 

 発進設備 

 圧気設備 

 換気設備 

 水替え設備 

 照明設備 

 運搬設備 

 プラント設備等 

設置箇所ごと 

堀 進 
掘削状況(掘削、切羽) 

残土搬出状況 

1施工箇所に1回  

一 次 覆 工 

セグメントシール着装状況 

セグメント搬入、運搬状況 

セグメント組立て状況 

止水作業状況 

ボルト締直し状況 

清掃状況 

仕上がり状況等 

施工延長 40ｍにつ

き1回 

裏 込 め 

注入機器設置状況 

注入作業状況 

注入確認作業状況 

1施工箇所に1回 

二 次 覆 工 

スチールフォーム据付け状況 

コンクリート打設状況 

巻厚仕上り寸法 

内空仕上り寸法 

スチールフォームは

セットごと監督員の

立会は５セットごと 

コンクリートのスラ

ンプ、空気量は３セ

ットごと 

圧縮試験は 100ｍ３

ごと 

鉄筋の配筋箇所は状

況を撮影 

撮影箇所は可能な限

り一次覆工に合わせ

る 

工 種 項 目 撮影箇所及び内容 撮 影 頻 度 留 意 事 項 

材
料
検
収

材料検収  

検収実施状況 

 数量 

 形状、寸法 

搬入時ごと  

公
害
防
止

騒音振動調

査工 
 使用機器及び測定状況 その都度  

地盤沈下測

定工 
 測定作業実施状況 その都度  

桝
設
置

民地内の桝

設置 
 基礎工及び設置状況 設置箇所ごと  
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地盤改良工(共通項目) 

項 目 撮 影 頻 度 撮影内容及び留意事項

１．施工前･後(全景) 各工事区ごと

２．マーキング状況 全 数
施工間隔( ｍ)･施工本数( 本)･施工延長( ｍ) 
(施工間隔が分かるように箱尺等を置いて撮影する。) 

３．削孔完了状況 全 数 ２．のマーキング状況と対比できるようにする。

４．注入配合
各材料につき

１枚

各材料毎１ｍ３当り、１バッチ当りを表示、材料計量、投入状況を撮影す

る。

５．使用機械
1 工事につき 1
組

使用する機械全て、型式･規格を記入する。

６．プラント全景 各プラント毎 プラントの全景及び設置状況が把握できるように撮影する。

７．注入材料

入荷
各材料入荷ご

と

プラントに降ろした状態を原則とする。やむを得ず材料入荷に監督員が

立会できない場合は、全体数量が良くわかるように（２～４枚）撮影す

る。

･入荷前( 袋)、入荷後( 袋)、入荷量( 袋) 
( ｋｇ)×( 袋)=( ｋｇ) 

ローリー車での検収は、容器の搬入前のゲージ写真を撮る。

又、搬入後も撮影する。

使用 工事工区ごと
空袋検収・セメント( 袋)×( 束)=( 袋) 
     （空袋に数字を入れ撮影する。) 

８．施工全景 各施工場所
作業状況がわかるように、また黒板の文字が判別できるように、黒板は

手前に置いて撮影する。

９．水質検査
工事工区ごと

２～３枚

10．効果確認
工事工区ごと

１～２枚

11．注入管理
工事工区ごと

１～２枚
電磁流量計による注入管理状況（全景及び近接撮影）

12．その他 斜打ちの場合は、角度を表示して撮影する。
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地盤改良工(単管・二重管単相・複相・ダブルパッカー) 

項   目 撮 影 頻 度 撮影内容及び留意事項

１． 施工中

(単管、二重管単相･複相)

イ、 ロッド接続

ロ、 削孔中

ハ、 削孔完了残尺

ニ、 注入中

ホ、 注入完了残尺

ヘ、 ロッド検尺

注入孔数 200 本未満について

は、５本ごとに 1 枚、注入孔

数200 本以上500 本未満につ

いては、10本ごとに1枚、注

入孔数500本以上については、

20本ごとに１枚とし、イ、ニ、

ヘについては注入断面が変わ

るごとに１組(１枚)とする。ま

た、坑口部･底盤部については、

最小２枚、または５本に１本と

するが、詳細については、状況

に応じ監督員と協議の上、決定

するものとする。

孔Ｎｏ.( )・使用ロッド( m)×( 本) 
(接続本数がわかるようにする。) 

孔Ｎｏ.( )・削孔中 l＝( m) 

孔Ｎｏ.( )・ロッド全長( m)、深度( m)、残尺( m) 
(ﾛｯﾄﾞ残尺が確認できるようにする。) 

孔Ｎｏ.( )・注入中 l＝( m) 

孔Ｎｏ.( )・注入前残尺( m)、注入後残尺( m) 
      注入区間( m) 

(ﾛｯﾄﾞ残尺が確認できるようにする。) 
孔Ｎｏ.( )・ロッド( m)×( 本)＝( m) 
      先端装置( m)×( 本)＝( m) 
      全長( m) 

２． 施工中

(ダブルパッカー) 
 イ、ケーシング接続

 ロ、削孔中

 ハ、削孔完了残尺

 ニ、充填材注入

 ホ、外管建込・検尺

 へ、注入管の建込

   （一次注入）

ト、注入管建込完了

（一次注入）

チ、ケーシング引抜

 リ、注入完了残尺

   （一次注入）

 ヌ、注入管の建込

   （二次注入）

 ル、注入管建込完了

   （二次注入）

 ヲ、注入完了残尺

   （二次注入）

 ワ、その他

孔Ｎｏ.( )・使用ロッド( m)×( 本)、径（  ）

(接続本数がわかるようにする。) 
孔Ｎｏ.( )・削孔中 l＝( m) 

孔Ｎｏ.( )・ロッド全長( m)、深度( m)、残尺( m) 
(ﾛｯﾄﾞ残尺が確認できるようにする。) 

孔Ｎｏ.( )・

孔Ｎｏ.( )・使用ロッド( m)注入ステップ( m) 

孔Ｎｏ.( )・使用注入管全長、ステップ間隔を

      テープで確認できるようにする。

孔Ｎｏ.( )・注入管全長( m)、深度( m)、残尺( m) 
      （管の残尺が確認できるようにする。）

孔Ｎｏ.( )・使用ロッド( m) ×( 本) 

孔Ｎｏ.( )・注入前残尺( m) 、注入後残尺( m) 
      注入区間( m)（残尺写真は最後のス

      テップ注入後に撮影する。

孔Ｎｏ.( )・使用注入管全長、ステップ間隔を

      テープで確認する。

孔Ｎｏ.( )・注入管全長( m)、深度( m)、残尺( m) 
      （管の残尺が確認できるようにする。）

孔Ｎｏ.( )・注入前残尺( m) 、注入後残尺( m) 
      注入区間( m)（残尺写真は最後のス

      テップ注入後に撮影する

注入管のm表示（５m黄色、１０m白色、１５m 
緑色、２０m赤色、２５m黄緑色、３０m青色

３．ゲルタイム測定 工事工区ごと１～２枚 ゲルタイム測定状況、ゲルタイムを記入する。
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地盤改良工（小口径撹拌・大口径撹拌グラウト杭・大口径噴射グラウト杭）

項   目 撮 影 頻 度 撮影内容及び留意事項

1．施工中

小口径撹拌グラウト杭

大口径撹拌グラウト杭

イ、 ロッド接続

ロ、 削孔中

ハ、 削孔完了残尺

ニ、 噴射テスト

（大口径）

ホ、 注入中

へ、注入圧力

ト、注入完了残尺

チ、ロッド検尺

小口径撹拌グラウト杭

注入孔数 200 本未満について

は、５本ごとに１枚、注入孔数

200 本以上 500 本未満につい

ては、10 本ごとに１枚、注入

孔数 500 本以上については、

20本ごとに１枚とし、イ、ホ、

チについては注入断面が変わ

るごとに１組（１枚）とする。

また、坑口部・底盤部について

は、最小２枚、または５本に1
枚とするが、詳細については、

状況に応じ監督員と協議の上、

決定するものとする。

大口径撹拌グラウト杭

５本ごとにロ、ハ、ヘ、ト 1
組を標準とする。イ、ニ、ホ、

チについては断面が変わるご

とに１組（１枚）とするが、詳

細については状況に応じ監督

員と協議の上、決定するものと

する。

孔Ｎｏ.( )・使用ロッド( m)×( 本) 
(接続本数がわかるようにする。) 

孔Ｎｏ・削孔中 l＝( m) 

孔Ｎｏ.( )・ロッド全長( m)、深度( m)、残尺( m) 
(ﾛｯﾄﾞ残尺が確認できるようにする。) 

孔Ｎｏ

孔Ｎｏ・注入中 l＝( m) 

孔Ｎｏ・注入圧力（   kgf／cm２）

孔Ｎｏ.( )・ロッド全長( m)、深度( m)、残尺( m) 
(ﾛｯﾄﾞ残尺が確認できるようにする。)

孔Ｎｏ.( )・ロッド( m)×( 本)＝( m) 
      先端装置( m)×( 本)＝( m) 
      全長( m) 

２． 施工中

大口径噴射グラウト杭

イ、ガイド接続

ロ、ガイドホール設置

ハ、削孔中

ニ、削孔完了残尺

ホ、三重管建て込み

ヘ、 ケーシングパイプ

引き抜き

ト、 噴射テスト

チ、 注入中

リ、 注入圧力

ヌ、 注入完了残尺

ル、ロッド検尺

大口径噴射グラウト杭

５本ごとにハ、ニ、リ、ヌ１組

を標準とする。イ、ロ、ホ、ヘ、

ト、チ、ルについては断面が変

わるごとに１組（１枚）とする

が、詳細については状況に応じ

監督員と協議の上、決定するも

のとする。

孔Ｎｏ.( )・使用ロッド( m)×( 本) 
(接続本数がわかるようにする。) 

孔Ｎｏ.( ) 

孔Ｎｏ・削孔中 l＝( m)

孔Ｎｏ.( )・ロッド全長( m)、深度( m)、残尺( m) 
(ﾛｯﾄﾞ残尺が確認できるようにする。) 

孔Ｎｏ.( )・三重管全長

孔Ｎｏ.( )・ロッド全長

孔Ｎｏ.( ) 

孔Ｎｏ・注入中 l＝( m) 

孔Ｎｏ・注入圧力（   kgf／cm２）

孔Ｎｏ.( )・ロッド全長( m)、深度( m)、残尺( m) 
(ﾛｯﾄﾞ残尺が確認できるようにする。) 

孔Ｎｏ.( )・ロッド( m)×( 本)＝( m) 
      先端装置( m)×( 本)＝( m) 
      全長( m) 

３．排泥処理 1工事ごと１組
現場での処理状況、運搬経路、中間処理場、最終処分地を撮

影する。
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５ デジタル工事写真管理 

(1) 写真管理に関する基準 

写真管理に関する基準については、土木工事共通仕様書（Ⅱ 施工管理関係）のほか、国土交通省の「工

事完成図書の電子納品要領」、「デジタル写真管理情報基準」による。

(2) 工事写真の電子納品について 

本工事は、電子納品対象工事とする。電子納品とは、工事写真を電子データで納品することをいう。こ

こでいう電子データとは、「広島市電子納品の手引（平成２５年３月）」に基づいて作成したものを指す。 

成果物は、「手引」に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒを原則とする）で２部、電子

データを印刷した写真帳（ダイジェスト版とする。詳細は監督職員との協議による。）を１部提出すること。 

電子納品にあたっては、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認し

た後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。 

なお、電子納品により難い書類は、監督職員と協議して提出方法を決定すること。 

(3) 提出の様式 

① 提出する物 

1) 電子媒体納品書

2) 電子納品検査前協議チェックシート

3) チェックシステムエラーリスト

4) 電子媒体（成果品はＣＤ－Ｒ(正副２部)、調査映像はＤＶＤ－Ｒ）

5) 写真一覧（撮影内容がわかるようにコマ撮りしたもの ダイジェスト版1部）

6) その他 (特記仕様書等により明示したもの) 
② 写真帳(ダイジェスト版１部)のレイアウト等について 

写真帳のレイアウトは、必要に応じて参考図、部分拡大写真（黒板など）等を添付する。 

また、写真のコメントについては、適時表示する。 

(4) 電子成果品作成方法 

電子成果品の詳細な作成方法は、「広島市電子納品の手引（平成２５年３月）」によること。 
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１ 薬液注入工法 

(1) 施工計画書 

薬液注入工事の施工にあたって、受注者は施工条件や施工目的を十分理解し、現場の状況、

土質状況及び地下埋設物状況等を把握した後、本要領に沿って現地に即した施工計画書を作成

する。

施工計画書には、次の事項を記すものとする。

① 工事概要 

工事名、工事場所、発注者、受注者、下請施工者（専門業者・注入責任者）、条件明示

事項を記入する。

注入責任者については、注入責任者技術者届（下水道工事様式集を参照）を提出する。

また、希硫酸を用いる場合は、特定化学物質等作業主任者を選任配置し、届け出書（様

式は任意、許可書の写しを添付すること。）を提出する。

② 工事目的 

薬液注入の目的（止水・地盤強化等）について記入する。

③ 土質概要 

改良対象地盤の土質（柱状図 N 値・透水係数等）について具体的に記入する。

④ 選定理由 

工事目的・土質条件等を考慮して、単管、二重管単相・複相、ダブルパッカー注入工

法等の選定理由を記入する。

⑤ 施工方法 

注入間隔・ステップ間隔・注入範囲・ゲルタイム・削孔方法・注入方式等についてフ

ローチャート・注入順序図等を添付し、具体的に記入する。

⑥ 注入材の選定 

土質・改良目的・安全性・経済性等を考慮して選定し、その理由を記入する。

⑦ 注入材の配合 

１ｍ３当り及び１バッチ当りを記入する。

⑧ 試験注入 

試験注入の必要な工事は、決定すべき項目について、選定理由・施工方法・効果測定・

確認方法等を具体的に記入する。
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⑨ 施工数量 

注入率・噴射量等の計算根拠及び各箇所別に数量を記入する。

⑩ 施工管理 

注入吐出量・注入圧力・注入孔及び観測井マーキング・削孔方法（地下埋設物対策）・

水質検査・配合・ゲルタイム・気温・水温・硬化材温度等の各項目について、具体的に

記入する。

⑪ 安全管理 

薬液注入工事に際して、第三者の災害防止、交通災害の防止、電気・機械設備の事故

防止及び材料の保管方法（希硫酸・炭酸ガス等）等について防止策を具体的に記入する。

希硫酸を取扱う場合は、毒物及び劇物取締法の規制や労働安全衛生法による特定化学

物質等作業主任者の選任配置等が必要であり、保管等に充分注意する必要がある。

また、地下埋設物の事故防止についても、本要領の「Ⅶ 地下埋設物事故防止対策」に

基づき具体的に記入する。

地下水の水質汚染防止については、観測井の設置を行い、水質検査（採水回数・水質

検査項目）を実施し、水質検査の依頼先を記入する。

また、建設省通達「薬液注入工法の管理について」（昭和５２年４月２１日建設省官技

発第１５７号）に基づき、発注者、受注者及び薬液注入工事の施工者で構成される「薬

液注入工事管理連絡会」を設ける。

⑫ 使用機械の諸元 

機械名・規格・台数等を記入する。

設計と異なる場合は、理由を明記する。

⑬ 写真管理 

各工種ごとに本要領の「Ⅲ 工事写真撮影」に基づき管理する。

⑭ 全体工事との関連が把握できるように作成する。 
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(2) 品質管理 

① 材料全般 

使用する材料については、工事着手前に下記の各項目について提出し、監督職員の承

諾を受けること。

1) 材料名 

2) 購入メーカー及び流通経路 

3) 品質証明 

② 水ガラス 

1) 品質証明 

水ガラスの品質証明については下記の様に取り扱う。

ｱ) 日本工業規格（ＪＩＳ）Ｋ１４０８に規定されているものを用いる場合には、

項目に記載されている内容を示す試験成績表を提出する。 

ＪＩＳ Ｋ１４０８－1968 に示すケイ酸ナトリウム（ケイ酸ソーダ）は、次の通

りである。

種類
１ 号 ２ 号 ３ 号 

ﾒﾀけい酸ﾅﾄﾘｳﾑ 

項目 １ 種 ２ 種 

外  観 
水あめ状の無色ないしわずかに着色した

液体 

白色粉末 

又は粒状 
白色結晶 

比  重 

(15℃Be) 
－ 54 以上 40 以上 － － 

二酸化珪素 

(Si02)％ 
35～38 34～36 28～30 27.5～29 19～22 

酸化ﾅﾄﾘｳﾑ 

(Na2O)％ 
17～19 14～15 ９～10 28.5～30 20～22 

鉄(Fe)％ 0.03 以下 0.03 以下 0.02 以下 － － 

水不溶分％ 0.2 以下 0.2 以下 0.2 以下   

試験成績表の提出時期は、工事着手前及び 1 ヶ月経過ごととし、速やかに提出する。
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2) 数量証明 

水ガラスをローリー車で納入する場合は下記の通りとする。 

ｱ)  受注者は監督職員の立会検収を受けることを原則とし、納入量の確認を行

いその状況を写真撮影する。 

ｲ) 数量証明書はメーカーの納入伝票（または出庫伝票）と計量証明（看貫証明）

の一対を一組とする。 

ｳ) 納入量は数量証明書で確認すると共に納入前後のタンクの残量により確認する。 

ｴ) 何らかの事由により、ローリーの全量をタンクに収納できない場合には、ロー

リー内の残量を確認し、運転手が数量を伝票に記入し、仮伝票とする。 

後日メーカーより正式伝票が届き次第、監督職員に確認を求める。 

水ガラスの納入時に受け取る数量証明書は、メーカーの倉出し（出庫）伝票（納入

伝票）と、そこに記載されている数量を示す計量証明書の２点セットとなっている。 

そのうちメーカーの納入伝票（出庫伝票）は下記の条件を満たすものであることが必

要である。

納入伝票（またはこれに代わる出庫伝票）に「印字（プリントアウト）」する必要項

目は次の通りとする。

a) 納入（出庫）年月日あるいは伝票発行年月日 

b) 納入（出庫）伝票の整理連続番号あるいは管理連続番号 

c) メーカーおよび取扱工場の法人各々の正式名称 

d) メーカーおよび取扱工場の朱印 

e) 納入（出庫）製品の名称 

f) 納入（出庫）製品の数量及び単位 

【注】

ｱ) 上記事項が「印字（プリントアウト）」されていない納入（出庫）伝票は、正

式の伝票と認め難く、仮伝票として扱う。 

ｲ) 納入（出庫）製品の数量は、計量（看貫）によらなければ表示できないた

め、手書き表示を認めるが、計量証明（看貫票）を添付し、一対で「数量証

明書」となるものである。 

また、計量証明（看貫票）は次の事項が「印字（プリントアウト）」されていな

ければならない。 

a) 計量年月日及び時刻 

b) 計量機番号 

c) 計量回数 

d) 総重量、空車重量、正味重量 

水ガラスをドラム缶で納入する場合には次の通りとする。 

ｱ) メーカーより直接納入する場合はローリー納入に準ずる。
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ｲ) ドラム缶の搬入及び搬出時には監督職員の立会検収を受けることを原則と

し、数量・比重の確認を行い、その検収状況を写真撮影する。 

③ セメント 

1) 品質証明 

メーカーの試験成績表を着手前に提出する。 

2) 数量証明 

セメントをローリー車で納入する場合は水ガラスに準ずる。 

また、袋で納入する場合は次の通りとする。 

ｱ) メーカーより直接納入する場合はローリー納入に準ずる。 

ｲ) セメントの搬入および搬出時には監督職員の立会検収を受けることを原則と

し、数量の確認を行い、その検収状況を写真撮影する。 

ｳ) 工区毎又は工事の区切り毎に使用量の確認のため空袋検収を行う。空袋検収は

原則として監督職員の立会検収を受け、その検収状況を写真撮影する。 

④ 硬化剤、助剤 

1) 品質証明 

硬化剤、助剤の品質証明も水ガラスに準じて次のようにする。 

ｱ) メーカーの品質証明書を着手前に提出する。 

ｲ) 品質証明書は商品名、主成分、安全性などを記載すると共に、安全確認のため

に重金属分析結果報告書を添付する。 

重金属分析は B 液調合状態で実施し、有害物質に係わる排水基準の数値を超え

ないことが必要条件となる。

建設省の通達では、特に硬化剤、助剤の品質については定めていないが、暫定

指針において薬液混合時に劇物又は弗素化合物を含まないとしているから、品質

証明書を提出する。

また、特に安全性を確認するために、その成分を明らかにすることが必要であ

ると共に重金属分析の結果の報告書を添付する。重金属分析は B 液として調合し

た状態で分析試験を行い、排水基準を定める総理府令（昭和 46 年６月 21 日令第

35 号改正平成 28 年 11 月 15 日環境省令第 25 号）の中の有害物質に係わる排水

基準の種類及び許容限界を越えてはならない。
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別表第 1（付令第１条関係）有害物質に係わる排水基準 

有 害 物 質 の 種 類 許  容  限  度 

カドミウム及びその化合物 

シアン化合物 

有機燐化合物（ﾊﾟﾗﾁｵﾝ､ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝ､ﾒﾁ

ﾙｼﾞﾒﾄﾝ及び EPNに限る。） 

鉛及びその化合物 

六価クロム化合物 

砒素及びその化合物 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀

化合物 

アルキル水銀化合物 

ＰＣＢ 

トリクロロエチレン 

テトラクロロエチレン 

ジクロロメタン 

四塩化炭素 

一・二－ジクロロエタン 

一・一－ジクロロエチレン 

シスー一・二－ジクロロエチレン 

一・一・一－トリクロロエタン 

一・一・二－トリクロロエタン 

一・三－ジクロロプロペン 

チウラム 

シマジン 

チオベンカルブ 

ベンゼン 

セレン及びその化合物 

ほう素及びその化合物 

ふつ素及びその化合物 

１㍑につきカドミウム 0.1mg 

１㍑につきシアン 1mg 

１㍑につき 1mg 

１㍑につき鉛 1mg 

１㍑につき六価クロム 0.5mg 

１㍑につき砒素 0.5mg 

１㍑につき水銀 0.005mg 

検出されないこと。 

１㍑につき 0.003mg 

１㍑につき 0.1mg 

１㍑につき 0.1mg 

１㍑につき 0.2mg 

１㍑につき 0.02mg 

１㍑につき 0.04mg 

１㍑につき 1mg 

１㍑につき 0.4mg 

１㍑につき 3mg 

１㍑につき 0.06mg 

１㍑につき 0.02mg 

１㍑につき 0.06mg 

１㍑につき 0.03mg 

１㍑につき 0.2mg 

１㍑につき 0.1mg 

１㍑につきセレン 0.1mg 

海域以外の公共用水域に排出される

もの１㍑につきほう素 10mg 

海域に排出されるもの１㍑につきほ

う素 230mg 

海域以外の公共用水域に排出される

もの１㍑につきふつ素 8mg 

海域に排出されるもの１㍑につきふ

つ素 15mg 
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アンモニア、アンモニウム化合物、亜

硝酸化合物及び硝酸化合物 

一・四－ジオキサン 

１㍑につきアンモニア性窒素に 0.4

を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸

性窒素の合計量 100mg 

１㍑につき 0.5mg 

1「検出されないこと。」とは、第２条の規定に基づき環境大臣が定める方法

により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方

法の定量限界を下回ることをいう。 

2 砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和 49

年政令 363 号)の施行の際、現に湧出している温泉(温泉法(昭和 23年法律

第 125 号)第２条第１項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅

館業に属する事業所に係わる排出水については、当分の間、適用しない。

また検査は､公的機関及びそれに準ずる公的資格を有する資格者のいる検査機

関で行う。

2) 数量証明 

硬化剤、助剤の納入は監督職員の立会検収を受けることを原則とし、その検収状

況を写真に撮影する。

納入伝票は、メーカーの出庫伝票（納入伝票）とする。
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⑤ 注入量の確認 

注入量の確認は、自記流量圧力計で記録されるチャート紙により確認し、さらに材料

の使用量などと照合する。

チャート紙の取扱いは次のとおりとする。

1) 切断しないことを原則とし、１ロールごとに使用する。 

2) 使用前に監督職員の検印を受ける。 

3) １ロールの使用が完了したら監督職員に提出する。 

4) 監督職員が立会をしたら確認のサインを受ける。 

⑥ 使用材料の管理 

使用材料（水ガラス及び硬化剤、助剤）の使用量は、納入量と残量から求める。

また、特に１箇所当り５００ｋ㍑以上の注入量となる大型工事においては、水ガラス

原液貯蔵タンクとＡ液調合槽との間に、流量積算計を設置し、水ガラスの使用量を確認

する。

⑦ 削孔深度及び注入長の確認 

削孔深さ及び注入長は、適宜監督職員の立会を受ける。
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(3) 監督員立会一覧 

番号 項     目 時 期 頻 度 備   考 

① 水ガラス（ローリー車） 搬入時 搬入の都度 数量、比重の確認 

② 〃（ドラム缶） 〃 〃 〃 

③ 硬化剤・助剤（ローリー車） 〃 〃 数量、比重の確認 

④ 〃（ドラム缶） 〃 〃 〃 

⑤ 水ガラス貯蔵タンク 施工後 全て 残量の確認 

⑥ チャート紙 
使用前 

施工中 

〃 

適宜 

検印 

確認のサイン 

⑦ 削孔深度、注入長 〃 適宜  

⑧ 
注入孔及び観測井位置マーキン

グ 
施工前 〃  

⑨ 薬注の配合、ゲルタイム、比重 
施工前 

施工中 

全て 

適宜 

⑩ 空袋、空ドラム缶 施工後 全て 残量の確認 

⑪ 効果確認 〃 〃 目視を含む 
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(4) 施工管理 

① 注入孔及び観測井位置のマーキング 

試験掘により作成した図面をもとに注入孔配置図を作成し、それを路上にマーキング

する。 

1) 監督職員、地下埋設物管理者、地下埋設物責任者、注入責任者の立会のもとに、マ

ーキングする。 

2) 地下埋設物の外側より、原則として５０cm以上の離隔を確保して、マーキング

する。ただし、上記が確保できない場合は、試掘により目視またはガイドパイプ

を設置して施工する。 

3) ガイドパイプの長さは、地下埋設物の下端より約２０cm 程度とする。 

4) 地下埋設物の外側より３０cm以内で施工する場合のガイドパイプの材質は、硬

質塩化ビニル管（ＶＰ）または、鋼管とする。 

5) また、ガイドパイプは、薬液注入工事完了後、撤去する。 

6) 上記と同じ条件で斜め打ちを行う場合は、ガイドパイプの材質は、鋼管とする。 

7) ガイドパイプには、必ずキャップをする。 

8) キャップの位置は、キャップの破損の恐れがあること及びこれによってパイプ

の中に砕石が入り、注入位置のズレが生じることにより地下埋設物の破損の原因

となるため、舗装面としない。 

9) 路上でのマーキングは、安全を確保して行う。 

10) マーキング状況は、スタッフ等を縦、横に当て、注入孔ピッチ、注入孔番号を記入

の上、写真に記録する。 

② 事前調査 

1) 近接して飲料用井戸がある場合は、その井戸の水質検査を行う。 

2) 観測井の深さは、注入改良範囲の下端＋１．０ｍとし、観測パイプのストレーナー

長は、注入範囲下端＋１．０ｍより地下水高さまでとする。 

ただし、地下水位が注入改良範囲の下端＋１．０ｍより低い場合は、地下水位

より１．０ｍ下とする。 

3) 観測井の削孔方法は、オールケーシング削孔又は、削孔に泥水を使用する場合

は、観測パイプ設置後、充分に孔内を洗浄する。 

4) 観測完了後は、観測井はモルタル等で処理する。 

5) 水質検査項目 

ｱ) 有機物を含む場合   ＰＨ及びＣＯＤ又はＢＯＤ 

ｲ) 有機物を含まない場合 ＰＨ 

ｳ) 飲料用に供している井戸が１００ｍ以内に近接してある場合は飲料水適合

検査をする必要がある。 

詳細は、薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針及び飲料水適合

検査項目を参照の事。
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6) 検査は、公的機関及びそれに準ずる公的資格を有する資格者のいる検査機関で行う必要

がある。 

③ 準備作業 

受注者は、作業開始前にＫＹＫ（危険予知活動）、ＴＢＭ（ツールボックスミーティン

グ）を実施し、作業手順や安全注意事項等を打ち合わせて、作業員に周知徹底させる。 

1) 有資格者による作業の励行 

2) 合図の徹底 

3) 玉掛用具の点検 

4) 高所作業における囲い、手摺、転落防止用ネットの設置及び安全帯の着用の励行 

5) 埋設管、架空線、保安関係、注入配合表等の掲示（下水道工事様式集を参照） 

④ 削孔作業 

準備作業終了後、削孔機を注入ポイントへ据付け、削孔作業を行う。 

1) 削孔手順 

ｱ) 削孔機を注入ポイントへ据付ける。（削孔角度を正確に） 

ｲ) 削孔深度を確認し、必要なロッド本数だけを削孔機のそばに用意する。 

ｳ) ロッドの全長、残尺の関係から、深度の確認をする。 

ｴ) 地下埋設物からの離隔の確認を行う。 

ｵ) 表層を削孔した後、地下埋設物の深さまでは、チップレスメタルを使用し、

かつ、ウォータージェット削孔を行い、地下埋設物の損傷防止を図る。 

ｶ) 削孔作業は、現場代理人、地下埋設物管理者及び注入責任者のいずれかの

立会のもとに行う。 

⑤ 注入作業 

削孔完了後、プラントマンと連絡を取り、注入作業を開始する。 

1) 注入手順 

ｱ) 配合は、配合表にしたがって、正確に配合する。 

ｲ) 注入責任者は、ゲルタイム及び水ガラスの比重の測定を作業開始前、午前及び

午後、１回以上測定する。 

ｳ) ポンプの吐出量、流量計の流量を確認する。 

ｴ) 大規模注入工事（５００ｋ㍑以上）においては、プラントのタンクからミキサ

ーまでの間に、流量積算計を設置し、水ガラスの日使用量等を管理する。 

ｵ) チャート紙は、監督職員の検印のあるものを用い、原則として、切断しないで、

１ロール使用毎に監督職員に提出する。 

ただし、やむを得ず切断する場合は、監督職員の承諾を受けるものとする。 

また、監督職員が、現場立会した場合にはその都度、チャート紙に監督職員の

サインを受ける。
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ｶ) 注入中は、地下埋設物への流入、路上、河川、井戸及び下水等への注入剤のリ

ークを監視すると共に、地盤の隆起による軌道、地下埋設物および地上建造物等

への悪影響を防止するべく、レベルをチェックし、注入前の値と比較し、適正に

管理する。 

ｷ) 観測井、井戸等の水質検査を１日１回以上行い、注入前の値と比較し、水質管

理図に記録することにより適正に管理する。 

⑥ 材料検収 

材料の入荷・使用は、原則として毎回監督職員の立会検収を受け、写真に記録し、管

理するものとする。やむを得ずそれが出来ない場合は、必ず監督職員の承諾を受けるも

のとする。 

また、監督職員の立会に備えて、試験機器（配合、ゲルタイム、比重等の試験機器）

をセットし、用意すること。 

1) 材料入荷 

ｱ) 材料の入荷は、材料名、数量、日時を前日までに監督員に連絡し、原則と

して監督職員の立会を受けて入荷数量の確認を受け、納入伝票をその都度、

監督職員に提出する。 

また、入荷材料は、すべて監督職員の検印を受ける。 

ｲ) 水ガラスの材料入荷は、メーカーによる数量証明書をその都度、監督職員に提

出する。 

また、ケイ酸ソーダ及びマイティー１５０等（ドラム缶）は、原則として搬入

時毎に監督員に数量および比重の検収を受ける。 

ｳ) 入荷写真は、プラント上に降ろした状態で撮ることを原則とするが、現場の状

況により、降ろした状態で撮ることが困難であると監督職員が判断する場合には、

この限りでない。 

検収時、材料へのマーカーは、各入荷毎に色を変えて、残数量と今回入荷数量

とを区別できるようにする。 

そして、色は、例えば、白→赤→青→黄→緑→白→赤→青…と言うように現場

毎に決めて、ローテーションで変える。 

また、材料の使用は、出来るだけ残材料から使用する。 

（撮影要領） 

第○○回材料入荷 

入荷前残数量Ｘ＋今回入荷数量Ｙ＝Ｚ 

という要領で行なう。 

ｴ) 車上プラントの場合は、その都度状況に応じて監督職員に協議する。

ｵ) ローリー車によるバラ入荷の場合もｱ)と同様とし、入荷写真は、入荷伝票と照

合できるように車番が分かるようにその都度撮影する。
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また、材料の検収は、原則として搬入時に監督職員の立会を受け、目視又は比

重検査を行う。 

事前に材料を入れる容器の検収（写真撮影を行う）を行う。 

2) 使用材料 

使用材料は、材料別にブロック毎又は工事終了時に使用空袋、空ドラム缶、空缶

等を原則として監督職員の立会を受けるものとする。 

（撮影要領） 

セメント空袋１０袋を１束とし 

１０袋×Ｘ束＋Ｙ袋＝Ｚ 

という要領で行なう。 

3) 撮影フィルムの整理 

ネガフィルムは、すべてベタ焼きにして提出する。 

また、ネガフィルムは、細切れにしないこと及びベタ焼きの台紙には、入荷回数、

注入位置等をすべて記入する。 

⑦ 効果測定及び確認 

効果測定は、「３ 地盤改良工の効果測定」による。 
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(5) 提出書類一覧 

番号 提出書類 内   容 提出期限 備 考

① 施工計画書 工事着手前

② 注入日報

機械毎に施工順序が把握でき

るように作成する

また写真管理を行った注入孔

は、注入孔 No.に○印を付けて

よくわかる様にする

翌日 下水道工事様式集

③ 工事写真
説明図、注釈等を記入して、工

事写真帳に整理する
完了後 Ⅲ 工事写真撮影

④ 品質規格表

水ガラス

(JISK1408 規格品) 

メーカー発行

工事着手前 材料別

⑤ 検査成績報告書
〃

〃

工事着手前及

び１ヶ月経過

毎

〃

⑥
納品書

出庫伝票

〃(ﾛｰﾘｰ搬入) 

〃
搬入の都度 〃

⑦
計量票

看貫証明票

〃(ﾛｰﾘｰ搬入) 

〃
〃 〃

⑧
納品書

出庫伝票

〃(ﾄﾞﾗﾑ缶搬入) 

〃
〃 〃

⑨ 品質証明書
硬化剤・助剤

〃
工事着手前 〃

⑩ 分析結果報告書
〃

公的機関又はこれに準ずる所
〃 〃

⑪
納品書

出庫伝票

〃(ﾛｰﾘｰ搬入) 

メーカー発行
搬入の都度 〃

⑫
計量票

看貫証明票

〃(ﾛｰﾘｰ搬入) 

〃
〃 〃

⑬
納品書

出庫伝票

〃(ﾄﾞﾗﾑ缶搬入) 

〃
〃 〃
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番号 提出書類 内   容 提出期限 備 考

⑭ 水質日報
観測井戸・周辺井戸等の水質検

査を注入前１回、注入中毎日１

回以上、注入完了後２週間を経

過するまで毎日１回以上、２週

間経過後半年間毎月２回以上

行う

施工前

施工中

施工後

下水道工事様式集

日常管理をする

⑮ 水質試験表
各試験機関の様式

日常管理をする

⑯ 水質管理図
下水道工事様式集

日常管理をする

⑰ 品質管理報告書 比重、PH、水質 完了後
下水道工事様式集

日常管理をする

⑱ 材料受払簿 〃
下水道工事様式集

日常管理をする

⑲ 材料受払集計表 〃

⑳ 施工位置図 平面 〃 日常管理をする

○21  注入配置図 注入軌跡を記入 〃 日常管理をする

○22  注入写真管理図 
写真管理した箇所をマークす

る 
〃  

○23  数量比較表 
施工計画と実施の使用数量を

比較する 
〃  

○24  効果確認報告書
ボーリング

目視
確認の都度 下水道工事様式集

○25  ネガフィルム ベタ焼を添付 完了後
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番号 提出書類 内   容 提出期限 備 考

○26  チャート紙

１ロールごと使用前に監督職

員の検印を受け、監督職員の立

会を受けた時は確認のサイン

を受ける

やむを得ず切断する時は監督

職員の承諾を得て検印（割印）

を受ける

監督職員の承諾を得て、工事写

真台帳の差込みファイルに整

理する

１ロール使用

毎及び必要な

都度

○27
廃棄物

搬出計画書

契約書の写しを添付

運搬経路を記入
施工前

○28  廃棄物処理票

マニフェストＡ、Ｂ2、Ｄ、

Ｅ票（１次）の原本を提示

Ｅ票の写しを提出

完了後 日常管理をする

○29
廃棄物

処理集計表
〃 下水道工事様式集

(6) 書類等の様式例（参考） 

① チャート紙 

② 品質規格表等 

③ 検査成績報告書等 

④ 納 品 書 

⑤ 計 量 票 
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＜参考＞
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＜参考＞
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＜参考＞
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＜参考＞
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＜参考＞
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＜参考＞
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＜参考＞
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(7) 現場におけるチェックリスト 

受注者は、地盤改良工の施工にあたり、下表についてチェックリストに従い、管理しなけ

ればならない。

項目 だれが いつ

１．事 前 検 討

現場代理人

主任技術者

注入責任者

準備前

２．仮 設 段 取 り 時 同 上 段取り開始前

３．施 工 開 始 前 同 上 その都度

４．毎日の作業開始前 全 員 毎日の開始前

５．毎 日 の 作 業 中 同 上 毎日の作業中

６．毎日の作業終了前 同 上 毎日の終了前

７．そ の 他

現場代理人

主任技術者

注入責任者

毎 日

（注）受注者が、４千万円以上を下請け契約して工事を施工しようとする場合は、主任技術者

を監理技術者と読み替える。
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１．事前調査

だれが
現場代理人・主任技術者

注入責任者

いつ 準備前

チェック項目 内               容
チェック

結 果

１ 計画の理解 １ 注入の目的は、何ですか？

２ 現場の土質・地下水の状況は？

３ 注入工法・注入材は？

４ 注入範囲・注入率・注入量及びステップ当り注入量は？

５ 注入長・削孔本数は？

２ 地下埋設物 １ 埋設物の位置・形状・規模・数量の確認は？

２ 埋設物は、試掘等により確認されているか？

３ 削孔・注入位置 １ 削孔位置は、埋設物を避けているか？

２ 近接構造物との関係は、良いか？

３ 作業空間（架空線）の確認は？

４ 作業時間帯は？

５ 保安対策は？

４ 地下水 １ 周辺井戸や公共用水域の位置は？

２ 観測井戸は、設置されているか？

３ 事前の水質検査は、済んでいるか？

５ プラント用地 １ 付近に公共用水域は、無いか？

２ 材料の搬入路は、確保されているか？

６ その他 １ 第三者に対しての処置は、良いか？
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２．仮設段取り時

だれが
現場代理人・主任技術者

注入責任者

い つ 段取り開始前

チェック項目 内               容
チェック

結 果

１ プラント仮設
１ 必要な面積は、確保しているか？

２ 敷地は、整地されているか？

３ 地面は、しっかりしているか？

４ 排水が、側溝や下水等に直接流れ込まないか？

５ 架空線（電線等）の有無？

６ 搬入路は、確保されているか？

２ 削孔・注入位置
１ 埋設物の試掘や防護対策は、完了しているか？

２ 注入孔、観測井及び埋設物のマーキングは、しているか？

３ 作業内（開口部等）における養生は、出来ているか？

４ 排水処理は、良いか？

５ 架空線の防護は、良いか？

３ 排水処理設備
１ 排水処理設備は、どこに設置するか？

４ その他
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３．施工開始前

だれが
現場代理人・主任技術者

注入責任者

い つ その都度

チェック項目 内               容
チェック

結 果

１ 作業を始めるに

あたっての説明 １ 注入の目的を理解しているか？

２ 現場の土質・注入工法・注入材・配合等を理解しているか？

３ １ステップ当りの注入量を理解しているか？

４ 注入深さ・削孔本数などを理解しているか？

５ 埋設物の種類・位置・深さなどを理解しているか？

２ 作業を始めるに

あたっての点検 １ 排水処理設備などは、出来ているか？

２ 注入材料・資材類が搬入されているか？

３ 作業位置の囲いなどは、十分か？

４ 施工位置のマーキング番号等は、完了しているか？

５ 機械・機器類は、正常に動くか？
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４．毎日の作業開始前

だれが 全員

い つ 毎日の開始前

チェック項目 内               容
チェック

結 果

１ 全体ミーティン

グ（ＫＹＫ）

１ 各人の健康状態は？

２ 本日の作業内容（孔番・深度・角度・注入長等）の打合せは

したか？

２ 点検 １ 排水処理設備は、大丈夫か？

２ 注入材料・資材類は、整っているか？

３ 作業位置におけるバリケードなどの第三者への処置は、大丈

夫か？

４ 機械・機器類の試運転は、ＯＫか？

３ 削孔・注入位置 １ 機械は、正しい位置・角度にセットされているか？

２ 削孔長・注入長は、確認しているか？

３ 削孔位置及び周辺に埋設物がないか？

４ スライム処理の準備は、良いか？

５ プラントとの連絡は、確実に出来ているか？

４ 注入プラント位

置

１ 本日施工の孔番・ステップ注入量・注入量・注入速度を確認

しているか？

２ 流量計・グラウトポンプ・グラウトミキサー等は、正常に作

動しているか？

３ 注入材の配合は、正確に行なっているか？

４ ゲルタイムの測定は、行なったか？

５ 注入材料の保管状態は、良いか？

５ その他
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５．毎日の作業中

だれが 全員

い つ 毎日の作業中

チェック項目 内               容
チェック

結 果

１ 削孔・注入位置
１ 埋設物付近での削孔時、埋設物対策を実施したか？

２ 削孔時、送水圧に異常がないか？

３ 削孔時、排水の飛散・ロッドジョイント等からの漏水はない

か？

４ 注入時・注入圧力に異常がないか？

５ プラントからの連絡でステップを行なっているか？

６ 注入材の噴出はないか？（ロッドジョイント・側溝・下水管

など）

７ 周辺地盤・構造物等の変状はどうか？

２ 注入プラント位置
１ 注入時、注入圧力に異常がないか？

３ 排水設備
１ 排水処理は、正常に行なわれているか？

４ その他
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６．毎日の作業終了前

だれが 全員

い つ 毎日の終了前

チェック項目 内               容
チェック

結 果

１ 削孔・注入位置 １ 注入孔の孔埋めは行ったか？

２ 機械・器具類の片付けは、済んだか？

３ 施工範囲及び周辺の清掃は、済んだか？

４ 片付け時、清掃時における第三者への配慮はしたか？

５ バリケード等による防護措置は、済んだか？

２ 注入プラント位

置

１ プラント内外の清掃は、済んだか？

２ 機器類及び注入材料の片付けは、済んだか？

３ 電気を切って、分電盤の鍵を掛けたか？

４ 水道は、止めたか？

５ プラントの防護措置は、済んだか？

６ プラントの戸締りは、良いか？

３ その他
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７．その他

だれが
現場代理人・主任技術者

注入責任者

い つ 毎日

チェック項目 内               容
チェック

結 果

１ 水質監視
１ 水質検査をしているか？

２ その他
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２ その他の補助工法 

(1) 施工計画書 

薬液注入工事の施工にあたって、受注者は、施工条件や施工目的を十分理解し、現場の状

況、土質状況及び地下埋設物状況等を把握した後、現地に即した施工計画書を作成する。

施工計画書には、次の事項を記すものとする。

① 工事概要 

工事名、工事場所、発注者、受注者、下請施工者（専門業者・注入責任者）、条件明示

事項を記入する。

注入責任者については、注入責任技術者届（下水道工事様式集を参照）を提出する。

② 工事目的 

ＣＣＰ、ＪＳＧ、コラムジェットの目的（止水・地盤強化等）について記入する。

③ 土質概要 

改良対象地盤の土質（柱状図Ｎ値・透水係数等）について具体的に記入する。

④ 選定理由 

工事目的・土質条件等を考慮して、補助工法の選定理由を記入する。

⑤ 施工方法 

1) ＣＣＰ工 

施工間隔・引上速度（３～５min/m）・引上間隔（２．５～５cm）・回転数（約２０

rpm）・施工範囲・排泥処理方法（処理方法、運搬経路、中間処分地、最終処分地等）

等についてフローチャート・注入順序図等を添付し、具体的に記入する。 

2) ＪＳＧ工 

施工間隔・引上速度（設計値）・回転数（５～１５rpm）・削孔角度（±０．５度以

内）・施工範囲・排泥処理方法（処理方法、運搬経路、中間処分地、最終処分地等）

等についてフローチャート・注入順序図等を添付し、具体的に記入する。 

3) コラムジェット工 

施工間隔・引上速度（設計値）・回転数（６rpm 以内）・削孔角度（±０．５度以

内）・施工範囲・排泥処理方法（処理方法、運搬経路、中間処分地、最終処分地等）

等についてフローチャート・注入順序図等を添付し、具体的に記入する。 
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⑥ 硬化材の選定 

土質・改良目的・安全性・経済性等を考慮して選定し、その理由を記入する。

また、使用材料名・その内容・購入メーカー及び流通経路等を明記し、材料の品質証

明書を添付する。

⑦ 硬化材の配合 

１ｍ３当り及び１バッチ当りを記入する。

⑧ 試験注入 

試験注入の必要な工事は、決定すべき項目について、選定理由・施工方法・効果測定・

確認方法等を具体的に記入する。

⑨ 施工数量 

注入率・噴射量等の計算根拠及び各箇所別に数量を記入する。

⑩ 施工管理 

1) ＣＣＰ工 

注入吐出量（２５㍑/分）・注入圧力（約２００kgf/cm2）・注入孔マーキング・削

孔方法（地下埋設物対策）・水質検査・配合等の各項目について、具体的に記入する。

2) ＪＳＧ工 

圧縮空気圧力（６～７kgf/cm2）・圧縮空気流量（１．５～３．０m3/分）・注入圧

力（２００±２０kgf/cm2）・注入吐出量（６０㍑/分）・注入孔マーキング・削孔方

法（二重管：地下埋設物対策）・水質検査・配合等の各項目について、具体的に記入

する。

3) コラムジェット工 

圧縮空気圧力（６～７kgf/cm2）・圧縮空気流量（１．５～３．０m3/分）・超高圧

ジェット圧力（３５０～４００kgf/cm2）・超高圧ジェット吐出量（７０㍑/分）・注

入吐出圧力（２０～５０kgf/cm2）・注入吐出量（１４０～１８０㍑/分）・注入孔マ

ーキング・削孔方法（二重管：地下埋設物対策）・水質検査・配合等の各項目につい

て、具体的に記入する。

⑪ 安全管理 

補助工法の施工に際して、第三者の災害防止、交通災害の防止、電気・機械設備の事

故防止及び材料の保管方法等についても防止策を具体的に記入する。

また、地下埋設物の事故防止についても、「Ⅶ 地下埋設物事故防止対策」に基づき具

体的に記入する。

地下水の水質汚染防止については、観測井の設置を行い、水質検査（採水回数・水質

検査項目）を実施し、水質検査の依頼先を記入する。
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⑫ 使用機械の諸元 

機械名・規格・台数等を記入する。

設計と異なる場合は、理由を明記する。

⑬ 写真管理 

各工種毎に本要領の「Ⅲ 工事写真撮影」に基づき管理する。

⑭ 工程表 

全体工事との関連が把握できるように作成する。

(2) 品質管理 

「１ 薬液注入工法」に準ずる。 

(3) 監督員立会一覧 

「１ 薬液注入工法」に準ずる。

(4) 施工管理 

「１ 薬液注入工法」に準ずる。

(5) 提出書類一覧 

「１ 薬液注入工法」に準ずる。

なお、チャート紙は薬注のみである。

(6) 書類等の様式例（参考） 

「１ 薬液注入工法」に準ずる。

なお、チャート紙は薬注のみである。

(7) 現場におけるチェックリスト 

「１ 薬液注入工法」に準ずる。
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３  地盤改良工の効果測定 

地盤改良の効果が、目的通りになっているかどうかを把握するのは非常に困難であるが、工事

を事故なくスムーズに進めるために、事前に効果測定を行うものとする。

なお、効果測定は、薬液注入工、小口径攪拌グラウト杭、大口径攪拌グラウト杭、コラムジェ

ット工について行うものとする。

(1) 効果測定対象工事 

効果測定対象工事は、下記のとおりとする。

工 種 区      分 効 果 測 定 対 象 箇 所

薬

液

注

入

工

(1)薬液注入量

１５０ｋ㍑未満

効果測定を行う必要はないものとするが次の場合につ

いては、重要度に応じ、効果測定を行う。

効果測定箇所は、監督職員と協議して決定する。

①シールド工事の発進・到達防護部への薬液注入箇所

②構築物及び地下埋設管防護のための薬液注入箇所

③注入率、注入断面、注入区間等の変更をする場合

ただし、同一土質、同一注入法の場合には、１箇所程

度でも良いものとする。

(2)薬液注入量

１５０ｋ㍑以上

効果の測定を１箇所以上について行うものとする。

ただし、同一土質、同一注入法の場合には１箇所程度

でも良いものとする。

効果測定箇所は、監督職員と協議して決定する。

なお、次の場合については、効果測定を行う必要がな

いものとする。

①矢板背面の空隙充填のための薬液注入箇所

②横断埋設物に伴う横矢板背面への薬液注入箇所

③その他、工事担当課が不必要と認めた場合

小
口
径
攪
拌
グ
ラ
ウ
ト
杭

(1)杭施工延長

（杭長×施工本数）

１２００ｍ未満

効果測定を行なう必要はないものとするが次の場合に

ついては、重要度に応じ、効果測定を行う。

効果測定箇所は、監督職員と協議して決定する。

①立坑及び開削における底盤改良箇所

②立坑において山留壁として使用する場合

③シールド工事の発進・到達防護部の改良箇所

④杭長、施工本数、施工区間等の変更をする場合

ただし、同一土質、同一注入材の場合には１箇所程度

でも良いものとする。
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工 種 区      分 効 果 測 定 対 象 箇 所

小
口
径
攪
拌
グ
ラ
ウ
ト
杭

(2)杭施工延長

（杭長×施工本数）

１２００ｍ以上

効果の測定を１箇所以上について行うものとする。

ただし、次の場合には、それぞれについて効果測定を

行う。

効果測定箇所は、監督職員と協議して決定する。

①立坑及び開削における底盤改良箇所

②立坑において山留壁として使用する場合

③シールド工事の発進・到達防護部の改良箇所

④杭長、施工本数、施工区間等の変更をする場合

ただし、同一土質、同一注入材の場合には１箇所程度

でも良いものとする。

大
口
径
攪
拌
グ
ラ
ウ
ト
杭

(1)施工量に関わらず

コ
ラ
ム
ジ
ェ
ッ
ト
工

(1)施工量に関わらず
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(2) 地盤改良工の使用目的と効果測定法 

地盤改良は、止水、地盤強化、変状防止等が重なり合って、その目的を達成するので、使

用目的と効果を十分把握した上で、適切な効果測定法を選択しなければならない。

地盤改良使用目的

効   果

効果測定法
止水

地盤

強化

変状

防止

開削工法・立坑掘削及びトンネ

ル掘進における湧水及びクィ

ックサンド等の防止

◎ ○ －
①目視

②物理試験（透水試験）

トンネル切羽の安定保持及び

トンネル工発進時における地

下水・土砂の流入防止

◎ ○ －

①目視

②物理試験（標準貫入試

験、強度試験）

構造物に作用する土圧の軽減 ◎ ○
①物理試験（標準貫入試

験）

基礎地盤の強度アップ及び支

持力増強
－ ◎ ○

①物理試験（標準貫入試

験、強度試験）

掘削周辺地盤及びトンネル上

部地盤の変状防止
－ ◎ ◎

①沈下測定

②物理試験（標準貫入試

験、強度試験）

掘削周辺及びトンネル上部の

地下埋設物・構築物の防護
－ ◎ ○

①沈下測定

②物理試験（標準貫入試

験、強度試験）

（注）◎：直接的効果  ○：二次的効果
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(3) 効果の確認 

効果の確認は、地盤改良の目的が達成されているかを判定するために行うものであるが、

地盤改良前に行った調査結果と改良後に行った効果測定結果を比較することによって、より

明確にすることができるので、効果確認を行う場合は、事前調査も十分に行うものとする。

① 事前調査 

1) 事前調査項目 

効果測定を実施する箇所の土質について、効果測定項目に対応した項目の調査を

行う。

事前調査項目 調   査   項   目

標準貫入試験 改良範囲部分について１ｍピッチで試験

サンプリング 改良範囲部分について１箇所採取

強度試験 採取したサンプルの一軸又は三軸強度圧縮試験

現場透水試験 砂質土の場合に改良範囲について試験

2) 試験注入 

ｱ) 対象工種と試験規模 

地盤改良工の試験注入は、原則として立坑内で行う。

試験規模については、監督職員と協議する。

ｲ) 試験注入の目的 

a) 注入材の種類、注入量および注入方式の適正の検討 

b) 吐出量、注入圧力及び注入量との相関関係の把握 

c) 試験注入の効果の確認 

立坑内等で、試験注入固結物を掘り出し目視で状態を確認する。 
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② 地盤改良後の効果測定 

効果測定及び確認方法、確認内容については、下表のとおりとする。 

測定及び確認方法 確 認 内 容

薬
液
注
入
工

目

視

鏡切部及び切羽部において薬液

が、アルカリ性の時はフェノール

フタレイン溶液、酸性の時はＢＴ

Ｂ液等による変色を目視にて確認

薬液の浸透固結範囲、固結状態、

脈状注入の状況並びに鏡切部、切

羽部の止水状態、自立性を確認

物
理
試
験

ボーリングによる標準貫入試験

及び現場透水試験

① 標準貫入試験により注入前注

入後のＮ値の変化並びに透水係

数減少の確認

② 一軸圧縮強度試験あるいは三

軸圧縮強度試験により得られる

粘着力の増加の確認

そ
の
他

目

視

鏡切部及び切羽部において目視

にて確認

止水状態及び改良部の硬さの確

認

物
理
試
験

ボーリングによる改良部分の範

囲・強度の確認、現場透水試験

改良範囲をコアー採取により確

認しコアサンプルを一軸圧縮強度

試験あるいは三軸圧縮強度試験に

より強度増加の確認、透水試験に

より透水係数減少の確認

（注）コア管理記録方法

効果の確認を行った後のコアサンプルは、工事完了まではコア箱に入れて保管するも

のとするが、完了後は保管場所がないので、コアをカラー写真に撮っておく。コアは乾

燥すると色調が変化したり、変質するので、撮影は採取後出来るだけ早い時期に、色調

が一様になるよう霧吹きをして行う。
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③ 測定及び確認の実施 

1) 基本的な実施方法 

ｱ) 薬液注入工法 

a) ボーリングによる実施（平面） 

ⅰ) ３点注入孔法を原則とする。

b) ボーリングによる実施（断面） 

ⅰ) 初期発進防護（鉛直ボーリング）

ボーリング深さは

注入断面下部より

0.5ｍまでとし、サ

ンプリングはシー

ルド下端部とする。 

ⅱ) 初期発進防護（水平ボーリング）

大断面シールド等

の場合には、深さ 1

ｍまで水平ボーリ

ングによりチェッ

クし、漏水、硬化状

態を確認する。 

：注入孔位置

：効果測定位置

：注入孔間隔
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ⅲ) 底盤改良工（鉛直ボーリング）

ボーリング深さは

注入断面下部より

0.5ｍまでとし、サ

ンプリングは注入

部中心とする。 

ｲ) 攪拌グラウト杭 

a) ボーリングによる実施（平面） 

ⅰ) 底盤改良等

b) 山留用，鏡切防護部等 

c) ボーリングによる実施（断面） 

ⅰ) 初期発進防護（鉛直ボーリング）

ボーリング深さは

改良断面下部より

0.5ｍまでとし、オ

ールコアボーリン

グによりコア採取

し，シールド下端部

について一軸圧縮

試験を行う。 

A：効果測定位置

：注入孔位置

B：造成径（設計）

  確認用サンプリング

：効果測定位置

：注入孔位置
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ⅱ) 初期発進防護（水平ボーリング）

大断面シールド等

の場合には、グラウ

ト杭改良部を貫通

する所まで水平ボ

ーリングによりチ

ェックし、漏水、硬

化状態を確認する。 

ⅲ) 底盤改良工（鉛直ボーリング）

ボーリング深さは

改良断面下部より

0.5ｍまでとし、オ

ールコアボーリン

グによりコア採取

し、改良部中心につ

いて一軸圧縮試験

を行う。 
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2) 実施の具体例（シールド初期発進部の防護工） 

初期発進防護工は、シールドの初期発進における止水及び地山の安定を目的とし

て地盤改良を行ったもので、効果を確認するため、事前調査及び改良後の効果測定

を行った。

ｱ) 事前の調査 

効果測定の予定箇所の近くで、事前に改良後の効果測定結果と対比出来るよ

うに、標準貫入試験、現場透水試験、コアサンプルの一軸圧縮強度試験を行っ

た。 

a) 効果測定 

ⅰ) 薬液注入部分

標準貫入試験

事前調査と同様に、ＧＬ－２ｍから１ｍピッチで行った。サンプ

リングは、シールド天端、下端あたりで行った。 

また、ボーリングは、注入下部より０．５ｍは、水みちを付けな

いため残した。 

現場透水試験

試験は注入法で行い、２か所のボーリング孔のうち１か所を利用

した。 

室 内 試 験

サンプリングした試料のうち粘性土について、一軸圧縮試験を行

い強度を求めた。 

ⅱ) 攪拌グラウト部分

サンプリング

２か所（杭のラップ点）をオールコアボーリングによりグラウト

杭の天端から下端０．５ｍまでをサンプリングした。 

一軸圧縮強度試験

採取したコアサンプルのうち２か所について一軸圧縮試験を行

い強度を求めた。 
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3) 測定結果のまとめ 

         効果測定結果は、事前調査結果と対比できるよう、効果確認報告書にまとめ整理

する。 



Ⅴ 保安施設設置
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１ 保安施設の標準様式 

下水道工事における保安施設は、工事現場の状況によって土木工事共通仕様書広島版等を参考に、その

現場状況に最も合ったものを使用するものとする。

記号名称 下水道工事標準仕様 土木工事標準仕様 備   考

①
工
事
標
識

１． 設置位置は原則として、工事現場から約 50

ｍ、100ｍ先及び工事現場の起点、終点とする。

なお、道路幅、交通量等の状況によっては

100～500ｍ先にも設置する。 

②
道
路
幅
員
減
少
標
識

１．設置位置は原則として、工事現場から約 50

ｍ、100ｍ先及び工事現場の起点、終点とする。

なお、道路幅、交通量等の状況によっては

100～500ｍ先にも設置する。 

③
片
側
交
互
通
行
標
識

１．設置位置は原則として、工事現場から約 50

ｍ、100ｍ先及び工事現場の起点、終点とする。

なお、道路幅、交通量等の状況によっては

100～500ｍ先にも設置する。

④
方
向
指
示
標
識

１．方向指示が必要な箇所に 1枚以上設置する。

⑤
徐
行
標
識

１．設置位置は原則として工事現場から約50ｍ

先及び工事現場の起点、終点付近とする。
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記号名称 下水道工事標準仕様 土木工事標準仕様 備   考

⑥
下
水
道
工
事
標
識

１．設置位置は工事現場の起点、終点とする。 

２．夜間緊急連絡先を 2名以上記入する。 

３．工事期間は、交通上支障を与える実際の機

関とし、工期が変更になった場合は速やかに

書き換える。なお、末尾に（予定）を記入す

る。

⑦
下
水
道
工
事
お
願
い
標
示
板

１．設置位置は原則として工事現場から約50ｍ

先とする。 

２．土木専門用語は、出来るだけ使用せず、道

路利用者や沿道住民が十分理解出来る用語を

使用する。 

⑧
１．工事現場の囲いの部分に高さ約1.0ｍ～1.5

ｍ程度、視認距離夜間 150ｍ以上、間隔 2ｍ以

内で設置する。 

２．夜間道路が暗く、車両や歩行者等の通行に

危険や支障をきたすおそれがある現場では、

状況に応じて 200 ワット以上の照明灯を設置

する。

保

安

灯

⑨
１．間隔は 3.0ｍ以内で設置する。

歩

道

柵

道 路 改 良 工 事 
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記号名称 下水道工事標準仕様 土木工事標準仕様 備   考

⑩

回

転

灯

１．夜間施工又は夜間に交通解放できない場合

その両端に視認距離夜間 200ｍ以上（40 ワッ

ト以上）のものを設置する。 

ただし、近隣に迷惑になる場合は、必要な

対策を講じる。

⑪

誘

導

標

示

板

１．夜間施工又は夜間に交通解放できない場合

その両端に視認距離夜間 200ｍ以上（40 ワッ

ト以上）のものを設置する。 

ただし、近隣に迷惑になる場合は、必要な

対策を講じる。 

２．下水道工事中の標示板とともに設置する。

⑫

ま
わ
り
道
案
内
標
示
板

１．設置位置は、迂回が必要となる交差点とす

る。

２．現在位置、方位を明示する。

３．公共的な施設などわかりやすい目標物を記

入する。

４．下水道工事の施工箇所を明示する。

５．下水道工事中の標示板と共に設置する。

６．案内図は見る方向にあわせて書く。

⑬

お
知
ら
せ
標
示
板

１．設置位置は、工事現場から約 100ｍの範囲

内とする。 

２．施工箇所、施工期間、作業時間等を記入す

る。 

３．昼夜間の連絡員及び電話連絡先を記入す

る。 

４．土木専門用語は、出来るだけ使用せず、道

路利用者や沿道住民が、十分理解出来る用語

を使用する。
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記号名称 下水道工事標準仕様 土木工事標準仕様 備   考

⑭
１．工事現場を取り囲んで設置する。

２．一般市民が誤って立ち入らないようロープ

などで連結する。

３．長期間設置する場合は鉄パイプで強固に連

結する。
（
バ
リ
ケ
ー
ド
）

保

安

柵

⑮
１．工事現場を取り囲んで設置する。

２．一般市民が誤って立ち入らないよう鉄線で

連結する。

３．車両や歩行者の見通しを妨げないように設

置する。
（
ネ
ッ
ト
フ
ェ
ン
ス
）

保

安

柵

⑯

信

号

機

１．片側交互通行が長区間にわたる場合で、交

通誘導員では対応が困難な場合に設置する。

なお、設置については所轄警察署と地元住

民（町内会等）と協議を行う。

２．信号機の切替時間を明記する。

⑰
１．車両量誘導線、歩道境界線が必要な場合に

設置する。間隔は、２ｍ以内とする。

２．夜間または昼夜間にわたって設置するもの

は全面反射式とする。

セ
ー
フ
テ
ー
コ
ン
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記号名称 下水道工事標準仕様 土木工事標準仕様 備   考

⑱
１．歩行者、通行車両、工事用車両等の誘導が

必要な箇所に配置する。

交
通
誘
導
員

⑲

１．工事の施設や安全欄等によって死角が出来

人や車の飛び出しが危険となった場合に設置

する。

カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー

○20
１．工事現場の起点終点付近に設置する。

２．車両通行止の場合は、⑬お知らせ標示板と

共に設置する。
歩
行
者
通
行
可
能

車
両
進
入
禁
止

標
示
板

○21
１．歩行者横断通路の前後に設置する。

歩
行
者
横
断
通
路
標
示
板
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記号名称 下水道工事標準仕様 土木工事標準仕様 記号名称

○22
１．段差、凹凸の標識は、その場所から 30ｍ～

50ｍ前方に設置する。 

２．「飛出し注意」は、工事により片側交互通行

となっている箇所の交差点の手前に２～３か

所以上設置する。   

警

戒

標

識

○23
１． 一方通行規制解除区間の起点と終点に事前

（７～10日）に通行車輌にわかりやすく設置

する。 

２． 一方通行規制を解除した時点に撤去する。予

告

看

板

○24
１． 一方通行規制が復元する区間の起点と終点

に事前（７～10 日）に通行車両にわかりやす

く設置する。

２． 一方通行規制を復元した時点に撤去する。予

告

看

板

○25

１． 設置の時期は、一方通行規制解除を開始し

た時点から、一方通行規制復元をするまでの

期間。

２． 両方向からの車輌に分かるように両面書き

もしくは、２枚合せで設置する。

標

示

看

板
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記号名称 下水道工事標準仕様 土木工事標準仕様 記号名称

○26

１． 一方規制解除の期間中、車両を安全に誘導

する為に、必要に応じて設置する。これは、

一方通行規制を解除すると、一方通行とは逆

方向にも車が通るようになるが、その方向に

は道路指定標識等が設置されていないため、

曲がってはならない方向に曲がったり、直進

できないのに直進してしまうことがあるの

で、これを防止するために設置するものであ

る。

２． 一方通行を解除した時点から復元する時点

まで設置する。

３． 一方通行を復元後は、必ず既設の標識類を

原形復旧する。

仮

設

交

通

標

識

○27

仮
設
交
通
標
示
（
停
止
線
）

○28 １． 一方通行規制解除の期間中、不用となる指

定方向矢印を消す。

２． 一方通行を復元後は、必ず原形復旧する。

道
路
標
示
（
指
定
方
向
）



Ⅴ－８

２ 保安施設設置の留意点 

(1) 標識、標示板 

① 歩行者及び車両に対して、よく見える位置に設置する。 

② 設置した標識類によって、見通しや通行に支障とならないよう設置する。 

③ 転倒したり吹き飛んだりしないように、土のう、鉄パイプ、ジャバラリング等の重しやガー

ドレール等への緊結によって固定する。 

④ 現場周辺の道路及び工事現場の状況によって、適宜標識類の増減を行う。 

⑤ 工事現場の状況に即応して、標識類の設置・撤去を行う。 

特に夜間は、車両の通行が可能になるにも関わらず、「車両通行止め」の標示を出しっぱな

しにしている現場が見受けられるが、この場合標識を一時撤去するか、袋をかぶせる等の措置

を講ずること。

⑥ 設置した標識類については、常に点検を行い、修繕、塗装、清掃等の維持管理を行うこと。 

(2) 交通誘導員の配置 

① 工事現場への工事車両出入口に配置する。ただし、工事車両の誘導員は、原則として別途配

置するものとする。 

② 通行帯が掘削機などの旋回範囲にかかる場合は、原則としてその前後に配置する。なお、掘

削機等の誘導員は、別途配置するものとする。 

③ 工事車両が工事現場への出入をバックで行わざるを得ない場合は、バックする車両の後尾に

配置する。 

④ 歩行者通路の両サイドに配置する。 

⑤ 占用部分の片側又は両サイドに配置する。 

1) 片側交互通行 ･･････ 両 側 

2) 一方通行 ･･････････ 片 側 

3) 全面交通止 ････････ 両 側 

4) 一部占用 ･･････････ 現場状況により、片側又は両側 

⑥ 全面通行止めの場合、あるいは大型車両のみ通行止めの場合は、現場に通じる各交差点に配

置する。 

⑦ その他現場の状況に応じて配置する。 

    なお、上記の配置区分で同一位置にダブって配置されるものについては、現場の状況を十分配慮

の上、安全上支障のない範囲で減ずることができるものとする。
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(3) 保安柵 

① 設置における留意点 

1) ネットフェンス及びバリケードは、原則として連続して設置するものとし、セーフ

ティーコーン間隔は２ｍ以内とする。 

2) ネットフェンスは鉄線で、バリケードはロープまたは鉄パイプで、セーフティーコ

ーンはコーンバーで連結する。 

3) 転倒したり吹き飛ばされないように、土のう、鉄パイプ、ジャバラリング等で対策

を講じる。 

② 現場の囲い 

1) 昼間･･････ネットフェンス（h=1.8ｍ）を連結して設置するものとする。 

ただし、

ｱ) 工事車両の出入、掘削機械などの旋回等により、ネットフェンス（h=1.8ｍ）が設

置出来ない場合は、ネットフェンス（h=1.2ｍ以上）、バリケードまたはセーフティー

コーンとする。 

ｲ) 試験掘り等の一時的で簡易的な工事の場合は、ネットフェンス（h=1.2ｍ以上）、バ

リケードまたはセーフティーコーンとしてもよい。 

ｳ) 現場内に、万一第三者が立ち入っても危険がない場合は、ネットフェンス（h=1.2m

以上）またはバリケードを連結して設置してもよい。 

2) 夜間･･････ネットフェンス（h=1.8ｍ）を連結して完全に取囲むものとする。 

        ただし、

ｱ) 現場内に、もし第三者が立入っても危険がない場合は、ネットフェンス（h=1.2ｍ

以上）またはバリケードを連結して設置しても良い。 

③ 歩車道の区分 

1) 仮設歩道が狭い場合 

セーフティーコーンを２ｍ間隔以内で設置し、コーンバー等で連結する。

2) 仮設歩道が広い場合 

バリケードまたはセーフティーコーンを設置し、コーンバーあるいは鉄パイプで連

結する。

3) 長期間設置する場合 

鉄パイプで連結したバリケード、またはガードレールを設置する。

(4) 夜間の保安灯及び照明 

① 工事現場の囲い（ネットフェンス（h=1.8ｍ）、バリケード）には、必ずスズラン灯または

チューブ灯で囲む。 

② 工事が短期間の場合は、設置式の保安灯でもよい。ただし、電池をよく抜き取られるので注

意する。 

③ 歩行者通路が暗い場合は、投光器で照らす。ただし、投光器の光が住民に、迷惑をかけない

ように配慮する。 
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(5) その他 

① 工事が長期（一ヶ月以上）となった場合は現場状況により、センターライン、車両誘導線、

横断歩道等を移動して新たに設置する。ただし、警察、公安委員会、地元と協議する。 

② 仮設標識（進路指定標識、飛出し注意、カーブミラー等）を、現場状況にあわせ設置する。 

③ 全面通行止の場合は７日～10日前に、工事現場の各交差点に予告標識を出し、付近住民ま

たは車両にＰＲをする。 

④ 歩行者通路及び二輪車通路は出来る限り確保し、「歩行者通路」、「二輪車通行可」の標識

は必ず設置する。 

⑤ 歩行者通路は、工事現場及び車道と区分して設ける。幅員は 0.75ｍ以上とし、歩行者の多

い所で、幅員が確保できる場合は 1.5ｍ以上として、歩行者に危険のないよう路面の凸凹をな

くする。 

⑥ 歩行者用通路は重機旋回範囲内に設置しない。 
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３ 保安施設の設置例 

   保安施設の設置は、工事の道路占用状態、車両の通行状態、工事現場やその周辺地域の状況等によ

って現場ごとに異なってくるが、ここでは車両の通行状態及び工事の道路占用状態等による一般的な

設置例を示すものとする。

保安施設の設置例（一覧表）

占用形態 設  置  例 昼夜間 図番 

(1) 片側交互通行 

① 標準的な設置例 昼間・夜間 図－１ 

② 開削工における設置例 昼間 図－２ 

③ 立坑工における設置例 昼間 図－３ 

(2) 一方通行 ① 開削工における設置例 

1) 開口部が短い場合 昼間 図－４ 

2) 開口部が長い場合 昼間 図－５ 

(3) 一部占用 

① 立坑工における設置例 

1) 

２車線の路面中央部

を占用して両側通行

させる場合 

昼間・夜間 図－６ 

2) 

３車線の路面中央部

を占用して両側通行

させる場合 

昼間 図－７ 

② 試験掘における設置例 

1) 交 差 点 の 場 合 昼間 図－８ 

2) 道路横断をする場合 昼間 図－９ 

③ 

下水管の維持管理及び測

量・調査等により、既設

マンホールを開口して作

業する場合の設置例 

1) 道路中央部の場合 昼間 図－10 

2) 路 端 の 場 合 昼間 図－11 

(4) 全面通行止 

① 標準的な設置例 昼間・夜間 図－12 

② 立坑工における設置例 昼間 図－13 
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(1) 片側交互通行 

① 標準的な設置例 

（図－１）
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② 開削工における設置例（昼間） 

（図－２）
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③ 立坑工における設置例（昼間） 

（図－３）
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(2) 一方通行 

① 開削工における設置例（昼間） 

1) 開口部が短い場合 （図－４）
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2) 開口部が長い場合 

（図－５）
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(3) 一部占用

① 立坑工における設置例 

1) 2 車線の路面中央部を占用して両側通行させる場合（昼間及び夜間） 

（図－６）
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3 車線の路面中央部を占用して両側通行させる場合（昼間）

（図－７）
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② 試験掘における設置例(昼間) 

1) 交差点の場合 

（図－８）
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2) 道路横断をする場合（昼間） 
（図－９）
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③ 下水管の維持管理及び測量・調査等により、既設マンホールを開口して作業する場合の設置例

1) 道路中央部の場合（昼間） 

（図－10） 
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2) 路端の場合（昼間） 

（図－11） 
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(4) 全面通行止 

① 標準的な設置例（昼間及び夜間） 

（図－12） 
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② 立坑工における設置例（昼間） 

（図－13） 
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４ 一方通行規制解除   

  下水道工事に起因して車両通行止め規制が行われる場合には、地元住民等の進入路を確保する必要が

ある。このため、一方通行となっている道路の規制を解除することも出てくる。

この場合には、保安施設責任者は、綿密な調査・計画を立てた上で、一方通行規制の解除を実施しな

ければならない。

(1) 一方通行規制解除の計画 

① 一方通行規制解除の作成の手順 

保安施設責任者及び補助員の選定

交通規制関係資料の調査

現地踏査

一方通行規制解除計画の提出（監督職員へ）

交通規制標識・標示図の作成

一方通行規制解除区間の検討

監督職員と協議

所轄警察署と協議

一方通行規制解除計画の作成
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一方通行規制解除の実施

② 一方通行規制解除の実施の手順 

一方通行規制解除計画作成

一方通行規制解除の申請

一方通行規制解除の許可

標識のカバー及び仮設標識・標示の設置

監督職員へ連絡

工事施工打合せ

近隣へ PR及び予告看板の設置 

工 事 着 手

近隣へ PR及び予告看板の設置

所轄警察署へ連絡

施 工 完 了

標識のカバー撤去及び仮設交通標識・標示の撤去

監督職員へ連絡

維持管理

工 事 完 成
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(2) 一方通行規制解除計画の作成要領 

一方通行規制解除計画の作成は、次の手順と作業要領により行うものとする。

手   順 作   業   要   領 備 考

① 保安施設責任者

及び補助員の選定

② 交通規制関係資

料の調査

③ 現地踏査

④ 交通規制標識・

標示図の作成標識

・標示図の作成

⑤ 一方通行規制解

除区間の作成

⑥ 監督職員と協議

⑦ 所轄警察署と協

議

⑧ 一方通行規制解

除計画の作成

⑨ 一方通行規制解

除計画の提出

現場に常注できる受注者の社員の中から選定する。

保安施設責任者は、一方通行規制解除の計画・実施及び本

工事の保安施設に関する関連業務を、責任を持って行わなけ

ればならない。また、補助員は責任者を補佐する。

広島県公安委員会・所轄警察署が所有する交通規制図を収

集する。

ⅰ）収集した交通規制図及び工事設計図をもとに行う。

ⅱ）範囲は、原則として工事区域から２交差点先までとする。

交通規制標識及び標示（停止線等）を図示する。

ⅰ）保安施設責任者は、工事現場付近の交通形態等を考慮し

て行う。

ⅱ）規制解除の範囲は、最小限にする。

監督職員と保安施設責任者で協議を行う。

所轄警察署（交通規制課）・監督職員・保安施設責任者で行

う。

協議事項

○イ一方通行規制解除区間と期間

○ロ解除期間中の仮設標識・標示の設置位置

○ハ交通標識に付けるカバーの枚数

下記の様式に従って、一方通行規制解除計画を作成する。

ⅰ）表紙（A4 版）

ⅱ）位置図

ⅲ）一方通行規制解除図

ⅳ）工程表

一方通行規制解除計画を監督職員に３部提出する。

内訳 ― 所轄警察署提出用･･･２部（１部は公安委員会）

     市監督員控用･･････１部

作成図－１

参照

作成図－２

参照
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(3) 一方通行規制解除の実施要領 

一方通行規制解除の実施は、次の手順と作業要領により行うものとする。

手   順 作   業   要   領 注 意 事 項

① 近隣へＰＲ及び 

予告看板の設置

② 標識にカバー設

置及び仮設標識・

標示の設置

③ 現地踏査

④ 標識のカバー撤

去及び仮設交通標

識・標示の撤去

ⅰ） 事前に工事区域とその周辺へ口頭または、チラシ

でＰＲする。

ⅱ） 事前（７～10 日）に予告看板を設置し通行車両に

ＰＲする。

ⅰ） 一方通行規制解除に必要な交通標識に、広島県公

安委員会指定のカバーを解除区間全体へ同時に設置

する。

注）許可を受けた区域以外では、絶対に使用して

はならない。

ⅱ） 一方通行規制解除をすることにより、規制解除期

間中必要となる仮設交通標識の設置及び交通標示の

記入を同時に行う。（作成図－２ 参照）

なお、仮設交通標識については、「１ 保安施設の標

準様式 ○26  」を参照。

注）カバー及び仮設の交通標識の購入は、所轄警察

署と協議を行う。

ⅰ） 事前に工事区域とその周辺に口頭または、チラシ

で一方通行規制が復元することをＰＲする。

ⅱ） 事前（７～10 日）に一方通行が復元の予告看板を

設置し通行車両にＰＲする。

ⅰ）一方通行規制解除時に設置したカバーを設置同様、

同時に撤去を行う。

ⅱ） 一方通行規制解除を行うことにより、規制解除期

間中に設置した仮設交通標識・標示類を原形復旧す

る。

注）カバー及び仮設の交通標識は厳重に保管する

か、廃棄処分とし、許可を受けた区域以外では

絶対に使用してはならない。

予告看板は、わかり

やすい位置に設置す

る。

解除区間の内外は、

カバーを設置しなけ

ればならない。

仮設の交通標示（停

止線等）は、短期間の

場合ペンキなどで記

入してもよい。

維持管理は、保安施

設責任者を持って行

う。

予告看板は、わかり

やすい位置に設置す

る。

解除区間の内外は

特にもれのないよう

に、カバーを撤去しな

ければならない。
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１ 調査範囲 

(1) 工事の規模、施行方法、工事箇所の地盤、地形等から建物等が影響を受けると予測される範囲（原

則として施工箇所の沿道家屋等） 

(2) その他本市の監督職員が必要と認める範囲 

２ 調査項目 

建物等の調査は、次の調査項目ごとに当該調査項目の状態を調査するものとする。

調査項目 調査項目の状態

建

物

外

部

基 礎 亀裂・浮き・破損（剥離）・傾斜・沈下 柱脚、土台の収まり

外 壁 仕上・亀裂・浮き・破損（剥離）・しみ 傾斜の度合い

屋 根 屋根葺材の種類および破損・ズレの状況 雨漏りの有無

土間・犬走

り

仕上・亀裂・浮き（仕上げ材）・破損（剥離） 基礎と犬走りの離れ及び高低

建

物

内

部

柱 敷居及び鴨居との隙間・傾斜（２方向測定） 割れ

内 壁 仕上・亀裂・破損・浮き・しみ・ちり切れ

天 井 仕上・亀裂・破損・しみ・たわみ

床 仕上・亀裂・割れ・破損・傾斜 ゆるみ（床のがたつき）

建 具 柱（垂直材）との隙間 開閉具合

台 所 壁、天井の亀裂・破損・タイル目地切れ・浮き 流し・給排水管等の状態

浴 室 壁、天井の亀裂・破損・タイル目地切れ・浮き 浴槽・給排水管等の状態

便 所 壁、天井の亀裂・破損・タイル目地切れ・浮き 便槽・浄化槽等の状態

工

作

物

門 仕上・亀裂・破損（剥離）・傾斜 門扉の開閉具合

塀・石積・

土留擁壁

仕上・亀裂・目地切れ・傾斜 天端の高低・揺れ・はらみ状

態

池 仕上・亀裂・目地切れ・水位（水漏れ） 使用水（井水か上水か）

排水溝・側

溝・枡

亀裂・折れ・曲がり Ｇ.Ｌとの高低

そ の 他

以上は、あくまで基本的な事項であり、状況に応じてより詳細な調査を行うこと。
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３ 調査方法 

(1)  受注者は、建物等の調査を建築士又は土地家屋調査士（以下「調査員」という。）に実施させる 

こと。なお、事前に調査員の氏名、資格等を書面により本市に提出すること。 

(2) 受注者は「家屋等の調査のお知らせ」（下水道工事様式集 参照）、「建物等の事前調査承諾書」

（下水道工事様式集 参照）を事前に住民に配布し、「建物等の事前調査承諾書」については、後

に報告書に添付すること。 

(3)  事前調査は目視、目測等により行うものとし、写真撮影、スケッチ等により現況を記録するもの

とする。ただし、建具の開閉具合、ちり切れ等の状態から、建物等が著しく沈下、傾斜をしている

と判断される場合には、傾斜測定及び水準測定を実施する。なお、状況に応じてより詳細な調査を

行うこと。 

(4)  写真は、必ず撮影対象物に定規等を当て、必要事項を記入した黒板を入れて撮影すること。なお、

写真はカラーとし、大きさはサービス判を標準とすること。 

(5)  傾斜測定は、傾斜定規等を用いて傾斜の程度を測定すること。 

(6)  水準測定は、仮ベンチマーク（不動点）を設定し、建物等をレベル、水盛管等を用い測定するこ

と。なお、建物等の測定は、基礎部最低４か所、工作物は折点とする。ただし、周辺地盤について

は、監督職員と協議すること。 

４ 報告書の作成、提出 

受注者は、下水道工事様式集に従って報告書を作成し、提出すること。

(1) 建物等の調査報告書 

① 建物等事前調査報告書 

・建物等事前調査一覧表

・建物等事前調査位置図

・建物等事前調査図

・建物等損傷調査書

・写真帳
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建物等事前調査一覧表

調 査

番 号
物 件 所 在 地 所 有 者 氏 名 使 用 者 氏 名 調 査 年 月 日 摘 要

１
○ ○ 市 ○ ○ 区

○ ○ 町 6 - 3 4
○○ ○○○ ○○ ○○○ 平成○年○月○日

請－５

記 載 例
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請－６



建物等（事前・事後）調査図 1/4 

調査番号 建物等所在地 ○○市○○区○○町6-34 構 造 用 途 木造2階（日本瓦葺）専用住宅 事前調査 平成○年○月○日 事前調査 平成○年○月○日

１

建物等所有者 ○○ ○○○ TEL 建築年数（増改築年数） 15年（    ） 
調査員氏名 調査員氏名

建物等使用者 ○○ ○○○ TEL 立 会 人 ○○ ○○○ ○○ ○○○     印    印

凡例 外壁(門柱・塀)の傾斜方向及び傾斜方向を示す(mm/m) 柱の傾斜方向及び傾斜方向を示す(mm/m) 床の傾斜方向及び傾斜方向を示す(mm/m) 写真撮影方向及び写真番号を示す

請
―
８

［ 記 載 例 ］

Ⅵ
－
５
 



建物等（事前・事後）調査図 2/4 

調査番号 建物等所在地 ○○市○○区○○町6-34 構 造 用 途 木造2階（日本瓦葺）専用住宅 事前調査 平成○年○月○日 事前調査 平成○年○月○日

１

建物等所有者 ○○ ○○○ TEL 建築年数（増改築年数） 15年（    ） 
調査員氏名 調査員氏名

建物等使用者 ○○ ○○○ TEL 立 会 人 ○○ ○○○ ○○ ○○○     印    印

凡例 外壁(門柱・塀)の傾斜方向及び傾斜方向を示す(mm/m) 柱の傾斜方向及び傾斜方向を示す(mm/m) 床の傾斜方向及び傾斜方向を示す(mm/m) 写真撮影方向及び写真番号を示す

請
―
８

［ 記 載 例 ］

Ⅵ
－
６
 



建物等（事前・事後）調査図 3/4 

調査番号 建物等所在地 ○○市○○区○○町6-34 構 造 用 途 木造2階（日本瓦葺）専用住宅 事前調査 平成○年○月○日 事前調査 平成○年○月○日

１

建物等所有者 ○○ ○○○ TEL 建築年数（増改築年数） 15年（    ） 
調査員氏名 調査員氏名

建物等使用者 ○○ ○○○ TEL 立 会 人 ○○ ○○○ ○○ ○○○     印    印

凡例 外壁(門柱・塀)の傾斜方向及び傾斜方向を示す(mm/m) 柱の傾斜方向及び傾斜方向を示す(mm/m) 床の傾斜方向及び傾斜方向を示す(mm/m) 写真撮影方向及び写真番号を示す

請
―
８

［ 記 載 例 ］

Ⅵ
－
７
 



建物等（事前・事後）調査図 4/4 

調査番号 建物等所在地 ○○市○○区○○町6-34 構 造 用 途 木造2階（日本瓦葺）専用住宅 事前調査 平成○年○月○日 事前調査 平成○年○月○日

１

建物等所有者 ○○ ○○○ TEL 建築年数（増改築年数） 15年（    ） 
調査員氏名 調査員氏名

建物等使用者 ○○ ○○○ TEL 立 会 人 ○○ ○○○ ○○ ○○○     印    印

凡例 外壁(門柱・塀)の傾斜方向及び傾斜方向を示す(mm/m) 柱の傾斜方向及び傾斜方向を示す(mm/m) 床の傾斜方向及び傾斜方向を示す(mm/m) 写真撮影方向及び写真番号を示す

請
―
８

［ 記 載 例 ］

Ⅵ
－
８
 



建 物 等 損 傷 調 査 図

調査番号 建物等所在地 ○○市○○区○○町6-34 構 造 用 途 木造2階（日本瓦葺）専用住宅 事前調査 平成○年○月○日 事前調査 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日

１
建物等所有者 ○○ ○○○ TEL 建築年数（増改築年数） 15年（     ） 調査員氏名 調査員氏名

建物等使用者 ○○ ○○○ TEL 立 会 人 ○○ ○○○ ○○ ○○○     印 印

名 称

（室 名） 各部仕上げ材
事    前    調    査 事   後   調   査

写真番号 損傷種類 損傷の状況 備考 写真番号 損傷種類 損傷の状況 備考

外 部 外壁ﾓﾙﾀﾙ塗りｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付 ① 外 壁 亀 裂 立面図に記入 ※南面・西面は

〃 〃 ② 〃 〃 損傷無し

〃 化 粧 ブ ロ ッ ク 積 ③ ブロック積目地切れ L=80cm W=2mm 

〃 〃 ④ 門 柱 傾 斜 西=5mm/m 

〃 〃 ⑤ ブロック積目地切れ L=50  W=3 

〃 〃 ⑥ ブロック塀傾斜 L=70  W=2 

〃 〃 ⑦ 〃 西=2mm/m 

〃 外壁ﾓﾙﾀﾙ塗りｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付 ⑧ 外 壁 傾 斜 北=3  西=1 

〃 〃 ⑨ 〃 北=2  西=2 

〃 〃 ⑩ 〃 北=3  西=2 

〃 〃 ⑪ 〃 北=3  西=2 

１階和室 柱 ⑫ 柱 傾 斜 北=3  西=4 

〃 〃 ⑬ 〃 東=3  南=2 

〃 内壁じゅらく塗り ⑭ 内 壁 亀 裂 L=90  W=2 

〃 建 具 ⑮ 建 付 不 良     W=6 

〃 広縁 内壁じゅらく塗り ⑯ 内 壁 チ リ 切 れ L=120  W=3 

〃 浴室 タイル張り（108 角） ⑰ タ イ ル 剥 離 S=0.2m2

〃 Ｄ．Ｋ 建 具 ⑱ 建 付 不 良     W=5 

２階和室(1) 柱 ⑲ 柱 傾 斜 東=3  西=0 

〃 内壁じゅらく塗り ⑳ 内 壁 剥 離 S=0.3 

〔注意〕

  この調査は補償の内容に関する重要な資料であるので取扱いについては注意すること。

請
―
９

［ 記 載 例 ］

Ⅵ
－
９
 



建 物 等 損 傷 調 査 図

調査番号 建物等所在地 ○○市○○区○○町6-34 構 造 用 途 木造2階（日本瓦葺）専用住宅 事前調査 平成○年○月○日 事前調査 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日

１
建物等所有者 ○○ ○○○ TEL 建築年数（増改築年数） 15年（     ） 調査員氏名 調査員氏名

建物等使用者 ○○ ○○○ TEL 立 会 人 ○○ ○○○ ○○ ○○○     印 印

名 称

（室 名） 各部仕上げ材
事    前    調    査 事   後   調   査

写真番号 損傷種類 損傷の状況 備考 写真番号 損傷種類 損傷の状況 備考

２階 和室(1) 柱 ○21 柱 傾 斜 西=1 

〃 〃 〃 ○22 〃 北=3  西=1 

〃 和室(2) 内壁じゅらく塗り ○23 内 壁 チ リ 切 れ L=60  W=1.5 

〃 〃 柱 ○24 柱 傾 斜 南=2  西=1 

〃 〃 内壁じゅらく塗り ○25 内 壁 亀 裂 L=75  W=2 

〔注意〕

  この調査は補償の内容に関する重要な資料であるので取扱いについては注意すること。

請
―
９

［ 記 載 例 ］

Ⅵ
－
10 
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写真帳（調査番号      ）宅

写 真  No.

①

（ 写   真 ）

写 真  No. 

②

請－10

［ 記 載 例 ］
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１ 事故防止対策 

(1) 安全対策 

① 仮舗装の管理 

受注者は、工事に伴い舗装をはぎ取った部分については、仕様書等に従い仮舗装を行うこと。

なお、仮舗装の施工は、毎日作業終了時に実施すること。また、仮舗装を施工した部分につい

て、本舗装が完了するまでの間は、交通に支障が生じないよう、随時点検し適正に管理すること。

② 管きょ内での作業 

受注者は、「酸素欠乏症等防止規則」等の関係法令に従い、作業開始前と作業中は、酸素欠乏危

険作業主任者を常駐させ、酸素欠乏空気、有毒ガス等の有無について常時計測を行うこと。

また、雨水が流入する下水道管きょ及びマンホール内に作業員が立ち入る必要がある場合には、

「局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等における安全管理特記仕様書」及び「局地的な大雨

に対する下水道管渠内工事等安全対策の手引き（案）平成２０年１０月」に従い、必要な対策を

行わなければならない。
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安 全 協 議 会

広島市下水道局 本 社

管 路 課 現 場 代 理 人 安全担当
通報連絡責任者

地下埋設物 ○区役所

○区役所管理課 地下埋設物責任者 管 理 者 管 理 課

関 係 官 公 庁 地 下 埋 設 物 補 助 員 関係官公署庁

消 防 局 管 理 者 消 防 局

警 察 署 警 察 署

協 力 業 者

(2) 地下埋設物事故防止対策 

地下埋設物事故対策にあたっては、事前に事故防止体制を確立し、関係者と日頃から緊密な連

絡が取れるようにしておかなければならない。

地下埋設物事故防止体制（参考） 

下  請  業  者 緊 急 資 材 連 絡 業 者 

会 社 名 工  種 担当者 ＴＥＬ 水中ポンプ 
会社名 

ＴＥＬ

クレーン類 

土のう雑資材 

水道関係 

ガス関係 

電気関係 

(3) 緊急連絡表の作成 

緊急時においても連絡が取れるよう、連絡表を作成しておく。（下水道工事様式集 参照） 

○区役所維持管理課

○区役所

維持管理課
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(4)  緊急時の資機材等の確保 

事故発生時に備えて、下記の資材を確保しておくこと. 

① 土のう 

② クッション砂 

③ 掘削機械 

④ 山留材（軽量鋼矢板、木矢板） 

⑤ 水替ポンプ 

⑥ 誘導員 

⑦ バリケード 

⑧ 夜間照明燈 

⑨ その他、必要と思われるもの 

(5) 事故発生時の措置 

① 通報連絡 

受注者は、工事の施工に関し建設業法を遵守することはもとより、建設労働者の雇用の改

善等に関する法律及び労働安全衛生法の遵守等を心掛ける必要がある。 

こうした中で、工事の施工に伴い不慮の事故が発生した場合には、どんな微細な事故であ

っても事故発生後直ちに、監督職員に報告しなければならない。 

また、主管課においては、万一事故が発生した場合には、別紙「災害、事故等が発生した

場合における初動の基本的処理要領」（参考）に従い、速やかに市長等への報告を行うなどの

適切な処理を行わなければならない。 

1) 地下埋設物管理者に事故状況を正確に通報する。 

（例）ガス事故の場合 

ｱ) ガス漏れなどの発生日時及び場所

ｲ) ガス漏れなどの程度

ｳ) 発火の有無

ｴ) 爆発の危険性の有無

ｵ) 現場付近の状況

2) 二次災害が懸念される場合は、消防、警察に通報する。 

3) 通報連絡責任者を定め、緊急連絡表に基づいて関係者に速やかに通報する。 

② 応急措置 

1) 一時的な交通止め及び誘導 

2) 退避の呼びかけ 

3) 火気使用禁止の呼びかけ 

4) 現場関係者への周知 

5) 応急措置報告書を直ちに市監督員に提出する。 
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③ 事故対策 

1) 現場代理人、又は地下埋設物責任者は現場に到着した管理者に現況報告を行う。 

2) 対策については、地下埋設物管理者の指示に従う。 

3) 第三者の誘導及びバリケードの設置等を行う。 

④ 復 旧 

1) 監督職員及び地下埋設物管理者と協議の上、速やかに復旧を行うこと。 

⑤ 事故報告書 

1) 内容と様式 

受注者は原因を調査の上、事故発生報告書を作成し、直ちに監督職員に提出する。 

（下水道工事様式集 参照） 

2) 提出部数 

必要部数 
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２  地下埋設物の調査 

地下埋設物事故防止対策において、最も重要なことの一つは、試掘によって地下埋設物を直接確認す

ることである。このためには、地下埋設物に関する指示や確認を一本化するために地下埋設物責任者を

選定し、綿密な試掘計画を作成した上で試掘を実施しなければならない。 

(1) 試掘計画 

① 試掘計画の作成の手順 

地 下 埋 設 物 責 任 者 の 選 定

地 下 埋 設 物 関 係 資 料 の 調 査

現 地 踏 査

本工事掘削線の仮マーキング

試 掘 箇 所 の 決 定

試 掘 計 画 の 作 成

試 掘 計 画 図 の 協 議

（ 監 督 職 員 と ）

試 掘 計 画 の 協 議

（監督職員、地下埋設物管理者と）

試 掘 計 画 書 の 作 成

試 掘 計 画 書 の 提 出

（監督職員、地下埋設物管理者へ）
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② 試掘計画作成の要領 

手    順 作  業  要  領 

1) 地下埋設物

責任者及び補

助員の選定 

現場に常駐できる受注者の社員の中から選定する。（下水道工事様式集 参照）

地下埋設物責任者は、試掘計画作成、試掘実施及び本工事の地下埋設物関連

業務等、地下埋設物に関する業務を責任をもって行うものとする。 

補助員は、地下埋設物責任者を補佐する。 

2) 地下埋設物

関係資料の調

査 

地下埋設物管理者が所有する地下埋設物布設図、竣工図及び台帳を収集する。

3) 現場踏査 収集した地下埋設物関係資料及び工事設計図をもとに現場踏査を行う。 

4) 本工事の掘

削線の仮マー

キング 

道路上に本工事の掘削線を白ペンキで仮マーキングする。 

5) 試掘箇所の

決定 

試掘は、原則として下記の箇所で行うものとするが、試掘箇所の決定に当っ

ては現場条件を考慮し、監督職員と協議の上、増減を行う。 

ｱ) 開削工事 

a マンホール築造予定箇所 

b 交差点端部 

（ただし、交差点内の既設マンホールへの接続工事の場合は、現場条件

を考慮して決定する。） 

c 曲管使用箇所 

（曲がりの確認、防護コンクリートの確認） 

d 地下埋設物マンホール付近 

e 水路等の工作物横断部分の前後 

例―１（ガス、水道） 

例―２（ＮＴＴ、中電） 

f 管路部は、地下埋設物に最も近接する箇所及びその位置から原則として

30m ピッチ以内の箇所 
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手    順 作  業  要  領 

 ｲ) トンネル工事（小口径推進、普通推進、シールド等） 

a 立坑部分（２箇所。ただし、交差点内に築造する場合は交差点端部） 

b 曲管使用箇所 

（曲がりの確認、防護コンクリートの確認） 

c 地下埋設物マンホール付近 

d 水路等の工作物横断部分の前後 

e 管路部で薬注を行う場合は、地下埋設物に最も近接する箇所及びその位

置から原則として 15ｍピッチ以内の箇所とし、現場条件によっては 15～

30ｍピッチとする。 

6) 試掘計画図

の作成 

試掘計画図は、設計平面図に試掘予定箇所を記入する。 

7) 試掘計画の

協議 

ｱ) 監督職員と試掘予定箇所について協議を行い、箇所の増減及び掘削位置等

の変更があれば試掘計画図を修正する。 

ｲ) 監督職員及び地下埋設物管理者と修正した試掘位置についての協議を行

い、箇所の増減等があれば再度試掘計画図を修正する。なお、協議は必要に

応じて現地協議も行うものとする。 

8) 試掘計画書

の作成 

ｱ) 試掘計画図の試掘箇所に一連の番号をうつ。 

ｲ) 試掘計画図と対比できる試掘立会チェックリストを作成する。 

ｳ) 試掘実施工程表を作成する。 

ｴ) これらを下記の様式に従って試掘計画書としてまとめる。 

様式 

a 表紙（Ａ－４版） 

○ タイトル（試掘計画書） 

○ 工 事 名 

○ 工  期 

○ 工事場所 

○ 受 注 者 

○ 地下埋設物責任者名 

b 工事位置図(1/2,500 程度) 

c 試掘実施工程表 

d 緊急連絡表 

e 試掘、立会チェックリスト表 

f 試掘計画図 

 注：地下埋設物管理者への提出図には、チェックリストは添付しない。 

9) 試掘計画書

の提出 

試掘計画書は、監督職員及び関係する地下埋設物管理者に各々１部提出する。
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(2) 試掘の実施 

① 試掘実施の手順 

（監督職員，地下埋設物管理者と）

舗 装 復 旧 の 点 検

立 会 依 頼

立 会

報 告 書 の 作 成

報 告 書 の 提 出

試掘結果に基づく協議

　（監督職員と）

試掘結果に基づく協議

道路使用許可書取得の確認

試

掘

の

追

加

埋 設 管 の 確 認

埋 戻 し

舗 装 復 旧

調 査 ， 記 録

路 上 マ ー キ ン グ

復

旧

工

準

備

工

近 隣 へ の Ｐ Ｒ

作 業 体 制 の 確 立

緊 急 連 絡 体 制 の 確 立

試掘計画の作成

掘 削

安 全 施 設 の 設 置

カ ッ タ ー 切 断

地下埋設物責任者及び補助員の選定
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② 試掘実施の要領 

手    順 作  業  要  領 

準

備

工

1) 地下埋設物責任者及

び補助員の選定 

試掘計画作成の要領の 1）による。 

2) 近隣へのＰＲ ｱ) 事前に工事区域へＰＲのチラシを配布する。 

ｲ) 試掘着工の２～３日前までに、口頭で着工についてのＰＲ

をする。 

3) 作業体制の確立 ｱ) 地下埋設物責任者と作業責任者で、施工方法、手順を決め

る。 

ｲ) 各人の分担を決める。 

ｳ) 関係者全員に方法、手順及び注意事項を、毎日作業前に周

知徹底する。 

4) 緊急連絡体制の確立 緊急連絡表を作成する。（下水道工事様式集 参照） 

5) 道路使用許可書の取得 道路使用許可を取得する。 

6) 安全施設の設置 本要領の「Ⅴ 保安施設設置」を参照。 

7) カッター切断 試掘予定箇所のマーキングを確認する。 

掘

削

工

8) 掘削 ｱ) アスファルトを撤去する。 

ｲ) 掘削は手掘りであるが、50cm 以下はスコップで掘削する。

ｳ) 移設が予想される場合は、移設場所も考慮して試掘する。 

ｴ) 掘削深は以下のとおりとする。 

a ＮＴＴ、中電等 

下端まで掘削し、条数を確認 

b 水道 

管の半分以上の露出 

c ガス 

管の半分以上の露出 

d 防護構造物は全容を確認できる所まで 

ｵ) 道路全幅を掘削する場合は、片側ずつ掘削する。 

確
認
・
調
査
・
記
録

9) 埋設管の確認 ｱ) 監督職員、地下埋設物管理者、地下埋設物責任者の立会の

もとに確認する。 

a 管種、管径、条数、材質、老朽度、活死 

b ガス漏れ、漏水の有無 
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 手    順 作  業  要  領 

確
認
・
調
査
・
記
録

10) 調査記録 ｱ) 管心方向を確認する。 

ｲ) レベル測量、Ｇ.Ｌからの測量及びオフセット測量をする。

ｳ) 横断的には中央分離帯等がある場合を除き、全幅員を記入

し測定する。 

ｴ) 黒板に必要事項を書いて写真を撮る。 

11) 路上マーキング ｱ) 地下埋設管の中心をさげふりにて路上マーキングする。 

ｲ) 地下埋設管の種類によってマーキングの色を変える。 

Ｎ Ｔ Ｔ････  赤   色 

ガ  ス････  緑   色 

水  道････  青   色 

中  電････  橙   色 

既設下水････  茶   色 

そ の 他････  ○   色 

12) 埋戻し ｱ) 推進工法等において、地下埋設物に接近して通過すると思

われる箇所は、地下埋設物管理者と協議を行い、必要な措置

を行った上で埋戻しを行う。 

ｲ) 地下埋設物に接近して薬注、ボーリング等を行う必要のあ

る場合は、ボーリングをする位置にガイド用のパイプ等を設

置しておく。 

ｳ) 原則として掘削土で埋戻すものとするが、土砂が埋戻しに

適さない場合は良質土で埋戻す。 

ｴ) 転圧は 20cm 毎にランマー等で確実に行う。また、管まわり

は特に慎重に突き固める。 

ｵ) 地下埋設管を全部露出させた場合は、管の下部を特に念入

りに突き固める。 
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手    順 作  業  要  領 

復

旧

工

13) 舗装復旧 ｱ) アスファルト合材で路面を仕上げる。 

ｲ) 以下の場合は路盤工の施工をする。 

a 交通量が多い場合 

b 重車量の通行箇所 

c 試掘から本工事までが長期間の場合 

ｳ) 路上マーキングを再チェックする。 

14) 舗装復旧の点検 ｱ) 試掘箇所の沈下により交通に支障があると思われる場合

は、直ちに補修する。 

③ 試掘調査報告書作成の要領 

1) 報告書の様式 

報告書はＡ４版とし、様式は下水道工事様式集を参照する。 

2) 添付書類 

ｱ) 位置図

縮尺は 1/2,500 程度とし、下水管布設箇所を明示する。 

ｲ) 試掘一般平面図

a) 縮尺は 1/500 以上とし、試掘箇所を平面図に記入し、試掘計画図の測点番

号を付す。 

b) 地下埋設物の正確な位置を記入する。 

c) 地下埋設管の図示は下記の通りとする。 

地下埋設管 凡 例 

Ｎ Ｔ Ｔ Ｎ  Ｎ   

ガ ス ｜  ｜ 

水 道 ‐ ‐

中電ケーブル ＋  ＋

既 設 下 水 管 －－－－－－－→

施 工 下 水 管        →

そ の 他

d) 着色は試掘平面図及び試掘横断図とも、路上マーキングと同様とする。 

○ Ｎ Ｔ Ｔ･･････  赤   色 

○ ガ  ス･･････  緑   色 

○ 水  道･･････  青   色 

○ 中  電･･････  橙   色 

○ 既設下水管････  茶   色 

○ 施工下水管････  黄   色 

○ そ の 他･･････  ○   色 
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e) 地下埋設管のほか、下記の地下埋設物構造物は全て記入する。 

地下埋設構造物 凡 例 

Ｎ Ｔ Ｔ マ ン ホ ー ル

ガ

ス

水 取 器

仕 切 弁

水

道

仕 切 弁

空 気 弁

減 圧 弁

消 火 栓

漏 水 測 定 器

電 柱

中 電 マ ン ホ ー ル

既設下水マンホール

施工下水マンホール 下水道指示による

雨 水 桝 〃

ｳ) 試掘箇所詳細図

a) 縮尺は 1/100 以上とする。 

b) 試掘箇所平面図に記してある測点順に並べる。 

c) 平面図と断面図は、対比できるよう同一紙面に図示する。 

d) 断面図は全道路幅員を記入し、埋設物中心よりの距離とする。 

e) 下水管布設道路線の上流側より、下流側を向いた方向で作図する。 

f) 特殊な場合は監督職員と協議する。 

ｴ) 写真添付

a) 測点を明示する。 

b) 管種、管径、土被り、隣接管との距離等が確認できるよう撮影する。 

3) 試掘調査報告書の提出と協議 

報告書は、監督職員及び関係する地下埋設物管理者に各々１部提出する。 

4) 試掘結果についての協議 

試掘結果についての確認及び試掘箇所の追加等について、職監督員と協議を行っ

た後、さらに監督職員及び地下埋設物管理者と３者で協議する。

G 
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(3) 調査結果に基づく地下埋設物対策 

本工事における地下埋設物対策は、試掘等の調査結果に基づいて、本工事の施工に支障と

なる地下埋設物の移設、あるいは本工事の施工によって悪影響を受ける恐れのある地下埋設

物の防護等を十分に検討し、監督職員及び地下埋設物管理者との協議の上でその対策を講ず

るものとする。 

① 地下埋設物対策の検討 

1) 移設位置の検討 

路上に地下埋設物及び本工事のマーキングを行い、移設が必要かどうかを現場で

検討し、移設が必要と思われれば移設位置図を作成する。 

2) 吊り防護方法の検討 

地下埋設物を掘り方の中で防護する必要がある場合は、吊り防護の方法を検討し、

吊り防護平面図を作成する。 

3) 薬注等による防護方法の検討 

薬注、小口系攪拌グラウト杭及び大口径攪拌グラウト杭等による防護が必要と思

われる場合は、本工事の施工による影響及びその対策の効果等を十分に検討し、検

討書を作成する。 

② 地下埋設物対策の協議 

1) 上記 1）、2）、3）の図面、検討書及び本工事の工程表を作成し、監督職員と協

議を行う。 

2) 1）の協議の後、監督職員及び地下埋設物管理者と協議を行い、対策を決定する。 
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３ 地下埋設物に関する立会 

地下埋設物の試掘調査及び地下埋設物に近接した工事等を行う場合は、地下埋設物占用者間協議

に従い、地下埋設物管理者の立会のもとに施工するものとする。

(1) 地下埋設物管占用者間協議 

(2) 立会依頼及び報告 

① 立会依頼の連絡時期 

1) 立会の 3日前までに地下埋設物管理者に依頼する。 

2) やむを得ない特別な事情がある場合で、日、月曜日に立会が必要な場合は、金

曜日の午前中までとし、他の場合は前日の午前中までとする。 

3) 必要に応じて地下埋設物近接箇所予定表を地下埋設物管理者に提出する。（下

水道工事様式集 参照） 

地下埋設物管理者

監 督 職 員

回 答

受 注 者

地下埋設物管理者

監 督 職 員

協 議

回 答依 頼

報 告
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(3) 立会の時期と確認事項 

立 会 の 時 期 確 認 事 項

① 試掘調査をするとき 1) 管  種

2) 管  径

3) 位置、高さの確認

4) 管の条数（NTT、中電ケーブル）

5) マンホールからの条数（NTT、中電ケーブル）

6) 老朽度

7) ガス漏れ、漏水の有無

② 地下埋設物に近接して（原則として

50cm 以内で）杭、矢板、ボーリングの

打ち抜きをするとき

1) 杭、矢板、ボーリングロッドとの距離

2) 杭打機と埋設物の位置

3) ガス漏れ、漏水の有無

③ 地下埋設物が露出したとき 1) 地下埋設物損傷の有無

2) 地下埋設物防護の状況

3) 地下埋設物と仮設材との接触の有無

4) 吊防護の方法

5) ガス漏れ、漏水の有無

④ 埋戻しを行うとき 1) 沈下量の測定

2) ガス漏れ、漏水の有無

⑤ 舗装工事の着工前、完了後（ガス、水

道）

1) 付属設備の状態

2) ガス漏れ、漏水の有無

⑥ 吊防護が完了したとき 1) 吊金具の位置およびゆるみ

2) 横振れ止めの位置

（振れ止めは吊金具とは別途にする）

3) 管体損傷の有無

4) 吊防護の状態

5) ガス漏れ、漏水の有無

⑦ 仮移設管を布設したとき 1) 位置の確認

2) 高さの確認

⑧ 推進工において近接した（原則として

50cm 以内の）地下埋設物の下を通過する

前 

1) 位置の確認

2) 高さの確認
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(4) 立会チェックリストの作成（下水道工事様式集 参照） 

① 試掘立会チェックリスト （記入例参照） 

1) 試掘計画図と対比できるように作成する。 

2) 試掘調査報告書と共に提出する。 

② 本工事立会チェックリスト （記入例参照） 

1) 地下埋設物の露出及び近接工事の場合 

ｱ) 地下埋設物及び本工事のマーキングを行った後に、監督職員及び地下埋設物管

理者との協議によって、立会箇所を決定する。

ｲ) 立会箇所は、設計図に位置と地下埋設物の略号を記し、立会チェックリストと

対比できるように一連番号をうつ。なお、上記図面の控を監督職員に１部提出

すること。

2) その他の場合 

立会の時期と確認事項（前項）に示すとおり立会依頼をするものとし、その都度、

立会チェックリストに記入する。

3) 立会後速やかに、監督職員に提出する。 



試掘立会チェックリスト   （記入例）

試掘番号 ①      略号 ＷＧＮＥ

 立 会 連 絡 
回 答 事 項 

立     会 
指 示 事 項 

氏 名 日 時 氏 名 日 時 

請  負  者 政 岡 
5/15 

13：00 
 政 岡 

5/18 

14：00～15：30 
手掘で掘るよう指示あり。 

市  監  督  者 米 今  
5/18 

14：00～立会OK 
米 今 

5/18 

14：00～15：30 

地 下 埋 管 理 者 

（○市・受注者からTEL）

Ｗ 

嶋 津 

5/15 

14：00 
〃 嶋 津 

5/18 

14：00～15：30 
施工事の立会要請あり。 

〃 

（○市・受注者 〃  ）

Ｇ 

紙 田 

5/15 

14：20 

都合に依り立会NO 
― ― 

立会出来ないので、注意して試掘して

結果の報告を提出 

〃 

（市・受注者  〃  ）
Ｎ 

徳 山 

5/15 

13：50 

5/18 

14：00～立会OK 
檜 垣 

5/18 

14：00～15：00 
注意して露出するよう指示あり。 

〃 

（○市・受注者 〃  ）

Ｅ 

小 林 

5/15 

14：10 
 小 林 

5/18 

14：00～14：30 

〃 

（市・受注者   〃  ）

〃 

（市・受注者   〃  ）

 注：① 試掘立会チェックリストは試掘の場合のみとし、１箇所に付き１枚とする。

② 地下埋設物の略号   水  道  管･････････Ｗ

             ガ  ス  管･････････Ｇ

             ＮＴＴケーブル･････････Ｎ

                中電ケーブル･････････Ｅ

地下埋設物責任者 現場代理人

政 岡 政 岡

Ⅶ
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本工事立会チェックリスト  （記入例）

              立会ヵ所

      略  号   W－２、Ｇ－２ 

（立会理由）  №15 立坑築造における地下埋設物の露出

 立 会 連 絡 
回 答 事 項 

立     会 
指 示 事 項 

氏 名 日 時 氏 名 日 時 

請 負 者 政 岡   政 岡 
6/24 

14：00～16：30 

市 監 督 者 米 今 
6/22 

 9：30 

6/24 

14：00  立会OK 
米 今 

6/24 

14：00～16：30 
Ｗ、Ｇ、共それぞれ吊防護をする事

地 下 埋 管 理 者 

（○市・受注者からTEL）

Ｗ 

嶋 津 

6/22 

10：00 

6/24 

14：00  立会OK 
入 口 

6/24 

14：30～16：00 
吊防護をし、沈下測定をする事 

〃 

（○市・受注者 〃  ）

Ｇ 

片 岡 

6/22 

10：10 

6/24 

14：00  立会OK 
山 口 

6/24 

14：50～16：30 
吊防護をする事 

〃 

（市・受注者   〃  ）

〃 

（市・受注者   〃  ）

〃 

（市・受注者   〃  ）

〃 

（市・受注者   〃  ）

 注：① 本工事立会チェックリストは、立会必要カ所１カ所に付き１枚とする。

② 地下埋設物の略号   水  道  管･････････Ｗ

             ガ  ス  管･････････Ｇ

             ＮＴＴケーブル･････････Ｎ

                中電ケーブル･････････Ｅ

地下埋設物責任者 現場代理人

政 岡 政 岡

Ⅶ
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４ 安全の点検 

(1) 安全点検パトロール 

地下埋設物の保安を確保するため、毎日安全点検パトロールを行う。

① 安全点検パトロールの実施計画 

パトロールの実施にあたっては、実施計画表を作成し、定期的にパトロールを行う。

パトロール実施計画表（参考）

項  目 実施日・時間 参 加 者 要旨・実施内容

安 全 点 検

パトロール
午 前 中

地下埋設物責任者

補 助 員

設備の点検・不安全行動の

指摘・日誌の記録等

（工事打合せ会にて発表）

自 主 安 全

パトロール

毎月 15 日

午 前 中

現場代理人

地下埋設物責任者

補 助 員

全 職 員

全 作 業 員

現場査察

パトロール等記録

社 内

パトロール
毎 月 １ 回

本   社

現場代理人

地下埋設物責任者

補 助 員

社内責任者による査察

（現場で反省会）

注：降雨の前後等には、その都度パトロールを行う。

② パトロール実施方法 

地下埋設物の保安を確保するため、地下埋設物責任者は地下埋設物布設図に基づいて、

毎日巡回点検を行い、地下埋設物安全点検パトロール日報を作成する。（下水道工事様式

集 参照）
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地下埋設物安全点検パトロール日報（記入例）

平成 14 年 4 月 12 日 天候 晴

No. 点 検 項 目 点 検 事 項 点検結果 備 考

1) 制水弁・消火栓等露出 (ア) 露出の確認 ガス ○

(イ) 弁類の開閉 水道 ○

(ウ) 表示板有無 ＮＴＴ －

その他 －

2) 吊り防護・受け防護 (ア) 支持具の位置およびゆるみの

有無

(イ) 横振れ止め位置

(ウ) つり支持具間の接合部の数

(エ) 管体損傷の有無

(オ) 接合部の抜き出し目印の有無

(カ) 支持具と導管との接触部の導

管の損傷防止措置

(キ) 漏洩、漏水の有無

支持具ゆるみ

の補正

ガスについては、

広島ガスの「他工

事によるガス施設

管理基準」に準ず

る。

3) 施工中・施工後の路面 (ア) 臭い ガス ○

(イ) 漏水 水道 ○

(ウ) 陥没 ＮＴＴ －

(エ) 盛り上り
その他 －

(オ) 亀裂

4) 排水路及び下水管への薬

液・セメントミルク土砂

等の流水防止措置

(ア) 土のう等による土砂の崩れ、

流出防止措置

(イ) 廃液タンクの設置及び廃液の

撤去

(ウ) 土砂沈砂装置の設置及び土砂

の除去

土のうにより土

砂流出防止措置

5) 土留工 (ア) 杭、矢板及び支保工の変形

(イ) 土圧及びたわみの計測
○



Ⅶ－20

(2) 沈下、移動の測定 

① 沈下測定棒の設置並びに測定（水道、ガス） 

1) 目  的 

下水道工事による地盤沈下に伴う、地下埋設物の沈下の影響測定を定期的に行い、

沈下状況を把握するものである。

2) 条  件 

ｱ) 設置時期 

下水道工事（以下「工事」という）の開始前に設置する。 

ｲ) 対象管径 

地下埋設物管理者との協議により必要に応じて取り付ける。 

ｳ) 取付間隔 

原則として、30～50ｍ/ヵ所とし、詳細については地下埋設物管理者との協議

により決定する。 

ｴ) 測定期間 

原則として、工事着工前から工事完了後までとし、地下埋設物管理者との協

議によって決定する。 

ｵ) 測定頻度 

原則として、１回／日とし、地下埋設物管理者との協議によって決定する。 

なお、ＢＭは測定期間中を通じ、沈下及び破損の恐れのない場所に基準ＢＭ

を設ける。 

3) 報  告 

報告については、次の要領で行う。

ｱ) 沈下測定棒設置の施工に際しては、地下埋設物管理者に着工、完了について、

事前・事後報告する。  

ｲ) 工事についても前項と同様とする。

ｳ) 工事着工前の測定結果については、書類を作成し、監督職員並びに地下埋設物

管理者へ提出する。

ｴ) 工事着工後の測定結果については、原則として

a) 異常が認められない場合･････････１回／週 

b) 異常が認められる場合･････････すみやかに書類で報告し、再度協議 

ｵ) 報告書の様式

下水道工事様式集 参照 

4) 装  置 

装置の設置方法は図－１～３のとおりとする。 

② 地盤沈下測定 

NTT、中電ケーブル等のように沈下棒を設置できない場合や沈下棒を設置しない場合は、

地盤の沈下測定を行い監督職員に報告するとともに地下埋設物管理者に報告する。
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図－１



Ⅶ－22

図－２
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図－３
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災害、事故等が発生した場合における初動の基本的処理要領

１ 目 的

   この要領は、災害、事故等が発生し、又はその恐れがある場合においての初動の適切な対応に

ついて、基本的事項を定める。

２ 初動の対応

   災害、事故等が発生した場合、主管課長は、直ちにその情況を把握して局長へ報告し、必要に

応じて応急対策を講じるとともに、状況に応じて市長、副市長及び関係局長並びに議会及びその

他の関係機関へ速やかに報告を行う。

３ 対応フロー

  別紙のとおり

４ 速報の様式

  下水道工事様式集 参照

５ 報告時の留意事項

   主管課長は、緊急の場合は先ず電話で第一報を行い、その後、書面により速やかに報告を行う。

   また、休日・夜間については、携帯電話やファックスなどの通信手段により速やかに行う。

６ 施 行

  この要領は、平成１１年１１月２２日から施行する。

この要領は、平成３０年７月１日から施行する。

（参考）
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災害、事故等が発生した場合における初動の対応フロー （参考）



Ⅷ 竣工図作成 
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１ 竣工図面作成 

   受注者は、監督職員から受け取った道路地形図をもとに竣工図面を作成すること。 

 (１) 道路地形図の作成方法（監督職員対応）

道路地形図は、下水道（管きょ）台帳システム（以下、下水道台帳システムという）を用いて

出図する。 

① 下水道台帳システムに道路地形図が有る場合 

    下水道台帳システムの「任意図面出力」機能を用いて、２ｍ刻みの座標メッシュ線を記入し

た道路地形図を 1/300 の縮尺で出図する。 

    ※図面の出力方法の詳細は、下水道台帳システムの操作ガイドを参照すること。 

② 下水道台帳システムに道路地形図が無い場合 

    里道及び私道等、下水道台帳システムに道路地形図が無い場合は、当該路線に該当する箇所

の座標メッシュ線が入った図面を出図する。その際、当該路線に近接する道路地形も一緒に出

図すること。 

    ※受注者が地形図を描画するにあたり、指標となる多くの近接道路地形を出図することでよ

り正確な描画が可能となる。 

   雨汚水同一施工、あるいは本管・サブ管同一施工等の場合、道路地形図は複写するのではなく、 

  各々の管種用に出図する。（複写すると座標線の精度が落ち、地形線と混同するため。） 

 (２) 竣工図面の作成手順 

  ① 道路地形図（２ｍ刻みのＸＹ座標線が記入してある）に、管渠・人孔・取付管等の布設物件、

方位・住所・家屋名等の地形情報及び人孔番号・取付管番号・人孔オフセット値を記入する。 

道路地形図が、座標メッシュ図のみの場合は、隣接する道路地形を指標にして、地形図も記入

すること。 

  ② 管底高・区間距離等の属性データを“ 竣工情報作成プログラム”を用いて入力し、帳票を出

力する。

③ ①で作成した図面を竣工平面図とし、②で出力した帳票を平面図と対応するよう配置して、竣  

工図を作成する。 

  ④ 図面タイトル・位置図・凡例・断面図等を配置する。 

  ⑤ 完成した竣工図は、Ａ１サイズで監督職員のチェックを受けた後、Ａ３トレーシングペーパー

等に複写し、属性データを保存したＣＤ－Ｒ等と共に提出する。 
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 (３) 図面タイトル等 

① 工事名・工期等 

次の要領で記入する。 

 ←工事番号

 ←工 事 名

  施工場所  ○区○○丁目

  工  期  自 平成○○年○○月○○日        ←契約工期

        至 平成○○年○○月○○日

  施  工  ○×建設㈱

４○○－１Ａ○○

○○地区下水道築造○○－○○号工事

縮尺 1/300,1/100 製図年月 H○．○

係 係長 課長 図

面

番

号

１

－

２

広島市○○区○○課

  ② 位置図 

    施工か所を赤色で着色して○で囲んだものを記入する。（縮尺 1/5000～1/10000 程度） 

  ③ 凡例 

    別表１を準用する。 

  ③ タイトル 

    竣工図と表示し、右横に合流・汚水・雨水の別を記入する。 

  ④ 配置 

工事名等 

施工場所 

工  期 

施  工 

位置図 1/10000 

凡 例 

竣工図（汚水） 

横断図 1/100 平面図 1/300 

（竣工情報作成プログラムによる 

属性データ出力帳票）

※Ａ１サイズ 

←発 注 課 
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(４) 平面図 

竣工情報作成プログラムにより作成した出力帳票に表示されている属性データについては、平

面図への記入は不要とする。 

項 目 記入方法 記 入 例 

①タイトル ◇図面の上部中央に記入す

る。 平面図 1/300 

②マンホール ◇計測したオフセットと管き

ょの区間距離をもとに記入

する。 

◇マンホールシンボルは別表

１を使用する。ただし、外

形寸法２ｍ以上のマンホー

ルは実寸で表示する。 

③オフセット ◇オフセットラインとオフセ

ット値を記入する。 

◇単位はメートルを用いて小

数第２位まで表示する。 

◇外形寸法２ｍ以上のマンホ

ールは、マンホール中心

と、蓋中心のオフセットを

記入する。（別記してもよ

い） 

④マンホール

番号 

◇設計図と同じ番号をシンボ

ルの横に記入する。 

⑤地盤高 ◇マンホールに向けた片矢印

を表示しその上側に記入す

る。単位はメートルを用い

小数第２位まで表示する。 

※ＴＰ＋10.00ｍとした数

字で表示する。 
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項 目 記入方法 記 入 例 

⑥マンホール

種別、マン

ホール蓋種

別 

◇マンホールに向けた片矢印

の下側に記入する。 

◇特殊マンホールは外形寸法

と内径寸法をかっこ書きで

記入し、別途構造図を作成

する。 

⑦既設マンホ

ール、マン

ホール蓋種

別 

◇工事において接続した既設

マンホールを記入し、片矢

印の下側に記入する。 

 マンホールの補修等を行っ

た場合は、マンホール種別

の横に内容を記入する。 

 例  足掛金物取替 

    鉄蓋取替（Ｔ-１４） 

⑧曲 管 ◇工事において布設した曲管

を記入し、片矢印で○○曲

管と記入する。 

 オフセットラインとオフセ

ット値を記入する。 

⑨起点マンホ

ール 

◇起点マークを記入する。 

⑩副 管 ◇管きょ線上のマンホールシ

ンボルの隣に黒丸で記入す

る。 

⑪副管データ ◇管径：単位はミリメートル

を用いる。 

◇延長：単位はメートルを用

い小数第２位まで表示

する。 

◇奥行：単位はメートルを用

い小数第２位まで表示

する。 

◇内副管は奥行＝０とする。 

⑫管きょ線 ◇マンホールとマンホールを

結ぶ線を引き下流方向へ矢

印をつける。 

◇外形寸法２ｍ以上のものは

実寸で表示する。 

1.02 

3.48 
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項 目 記入方法 記 入 例 

⑬管きょデー

タ 

◇管きょ線と平行に記入し、

下流側に下流管底高、上流

側に上流管底高を記入す

る。 

◇管種：別表１参照 

◇断面：別表１参照 

◇管径：単位はミリメートル

を用いる。 

◇区間距離：単位はメートル

を用いて小数第２位まで表

示する 

◇勾配：単位はパーミル(‰)

を用いて、小数第２位を四

捨五入し小数第１位表示と

する。 

◇管底高：単位はメートルを

用い小数第３位まで表示す

る。 

※ＴＰ＋10.00ｍとした数字で

表示する。 

⑭工 法 ◇開削工法以外の工法（推進

工法等）を用いた場合は、

管データの隣に詳しく明記

する。 

⑮仮接続 ◇上下流管底高の間に 

＜仮接続＞と記入する。 

⑯下流接続先 ◇工事最下流の管渠の接続先

および形状寸法を管きょ線

の横へ簡単に明記する。 

◇表示は設計図面を参考にす

る。 

補足事項 記入方法 記入例 

①サヤ管 ◇管種管径のあとにかっこ書き

で記入する。 

◇サヤ管がスパンの一部分の場

合、引出線でサヤ管の起終点

と延長を記入する。 

VU○・ 250（HP○・

1000） 

②水路階段工

勾配 

◇階段工勾配を記入し、（階段

工）と記入する。 3.8‰（階段工） 
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項 目 記入方法 記 入 例 

⑰水 路 ◇集水桝，合流点，形状変化点

等で区切る。（設計書に順じ

る。） 

◇区切られた水路のそれぞれに

流下方向を矢印で記入する。

⑱水路データ ◇管データと同様に記入する。

◇階段工の場合は階段工勾配を

記入し、（階段工）と記入す

る。 

⑲取付管 ◇取付管の延長、桝（キャッ
プ止め）位置、支管位置をも
とに管きょ線に取付管と桝シ
ンボルを記入する。 

⑳取付管デー

タ 

◇管径：単位はミリメートルを

用いる。 

◇延長：単位はメートルとし小

数第１位まで表示する 

◇桝位置（キャップ止め位置）： 

単位はメートルを用い小

数第１位まで表示す

る。 

◇桝所有者氏名 

◇キャップ止めの場合は（キャ

ップ止め）と記入する。

◇・ 支管位置：単位はメートルを

用い小数第１位まで表示

する 

◇・ キャップ止めの管底深さ： 

   キャップ止めの位置を示

すピンの頭部から取付管

管底までの深さを記入す

る。 

単位はメートルとし小数

第１位まで表示する 

○21取付管番号 ◇番号を桝シンボルの横に記入

する。 
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（５） 横断図 

項 目 記入方法 記 入 例 

①断面位置 ◇平面図に横断面位置を○－○

断面と記入する。 

②作 図 ◇平面図の空欄部分に、断面に

ある全ての埋設物を記入す

る。 

（６） データの測定方法 

項 目 記入方法 記 入 例 

①オフセット ◇マンホールの中心から官民境

界までの最短距離（直角距

離）を測定する。 

◇交差点部分については、街路

の角切りから測定する。 

◇特３号以上の大きなマンホー

ルは、マンホール中心と蓋中

心のオフセットを測定する。

◇単位はメートルとし小数第１

位まで表示する。 

※民地境界や電柱などから測定

しないこと。 

②区間距離 ◇マンホール中心間の水平距離

を測定する。 

◇マンホール中心と管渠の会合

点が一致しない場合は、管渠

の会合点基準にする。 

◇単位はメートルを用い小数第

１位まで表示する。 
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項 目 記入方法 記 入 例 

③管底高 ◇マンホール管口の高さ(Ha,Hb)

を測定する。 

◇単位はメートルとし小数第１

位まで表示する。 

※ＴＰ＋10.00ｍとした数字で

表示する。 

④勾 配 ◇上流管底高（Hb）と、下流管

底高（Ha）の差を管渠の実延

長（  ）で除して管渠の実

勾配求める。 

◇勾配：単位はパーミル（‰）

を用い小数第２位を四

捨五入し小数第１位表

示とする。 

◇水路階段工の場合は階段工の

勾配とする。 

⑤副管データ ◇管径：単位はミリメートルを

用いる。 

◇延長：単位はメートルを用い

て小数第２位まで表示す

る。 

◇奥行：単位はメートルを用い

て小数第２位まで表示す

る。 

◇内副管の場合は奥行＝０とす

る。 

⑥取付管デー

タ 

◇管径：単位はミリメートルを

用いる。 

◇延長：単位はメートルを用い

て小数第１位まで表示す

る。 

◇桝位置（キャップ止め位置）： 

単位はメートルを用いて

小数第１位まで表示す

る。 

◇・ 支管位置：単位はメートルを

用いて小数第１位まで表

示する。 

◇・ キャップ止めの管底深さ： 

   キャップ止めの位置を示

すピンの頭部から管底ま

での深さを記入する。 

単位はメートルを用いて

小数第２位まで表示す

る。 
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別表１

凡  例

①マンホール

記号 名   称 記号 名   称 記号 名   称

１号マンホール 組立０号マンホール 掃除口

２号マンホール 組立１号マンホール 塩ビ製小型マンホール

３号マンホール 組立２号マンホール 丙桝マンホール

４号マンホール 組立３号マンホール
点検口（雨水ボック

ス）

角４号マンホール 組立４号マンホール 集水桝

５号マンホール 組立楕円マンホール

角５号マンホール
雨汚水兼用マンホール

（8号連結タイプ）

６号マンホール
レジコンマンホール

400×600 
雨汚水兼用特殊ﾏﾝﾎｰﾙ

７号マンホール
レジコンマンホール

600×900 

８号マンホール
レジコンマンホール

600×1200 
マンホールポンプ場

９号マンホール
レジコンマンホール

900×1200 
エア抜き弁

特１号マンホール 逆流防止弁

特２号マンホール 組立特殊マンホール 吐口

特３号マンホール 分水マンホール

特４号マンホール

管接合

（Ｔ字管等、管会合

点）

属性変化点

（縦曲管等、管通過

点）

特殊マンホール
その他

（キャップ止め等）

※下水道標準図に掲載されていないマンホールは、別途構造図を添付すること。

記 号 名   称

起点マンホール

内副管

外副管

M

Ａ
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別表１ 続き

②管渠

管種・管材 断面形状

記号 名   称 記号 名   称

ＨＰ ヒューム管 円形

ＳＨＰ 推進用ヒューム管 卵形

ＶＵ 塩化ビニル管 馬蹄形渠

ＰＲＰ リブ付塩化ビニル管 ボックス渠・直壁渠(暗渠) 

ＦＲＰ 強化プラスチック複合管 台形渠(開渠) 

ＴＰ 陶管 台形渠(暗渠) 

ＰＥＰ ポリエチレン管 直壁渠(開渠) 

ＤＣＰ 鋳鉄管 Ｕ型渠(開渠) 

ＳＰ 鋼管
Ｕ型渠(暗渠)・ＬＵ型渠・Ｌ直壁

渠

ＳＵＳ ステンレス管
※特殊な断面の場合、別途詳細図を添付するこ

と。

ＢＯＸ ボックスカルバート

ＶＳ 自由勾配側溝

ＲＣＳ
シールド管

（ＲＣセグメント）
管  路

ＳＳ
シールド管

（スチールセグメント）
記号 名   称

実施か所

ＲＣ 鉄筋コンクリート 汚水既設

ＰＲＣ プレキャストコンクリート 雨水既設

ＣＯ 無筋コンクリート 汚水計画

ＲＥＣ レジンコンクリート 雨水計画

ＣＢ コンクリートブロック積 汚水同一施工

Ｍ 石積み 雨水同一施工
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別表１ 続き

③取付桝

記 号 名   称

宅内汚水(合流)桝

公設桝

（特定事業所の水質観測桝等）

宅内雨水桝

街路桝・集水桝・分水桝

キャップ止め

 ※分水桝は、竣工図にその旨を明示すること。

④地下埋設物

記 号 名   称

水道管

ガス管

ＮＴＴ地下ケーブル

中電地下ケーブル
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(７) 竣工図に追記する項目 

  ① “竣工情報作成プログラム ”で、表現できない属性データは、竣工図に明示すること。 

     例：鞘管の位置  ⇒ 延長・材質は入力できるが位置は表現できないため、引出線で鞘管の起終点を 

               図示すること。 

       ＮＳ推進管  ⇒ 管渠材質の候補リストの中から [推進用ヒューム管] を選択し、ＮＳカラー管 

               であることを図示すること。 

       ｾﾗﾋｭｰﾑ推進管 ⇒ 管渠材質の候補リストの中から [推進用ヒューム管] を選択し、内面セラミッ 

               クライニング管であることを図示すること。 

       特殊２号人孔 ⇒ ライナープレート等を外型枠にして築造した特殊（２号タイプ）人孔は、人孔 

               種別の候補リストの中から [２号人孔] を選択し、外径寸法(ライナー径)を図 

               示すること。 

② “竣工情報作成プログラム ”で、候補リストの中から [その他] を選択した時は、必ず、そ

の内容を竣工図に明示すること。 

     例：キャップ止   ⇒ 本管端部をキャップ止とした場合、人孔種別の候補リストの中から [その他]  

               を選択し、キャップ止であることを図示すること。 

       閉塞人孔     ⇒ 人孔出入口を閉塞して築造した人孔は、人孔としての機能を果たしていないた 

               め、人孔種別の候補リストの中から [その他] を選択し、人孔出入口無しの閉 

               塞人孔であることを図示すること。 

               また、床版天端までの深さも図示すること。 

       塩ビ管挿入   ⇒ 鞘管を別工事で施工し、本管である塩ビ管を挿入しただけの場合、工法の候補 

               リストの中から [その他] を選択し、塩ビ管挿入であることを図示すること。 

 竣工図に追記する場合には、記入する位置は問わないので、竣工平面図上あるいは切り貼り

した帳票横等、判りやすい位置に明記すること。 

 (８) その他留意点 

 外径（長辺幅）が２ｍ以上の人孔は、外形を実寸で平面図上に表示する。（真形表示）また、

外径（長辺幅）が２ｍ以上の管渠は、その外寸法を帳票横等に明記する。 

 馬蹄形等、非対称形の人孔は、その形状と平面位置が判るよう表示する。（特殊人孔構造図

が添付されていても、その設置方向が判らない場合があるため） 

 将来、本管として利用することとしている管渠を取付管として施工した場合、必ず本管扱

いで竣工図に記載すること。また、キャップ止め既設管渠に管接合する場合は、既設管の属

性又は最終形の人孔間属性を注記等で表示すること。（既設管が取付管扱いで施工及び竣工

図記載されていた場合、管底高等の属性が判っていないことがあるため） 

 既設管のスパン中途を撤去した場合や、割込人孔を設置した場合には、既設管の属性デー

タ（区間距離等）が変更されたこととなるので、最終形の管渠属性がわかるよう別途割り込

み人孔調書を作成すること。 

 『補助』として資産登録する施設は、竣工情報作成プログラムで出力された帳票の横に

『補助』等の注記をすること。（『単市』の場合も同様に記載すること） 

 土地使用賃貸契約（無償使用契約）等で既設管を引取る場合、既設管の竣工図も提出する

こと。
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２ 竣工情報の入力  

（１）プログラムの稼働環境 

ア 必要なパソコン等 

 ＷindowsVISTA/7/8/10 のいずれかのＯＳがインストールされているパソコン 

 プリンター 

 CD-R ドライブ等 

イ ソフトウェア 

次のいずれかがインストールされていること。 

 Ｍicrosoft Ａccess２００７/２０１０/２０１３ 

 Ｍicrosoft Ａccess２００７Runtime/２０１０Runtime/１０１３Runtime 

ウ 竣工情報作成プログラムのインストールについて 

「竣工情報作成 Ver○.○.accdb」を作業するパソコンのディスクトップ等にコピーする。 

プログラム名称「竣工情報作成 Ver○.○.accdb」の○.○の版数を確認のうえ、最新版を

使用すること。 
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（２）プログラムの起動 

コピーした「竣工情報作成 Ver○.○.accdb」をダブルクリックして起動させる。

各画面の展開順は次のとおり

スタート画面 

データ入力画面 

管きょデータ入力画面 

人孔データ入力画面 

取付管データ入力画面 

データの印刷画面 
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（３）メニュー画面 

竣工情報作成プログラムを起動すると次のメニュー画面が展開します。 

操作する項目を選択し、そのボタンをクリックしてください。 

ア データ入力 

竣工データを入力する画面を展開します。（詳細は別途説明） 

イ データ外部出力 

提出用の竣工データをＣＤ-Ｒ等に保存します。 

指定した場所に「下水道工事竣工データ」ファオルダを作成し、そのフォルダ内に竣工デ

ータをテキストファイル形式で出力します。 

保存先を選択する画面 
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ウ データ印刷・ＰＤＦ 

 作成した竣工データを基に帳票の印刷、ＰＤＦファイルの作成を行います。 

帳票は、施設番号の昇順（英字 A→Z、数字 0→9の順）に出力します。 

 ボタンをクリックすると次のフォームを展開します。 

チェックボックス 

項目をクリックして印刷及びＰＤＦ化するデー

タを選択してください。 

データの無い項目は選択できません。 

展開した当初は、データのある項目を全て選択

した状態で開きます。 

全部選択ボタン 

汚水、雨水、合流毎に４項目（マンホール、管きょ、取付管、

曲点）の全部選択又は全部選択解除を行います。データの無い

項目は操作できません。 

Preview ボタン 

選択した項目の印刷イメージを展開します。複数の項目を選択す

ると重なって表示しますので、次の表示を確認するには現在展開

している帳票を閉じてください。 
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保存先を選択する画面 

印刷ボタン 

選択した項目の帳票を連続して印刷します。クリックするとプリ

ンターの選択・設定画面を表示します。 

ＰＤＦボタン 

選択した項目の帳票をＰＤＦファイルとして出力します。 

閉じるボタン 

データの印刷画面を閉じてスタート画面に戻ります。 

エ データ読み込み 

保存されている竣工データをこのプログラムに読み込みます。読み込む前にプログラム内

に残っているデータは全て消去されます。 

次の画面が表示されるので、竣工データの保存されている「下水道工事竣工データ」フォ

ルダを選択してください。 

保存先を選択する画面 
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「ＯＫ」ボタンを押すと竣工データを読み込みます。 

オ データ消去 

プログラム内に残っている全データを消去します。 

次のような確認メッセージが表れます。 

「はい」を選択するとデータの消去が完了します。 
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（４）工事データ入力画面 

  「データ入力」ボタンをクリックすると次の画面が展開します。 

ア 入力項目   

 次の５項目を入力してください。 

工事番号： 監督職員に確認し、工事番号を入力してください。 

先頭は年号を表し、「平成」は「４」とします。

工事名称： 契約図書に基づき入力してください。 

工事場所：    〃 

工  期：    〃 

受 注 者：    〃

イ 各ボタン操作による下水道施設のデータ入力 

次の各ボタンをクリックするとそれぞれの入力画面を展開します。 

マンホール情報の入力 

管渠情報の入力 

取付管情報の入力 ①→②→③の順に入力してください。

ウ エラーチェック 

「データ入力」のメニュー画面では、次のチェックを行います。 

・工期が入力されているか 

・［工期終了日］が［工期開始日］より若い日付となっているか 

エラーがある場合には、終了時等に次の様なエラーメッセージが表示され、終了できませ

ん。 

①

②

③
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（５）人孔データ入力画面 

ア 全体イメージ

複写、削除キー 

a 複写キー 

人孔データを新規の人孔入力にコピーします。人孔番号（幹・枝番号）はコピーしま

せん。 

クリックすると次の確認メッセージが表示されますので、「はい」を選択してコピーを

行ってください。 

b 削除キー 

不要なデータを削除します。クリックすると次の確認メッセージが表示されますので、

「ＯＫ」を選択して削除を行ってください。 

ｽﾃｰﾀｽﾊﾞｰ：データの入力方法などの説明を表示します。
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「ＯＫ」をクリックすると再確認のメッセージが表示されますので「はい」選択して

削除を行ってください。 

「いいえ」を選択すると次のメッセージを表示して削除を中止します。 

人孔番号が重複して削除できない場合にも、同様なメッセージが出ます。 

人孔番号の昇順に並び替え 

人孔データを、合流→雨水→汚水→共通の順に並び替えます。 

終了キー 

入力画面を終了します。 

入力項目チェックを再度行っているため、必ず終了ボタンで終

了させてください。 
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イ 人孔データ入力要領 

人孔番号

管きょ及び図面と関連付けるため、重複しない番号としてください。設計と多少違った番

号となってもかまいません。 

[排水区分］合流・雨水・汚水・共通から選択してください。 

[幹番号](00～99)までの入力が可能です｡ 

[枝番号]枝番(-1～-9)又は排水区分(-U,-O)を入力してください。※雨汚水共通人孔は、

雨汚水区分(-U,-O)を必ず入力してください。 

(注意)雨汚水兼用の人孔については、雨水と汚水を区分し、それぞれの中心点座標を入
力します。なお、形状や中心点位置は、竣工図面で判別できるようにしてください。 

新設既設 

「新設」 … 新設人孔及び、属性変化点等の入力時に選択してください。 
「既設」…  既設人孔、キャップ止め、管きょへの管接合点及び河川吐口箇所等の入力時

に選択してください。 

座標値（Ｘ座標、Ｙ座標） 

台帳地形図のメッシュ線からＸ、Ｙ座標をそれぞれ読み取り入力してください。（読み取
りは０．１ｍ単位です。） 

地盤高 

地盤高は、既設、管接合に関わらず入力してください。（管きょ管底高のエラーチェック
に使用します。）

人孔種別 

人孔種別をリストの中から選択してください。 
人孔間で勾配や管種、基礎等が変化する箇所や既設のキャップ止に管接続する箇所は「属
性変化点」を選択してください。曲点は管きょデータ画面で入力するので、人孔データ画
面での入力は不要です。 
既設管渠に割り込む箇所や管きょでの会合する箇所は「管接合」を選択してください。 
新たにキャップ止めする箇所等、構造物が存在しない特殊なものは「その他」を選択して
ください。 
※別頁「属性データ候補リスト」の説明を参照してください。 

マンホール内径（長辺・短辺） 

円形の場合は長辺のみ、その他形状の場合は長辺と短辺の寸法を入力してください。（同
寸でも入力してください。） 
なお、標準人孔等は人孔種別に連動して自動的に入力されます。標準人孔等以外は、「人
孔形状を確認して寸法を入力してください。」のメッセージが表示されます。 
小口径人孔は口径を入力してください。掃除口、属性変化点の寸法は必ず０を入力してく
ださい。 
※形状が特殊なものは構造図を必ず添付してください。また、外形寸法が２ｍ以上のも
のは形状線及び蓋位置を入力するため、竣工図にそれらが判るように記入してください。 

蓋種別 

候補リストに該当するものが無い場合は「その他」を選択してください。 

② ② ③
④

⑤
⑥ ⑦ ⑧

⑨
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インバート 

小口径人孔のようにインバート構造となっているものは「有り」を選択してください。掃
除口、点検口、管接合、属性変化点等は「無し」を選択してください。（人孔種別により
自動付与する場合も有ります。） 

項目チェック（必ず最後にクリックすること） 

データの入力漏れ及び、人孔種別と人孔寸法の関連、排水区分と人孔種別、インバート有
無の関連をチェックします。問題が無ければＯＫを表示します。 
既設人孔の場合は、「蓋種別」と「インバート有無」の記入漏れチェックは行いません。 
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（６）管きょデータ入力画面 

ア 全体イメージ 

操作ボタンの説明 

複写と削除キー 

人孔データ入力画面と同じ機能です。 
複写では、管渠番号（上下流接続人孔）、曲点数と曲点座
標がコピーされません。 

人孔データの追加修正 

人孔データ入力画面を展開し、この画面を終了させずに人
孔データの追加修正ができます。 
人孔データのミスでエラーチェックに掛かった場合、その
まま人孔データの修正できます。 
※修正した人孔に関わる管きょは全て再チェックをしてく
ださい。

管渠番号の昇順に並び替え 

管渠番号を基準に昇順に並び替えます。 

終了 

管渠データの入力画面を閉じます。 
終了時にも入力チェックを行いますので、必ず終了ボタン
をクリックしてください。 

②① ③ ④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑪

⑫

⑬ ⑭ ⑮⑩

⑯

⑰

⑲

⑱

⑳
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イ 属性データ入力要領 

①新既区分

新設管きょ又は既設管きょを選択してください。規定値は新設管きょに設定しています。 

②排水区分 

管渠の排水区分を、合流、汚水、雨水から選択してください。 

③工法 

工法を候補リストから選択してください。管渠内抱き込みや水管橋等の特定するものがな
い場合は「その他」を選択してください。 

④管渠番号

上下流の接続人孔で取付管及び図面と関連付けるため、重複しない番号としてください。上下流人孔
番号が同じになるサブ管やバイパス管はサブ管記号を付与して区分してください。

⑤サブ管記号

※上下流人孔の重複する管きょがある場合選択してください。 

⑥上､下流接続人孔

上流接続人孔及び、下流接続人孔を候補リストから選択してください。 
※この人孔番号は、流下方向を示すデータとなるので上下流を間違わないこと。 

⑦上､下流管底高

上流管底高及び、下流管底高として、管口部分での高さを入力してください。 
※上下流の入力に注意してください。

⑧上､下流減長

上流人孔減長及び、下流人孔減長を入力してください。(標準人孔ﾀｲﾌﾟは接続人孔の選
択により入力されますが、標準と異なる場合は修正してください。) 
※上下流は入れ間違えないこと。 

⑨断面形状

管渠の断面形状をリストより選択してください。 
※特殊形状は P.20、P22 を参考にして選択してください。形状寸法は竣工図の横断図等
で必ず明記してください。

⑩管渠材質 

管渠の材質を候補リストから選択してください。

⑪管径

断面形状が円形、卵形の場合、管内径を入力してください。

⑫断面寸法

断面形状が円形及び卵形以外について断面寸法を入力してください。 
※[上辺幅]×[下辺幅]×[高さ]の順に全て入力してください。

⑬管路延長

上下流人孔中心間の水平区間距離を入力してください。 

⑭管体延長（水平距離） 

管路延長から上下流の減長を引いた管体延長を表示します。 
※管体延長＝[管路延長－(上流減長＋下流減長)］

⑮勾配

区分ﾅｼ
-S サブ管
-B ﾊﾞｲﾊﾟｽ管
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管路の勾配を少数第２位を四捨五入のうえ入力してください。（許容は 0.1‰以内として
いますが、階段工では実勾配を入力してください。） 
※勾配＝(上流管底高－下流管底高)÷[管路延長－(上流減長＋下流減長)]

⑯基礎種別

管渠の基礎種別を候補リストから選択してください。

⑰副管の属性

副管がある場合、副管種別を候補リストから選択し、
副管径と副管高さ、副管位置を入力してください。 
副管位置は、人孔内壁からの距離で、内副管の場合は０
となります。 

⑱鞘管の属性

鞘管がある場合、鞘管延長を入力すると共に、鞘管材質を候補リストから選択し、鞘管
径を入力してください。（プログラムでは鞘管延長で鞘管の有無を判断しています。） 
※鞘管のある区間は、竣工図に鞘管位置を明示してください。 

⑲曲点データ 

・曲点数（折れ点数） 
スパン内の平面曲点数を入力します。縦断的な曲点は人孔の｢属性変化点｣で入力してく

ださい。
・曲点のＸＹ座標 
平面曲点座標を上流人孔側から入力します。（最大１０点まで入力できます。） 

（注）曲線部の入力例 

下図のシールド曲線のように折れ点がＲ曲線の場合、曲点としては BC 点、EC 点と曲線部

の中間点を数点（曲線の延長や曲線半径を考慮して最低１点以上）入力してください。図

面にも入力した曲点位置がわかるように、●等で印を付けてください。 

ウ エラーチェック 

 入力データのチェックを行いますので、必ず最後に⑳「項目チェックボタン」をクリック

してください。 

勾配及び延長の誤差チェック、データの入力漏れ、人孔種別と減長、接続人孔と排水区分等

の関連をチェックします。問題が無ければそれぞれＯＫを表示しチェック終了となりますが、

記入項目に不備があるとチェックが終了しません。 

なお、既設の場合は、「工法」、「基礎種別」、「副管の属性」と「鞘管の属性」の記入漏れチ

ェックは行っていません。 

チェックマーク 

無し 無し 

外副 標準（外副管） 

内副 内副管 

管接 管接合副管 

S-02
S-01

BC1

EC1

BC2 

EC2 

・
・

曲点 1
曲点 2 曲点 3

曲点 4

曲点 5
曲点 7曲点 6
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記入漏れ、延長、勾配それぞれのチェック結果を表示します。 
[勾配、延長の誤差と表示区分] 

△×マークが表示された場合、データを再確認の
上修正してください。 
階段工の場合、勾配に△マークがついたままでか
まいません。

座標計算延長 

上下流人孔と曲点の座標から計算される延長を表示します。 
※チェック時に再計算されるため、修正中は修正前の計算値が表示されています。 

計算勾配 

入力された管底高と管体延長で求めた勾配を表示します。 
※勾配＝(上流管底高－下流管底高)÷管体延長 

誤差（延長誤差） 

管路延長と座標計算延長との差を表示します。 
※誤差＝管路延長－座標計算延長 

記入漏れﾁｪｯｸ 

記入漏れがあった場合、次のようなメッセージが表示
されます。 

減長チェック① 

接続人孔が円形や長辺・短辺が同じ人孔で減長が内寸の 1/2 になっていない場合、次のようなメッセ

ージが表示されます。 

「はい」を選択すると減長を内寸の 1/2 で自動的に修正し、次のメッセージを表示し
ます。偏心等で特殊な減長の場合、「いいえ」を選択すると入力データを優先し減長の
修正を行い ません。

表示 勾配ﾁｪｯｸ 延長ﾁｪｯｸ 

ＯＫ 0.1‰以下 2m未満 

△ 0.1‰超 2～10m 

× ― 10m以上 
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減長チェック② 

接続人孔の寸法に対して減長が長辺又は短辺寸法の 1/2 になっていない場合、次のよ
うなメッセージが表示されます。間違っている場合は修正して下さい。

勾配チェック 

入力した勾配と計算から求めた勾配の差が許容値を超えた場合次のような再確

認のメッセージが表示されます。 

延長チェック 

延長が許容値を超えた場合次のような再確認のメッセージが表示されますので、

入力値を修正してください。 

[勾配、延長ﾁｪｯｸ] 
勾配及び延長が許容値を超えた場合、

次のような再確認のメッセージが表示

されます。 

延長については、データを必ず修正し

なければ終了ができません。 
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（７）取付管データ入力画面 

ア 全体イメージ 

複写と削除キー 

人孔データ入力画面と同じ機能です。 
複写では、取付管幹番号（数字部分）がコピーされません。

管きょデータの追加修正 

管きょデータ入力画面に展開し、この画面を終了させずに
管きょデータの追加修正ができます。 
管きょデータミスでエラーチェックに掛かった場合、その
まま管きょデータの修正でき便利です。 
※修正した管きょに関わる取付管は全て再チェックをして
ください。

取付管番号の並び替え 

取付管番号を昇順（合流→雨水→汚水→取付管番号）で並
びかえます。 

入力画面終了ボタン 
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イ 属性データ入力要領 

取付管番号（重複番号は不可。必ず竣工図面と連動した番号を入力すること。） 

①排水区分

取付管の排水区分を、合流､汚水､雨水から選択して下さい。

②幹番号

(000～999)までの入力が可能です｡ 

③本管管渠番号 

取付管を接続する本管管渠番号を選択してください。
※人孔接続の場合は、下流の管渠を入力すること。下流の管渠がない時は、上流管渠を入
力する。

④材質

取付管の材質を入力してください。 

⑤本管取付方向（左右） 

本管の流下方向に向かって取付桝の位置が、右側か左側かを選択してください。
※真後ろの場合はどちらでもかまいません。

⑥管径

取付管の管径を入力してください。 

⑦接続家屋名 

取付管を接続する家屋名を入力してください。 
なお、桝種別が街路桝や集水桝については空白にしてください。

⑧取付管延長

取付管の延長を入力してください。 
延長は管渠(人孔)中心から桝(キャップ)中心までの路線延長です。 

⑨桝位置

桝位置を本管の垂線に下ろした時の、上流人孔からの距離を入力してください。 

⑩支管位置

上流人孔中心から支管取付位置までの距離を入力してください。⑪桝深さ

キャップ止めの場合、地盤から取付管管底までの深さを入力してください。 

⑫桝種別

桝種別を候補リストから選択してください。 
公設桝は、街路桝、集水桝以外で広島市下水道局が設置した桝をいいます。

⑬副管情報

副管がある場合は、その種別を候補リスト（外副管、内副管、管接合副管）から選択して
ください。 

⑭副管径 

副管がある場合は、管径を選択してください。

⑮副管高さ 

副管がある場合は、高さを入力してください。

⑯鞘管情報 

鞘管の有無を選択してください。
※鞘管のある区間は、竣工図に鞘管位置を明示してください。

⑰鞘管材質 

鞘管の材質を選択してください。

⑱鞘管径 

鞘管の径を選択してください。

① ②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

⑯ ⑰ ⑱ ⑲

⑳
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⑲鞘管延長 

鞘管の延長を入力してください。 

⑳入力項目チェック

データの入力漏れ及び、取付管延長と桝位置及び支管位置の関係、接続管渠と取付管の
排水区分や支管延長との関連をチェックします。 
問題が無ければＯＫを表示します。 

取付管延長が（支管位置－桝位置）の絶対値より短い場合にエラーとなります。また、接
続管渠の延長より支管位置が大きい場合もエラーになります。 

ウ 取付管の入力についての注意事項 

取付管の曲がり点について 

曲がり点の入力はできないので、竣工図面で判別できるよう表示してください。また、曲がりがあ

る場合は、桝位置についても平面図の位置が重要となるので、十分に確認して竣工図に記入して
ください。

連続桝による取付管について 

桝をつないで取付管を設置した場合は、最終桝の接続本管からの位置関係（取付管延長、桝位置、

支管位置等）をデータ入力し、中間の桝位置は竣工図で判別できるように表示して下さい。

［桝位置、支管位置の計り方］ 
L1＝桝位置 
L2＝支管位置

※L1は流下方向に向かって下流側がプラス、上流側がマイナスする。 

・

・

TS02

TS03

・

L1

TS01

L1

L2=0

マイナス表示

L1 L2

TS04

L:取付管延

L1

L2

・ ・

TS01
L:取付管延長 

L1 桝位置 

L2：支管位置

中間桝（塩ビ桝等）
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（８）エラーメッセージ 

 管渠データ入力時について説明しますが、人孔データと取付管データ入力時も同様のメッセ

ージが表示されます。 

ア 管渠番号の重複（入力時） 

管渠番号が重複した場合、次のようなメッセージが表示されます。 

イ 管渠番号の重複など（チェック時） 

 管渠番号が重複したまま、入力チェックをかけると次のようなエラーメッセージがでます。 

※管渠番号に入力した接続人孔が、人孔データの修正等により候補リストからなくなった場合にも同様

のメッセージが出る場合があります。 

ウ 管渠番号の重複（ﾚｺｰﾄﾞ移動時） 

 管渠番号が重複したまま、他の行（ﾚｺｰﾄﾞ）にカーソルを移動させようとすると次のよう

な注意メッセージがでます。 

※このメッセージがでた場合、番号重複を解消しない限り次の操作ができなくなります。別の行のデー

タが間違いであっても、仮の管渠番号を入力して番号重複を解消してから移動して下さい。 

エ 管渠番号の重複（終了時） 

 管渠番号が重複したまま、入力画面を終了しようとすると次のようなエラーメッセージが

でます。 

 また、管渠番号に入力した接続人孔が、人孔データの修正等により候補リストからなくな

った場合にも同様のメッセージが出る場合があります。 

又は 人孔番号 
   取付管番号
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オ 複写の利用による注意メッセージ 

複写キーを使用した場合、「終了」や「管渠番号昇順の並び替え」の時点で、次のような注

意メッセージがでる場合があります。 

「はい」、「いいえ」のどちらをクリックしても、特に問題はありません。 

カ 閉じるボタン 

右上の「×」ボタンで Access の画面を閉じることができますが、チェック機能が働かなく

なるので、よほどのトラブルがない限り使用しないで下さい。 
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（９）属性データ候補リスト 

ア  人孔データ 

人孔番号枝番

－１ 

－２ 

 ・ 

 ・ 

－Ｏ 

－Ｕ 

汚水（兼用人孔区分用） 

雨水（兼用人孔区分用） 

雨汚水兼用人孔(ＳＲ-)の汚水室として必ず選択 

雨汚水兼用人孔(ＳＲ-)の雨水室として必ず選択 

人孔種別

１号 

２号 

 ・ 

 ・ 

特殊 

兼用人孔 

兼用特殊 

丙桝 

掃除口 

点検口 

集水桝 

丸４号 

丸５号 

小口径MH 

 ・ 

 ・ 

組立楕円 

組立特殊 

ﾚｼﾞｺﾝ 406 

 ・ 

 ・ 

排水Ｕ字 

雨水吐室 

伏越人孔 

分水人孔 

管接合 

属性変化 

吐口 

処理場 

ポンプ場 

マンポン 

エア弁 

逆止弁 

泥吐き弁 

その他 

１号人孔 

２号人孔 

  ・ 

  ・ 

特殊人孔 

雨汚水兼用人孔（８号タイプ） 

雨汚水兼用特殊人孔 

丙桝人孔 

掃除口 

点検口 

集水桝 

丸４号人孔（φ1800） 

丸５号人孔（φ2100） 

塩化ビニル製等小口径人孔 

  ・ 

  ・ 

組立楕円人孔（600×900） 

組立特殊人孔 

ﾚｼﾞｺﾝ（400×600） 

  ・ 

  ・ 

排水路、Ｕ字溝 

雨水吐室 

伏越人孔 

分水人孔 

管接合（管きょ会合点） 

属性変化点（管きょ通過点） 

吐口 

処理場 

ポンプ場 

マンホールポンプ場 

エア抜き（空気弁） 

逆流防止弁（制水弁） 

泥吐き弁 

その他 

内寸法入力要 

内寸法入力要(雨汚水室各 )々 

内寸法入力要(雨汚水室各 )々 

内寸法規定値０ 

内寸法規定値０(変更可)    暗渠のGT部等

内寸法入力要 

内寸法入力要         塩ビ製以外は材質表示

内寸法入力要 

内寸法規定値０(変更可) 

内寸法規定値０(変更可) 

内寸法入力要 

内寸法入力要 

内寸法規定値０(変更可)    Ｔ字管等

内寸法規定値０        縦曲管等

内寸法規定値０(変更可） 

内寸法入力要(０値でも可) 

内寸法入力要(０値でも可) 

内寸法入力要 

内寸法規定値０(変更可) 

内寸法規定値０(変更可) 

内寸法規定値０(変更可) 

内寸法入力要(０値でも可)   ｷｬｯﾌﾟ止等

     ※特殊人孔等、下水道標準図に掲載されていない人孔は、別途に構造図が必要です。 

     ※リストに無いレジコン製人孔（JASWAS K-10製品）でφ300は小口径MHを、その他は組立特殊を選択して材質 

      とその呼称を竣工図に表示する。特殊人孔用の構造図は必要ありません。 

     ※既設キャップ止に管接続する場合、人孔無しで工法が変化（推進→開削）する場合、あるいは管材・基礎種別 

      が変化する場合等は、「属性変化」を選択する。ただし、３方向以上の会合部であれば「管接合」を選択する。 

     ※伏越人孔・分水人孔・マンポン・エア弁等は人孔機能を表すものであり、躯体形状については別途、竣工図に 

      表示する。（例：エア弁で組立２号人孔） 特殊な形状の場合は、構造図が必要です。 



Ⅷ－35 

蓋種別

幹線街路 

補助街路 

丙桝鉄蓋 

角型鉄蓋 

特殊鉄蓋 

丸型Co蓋 

丙桝Co蓋 

角型Co蓋 

特殊Co蓋 

ＦＲＰ蓋 

掃除口蓋 

ＧＴ蓋 

圧力蓋 

Ｔ－２５ 

Ｔ－１４ 

T-25 滑り止 

T-14 滑り止 

防護蓋 T-25 

防護蓋 T-14 

防護蓋 T- 8 

無し 

その他 

幹線街路用鉄蓋（ねずみ鋳鉄製φ600） 

補助街路用鉄蓋（ねずみ鋳鉄製φ600） 

丙桝用鉄蓋 

角型鉄蓋 

特殊鉄蓋 

丸型コンクリート蓋 

丙桝用コンクリート蓋 

角型コンクリート蓋 

特殊コンクリート蓋 

ＦＲＰＭ蓋 

掃除口用蓋 or 小口径人孔用直接蓋

グレーチング蓋 

圧力蓋 or 密閉蓋 

T-25人孔鉄蓋（ﾀﾞｸﾀｲﾙ製φ600一般） 

T-14人孔鉄蓋（ﾀﾞｸﾀｲﾙ製φ600一般） 

T-25人孔鉄蓋（ﾀﾞｸﾀｲﾙ製φ600 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ）

T-14人孔鉄蓋（ﾀﾞｸﾀｲﾙ製φ600 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ）

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製防護ハット T-25 

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製防護ハット T-14 

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製防護ハット T- 8 

蓋なし 

その他 

親子蓋等 

Ｈ９規格 

  〃 

  〃 

  〃 

小口径人孔用 

  〃 

  〃 

     ※標準外の蓋は形状寸法を竣工図に表示する。 

※人孔種別、蓋種別共に「その他」を選択した時は、必ずその内容を竣工図に表示する。 

※グレーチング蓋は必ず「ＧＴ蓋」を選択し、T-14等の規格は竣工図の注記で表現する。 

（「Ｔ－１４」及び「Ｔ－２５」は広島市規格の標準鉄蓋のみに使用すること。） 

     ※インターロッキング等、化粧蓋は竣工図の注記で表現する。 
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イ 管きょデータ 

サブ管記号 

－Ｓ 

－Ｂ 

本流管 

サブ管 

バイパス管 

サブ管の場合に必ず選択 

バイパス管の場合に必ず選択 

断面形状                     【形状の例示】 

円形 

卵形 

馬蹄 

ＢＯＸ 

台形開 

台形暗 

直壁開 

直壁暗 

Ｕ型開 

Ｕ型暗 

ＬＵ 

半月形

複断円 

複断開 

複断暗 

ｲﾝ複円 

ｲﾝ複開 

ｲﾝ複暗 

円２連 

矩２連 

ＸＸ 

円 形 

卵 形 

馬蹄形渠 

ボックス渠 

台形渠（開渠） 

台形渠（暗渠） 

直壁渠（開渠） 

直壁渠（暗渠） 

Ｕ型渠（開渠） 

Ｕ型渠（暗渠） 

ＬＵ型渠・Ｌ直壁渠 

背割り半月形 

複断面（円形） 

複断面（開渠） 

複断面（暗渠） 

インバート複断面（円形） 

インバート複断面（開渠） 

インバート複断面（暗渠） 

円形背割り２連管（同断面２連）

矩形背割り２連渠（同断面２連）

その他 

     ※管渠寸法には、ハンチを考慮しない。 

     ※水路の断面形状は、呼称ではなく、あくまで形状で選択する。（例：場所打ちＵ型側溝Ｕ２型 ⇒ 直壁暗を選択）

     ※水路蓋がＬ型側溝を兼ねているものは、本体水路の形状に関わらずＬＵを選択する。 

     ※「その他」や特殊な断面を選択した時は、形状寸法の判る断面図等により必ずその内容を竣工図に表示する。 

     ※円形管２本や矩形渠２本によるめがね管きょ及び、２連の断面形状が異なる場合は、単独管きょが２本あるも 

      のとして入力する。 

管渠材質 (管種) ／ 鞘管材質 (管種) 

ＨＰ 

ＳＨＰ 

ＶＵ 

ＰＲＰ 

ＦＲＰ 

ＴＰ 

ＰＥＰ 

ＤＣＰ 

ＳＰ 

ＳＵＳ 

ＢＯＸ 

ＶＳ 

ＲＣＳ 

ＳＳ 

ヒューム管 

推進用ヒューム管 

塩化ビニル管 

リブ付塩化ビニル管 

強化プラスチック管 

陶 管 

ポリエチレン管 

鋳鉄管 

鋼 管 

ステンレス管 

ボックスカルバート 

自由勾配側溝 

シールド管（ＲＣｾｸﾞﾒﾝﾄ） 

シールド管（ｽﾁｰﾙｾｸﾞﾒﾝﾄ） 

管種 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

材質 

 〃   （有筋、無筋を問わない） 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃   （煉瓦、複数材質等）

ＲＣ 

ＰＲＣ 

ＣＯ 

ＲＥＣ 

ＣＢ 

Ｍ 

ＸＸ 

鉄筋コンクリート 

プレキャストコンクリート 

無筋コンクリート 

レジンコンクリート 

コンクリートブロック積 

石積み 

その他 

     ボックス渠           台形渠

 直壁渠     Ｕ型渠        半月形

 複断面   ｲﾝﾊﾞｰﾄ複断面   矩形２連

(円形)  複断面     ｲﾝﾊﾞｰﾄ複断面   円形２連

市土木工事設計標準図
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     ※管種に選択肢が無い場合に、材質から選択する。 （例）重圧管は「ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ」を選択する。 

     ※水路の材質は蓋部分でなく、側壁の材質によって選択する。 

     ※シールド一次・二次覆工が、同一工事の場合は、セグメントを鞘管扱いする。（鞘管径＝ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径） また、  

      部分的にセグメント種別が異なる場合は主たるセグメントを選択し、詳細は竣工図に表示する。 

     ※「その他」を選択した時は、必ずその内容を竣工図に表示する。 

工 法 

開削 

小口径 

刃口推 

セミＳＨ 

シールド 

トンネル 

ミニＳＨ 

その他 

開 削 

小口径推進 

普通推進 

機械推進 

シールド 

トンネル 

ミニシールド 

その他 沈埋工法、オープンシールド、架設管、溝内布設管等 

     ※大口径ボーリング工法は、小口径推進を選択しその内容を竣工図に表示する。 

     ※「その他」を選択した時は、必ずその内容を竣工図に表示する。 

基礎種別

砂基礎 

管台ﾌ ﾛ゙ｯｸ 

ソイル基礎 

砕石基礎 

均しCo基礎 

 90゚ Co基礎 

120゚ Co基礎 

180゚ Co基礎 

360゚ Co基礎 

枕木基礎 

梯子基礎 

杭基礎 

基礎なし 

水管橋 

橋梁添架 

その他 

砂基礎 

管台ブロック基礎 

ソイルセメント基礎 

砕石基礎 

コンクリート基礎（均しコン） 

コンクリート基礎（  ９０゜） 

コンクリート基礎（１２０゜） 

コンクリート基礎（１８０゜） 

コンクリート基礎（３６０゜） 

枕木基礎 

梯子胴木基礎 

杭基礎 

基礎なし 

単純水管橋 

橋梁添架式水管橋 

その他 

     ※並列２条管施工時の段差調整として、部分的にソイルセメントを使用した場合は、ソイル基礎とはしない。 

     ※水砕スラグ等、砂の代替材を使用した場合は、砂基礎を選択し、代替材種類を竣工図に表示する。 

     ※「その他」を選択した時は、必ずその内容を竣工図に表示する。 

副管種別 

無し 

外副 

内副 

管接 

ＸＸ 

無 し 

標準（外副管） 

内副管 

管接合副管 

その他 

     ※「管接合副管」はサブ管（上部管）の属性として入力する。 

     ※対象となる管渠の副管記号は必ず竣工図に表示する。 

          ※「その他」を選択した時は、必ずその内容を竣工図に表示する。 

管接合副管
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補  足 

      ※特殊な断面形状の形状寸法と管底高等の入力について 

        断面寸法 

          Ｂ１：上辺幅 

          Ｂ２：下辺幅 

          Ｈ ：高さ 

        管底高 

          Ｈの下端高を入力する。 

          ※抱込み管は、その管底高を入力する。 

管渠材質 

          最外縁管渠の材質を選択する。（シールドの場合、二次覆工材質） 

          ｲﾝﾊﾞｰﾄ部に既製品（半割陶管等）を使用している場合、竣工図に表示する。 

          ※抱込み管は、その材質を入力する。 

工  法 

          最外縁管渠の布設工法を選択する。 

          ※抱込み管は、「その他」とし、管渠内抱込みであることを竣工図に表示する。 

基礎種別 

          最外縁管渠の基礎種別（シールド・推進等は「基礎なし」）を選択する。 

          ※抱込管は、「360°Co基礎」を選択する。 

※各項目について「その他」を選択した時は、必ずその内容を竣工図に表示する。 

※入力寸法以外の詳細寸法（外形寸法についても明記）が判るように、断面図

又は構造図等を添付すること 

※抱込み管については、断面形状が「円形」でＤ：管径

H

B1

B2

H

B1

B2D

抱込み管

B1

B2

H

              複断面（開渠・暗渠）              ｲﾝﾊﾞｰﾄ複断面（開渠・暗渠）      矩形２連渠

B1

B2

H 

材質、寸法表示

B1

B2

H 
D 

抱込み管 最外縁管

B2

H 

B1

材質表記

      半月形                  複断面（円形）        ｲﾝﾊﾞｰﾄ複断面（円形）        円形２連管

※排水区分が異なる２連の場合、
 各々 を半月形として入力する。

B1

H 

  B2 
B1

H 

D 

抱込み管 B2(管内径)
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ウ 取付管データ 

 桝 種 別 

宅内雨水桝 

宅内汚水桝 

街路桝 

公設桝 

雨水キャップ止 

汚水キャップ止 

集水桝 

分水桝 

その他 

宅内合流桝も含む 

本管から最終桝間に、公費で設置された桝 

         （特定事業所の水質観測桝等）

本管や水路からの桝を設置しない取付管接続点等 

※「その他」を選択した時は、必ずその内容を竣工図に表示する。 

“竣工図に表示する”場合の表示方法は、竣工平面図上、あるいは切り貼りした帳票横、どちらに記入し 

  ても構いません。適宜、判りやすい位置に表示してください。（別途、詳細図面を添付してもよい。）

（１０）人孔座標の読取 

ア 座標メッシュ線 

    Ｘ座標線：南北方向線          ２ｍ間隔で、座標値は東方向へ漸増 

    Ｙ座標線：東西方向線（マイナス数値）  ２ｍ間隔で、座標値は北方向へ漸増 

    提供道路地形図の４隅及び図面内の座標線５０ｍ間隔位置に、座標値を表示しています。 

イ 読 取 

    人孔座標をスケールアップで読取っていきますが、この時、竣工情報作成プログラムでエラ   

ーとならない範囲の精度を確保してください。 

     ※後述する“プログラムが行うエラーチェック”を参照 

    人孔座標は蓋中心ではなく、あくまで人孔躯体中心です。 

    また、雨汚水兼用人孔においては、雨水室・汚水室それぞれの中心で座標を読取ってくださ

い。 

分水桝

街路桝

集水桝

その他(桝無し) 
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（１１）プログラムが行うエラーチェック（エラーと判断する内容及び注意を促す内容） 

  ア 人孔データ 

属性データの入力漏れ（既設については一部チェック除外） 

標準人孔における内寸法の錯誤 

インバートの有無の確認 

小口径人孔と、排水区分が合流 or汚水でインバートの必要な人孔が「無し」となっている。

人孔種別の選択により「有り」が自動付与されているので「無し」と選択しなおした場合は確

認してください。

  イ 管きょデータ 

(ア)勾配の誤差 

入力勾配と上下流管底高・管路延長・上下流減長から求めた計算勾配との誤差が O.1‰超ただ

し、階段工を考慮してメッセージと「△」表示のみ 

(イ)管路延長の誤差 

入力管路延長(水平区間距離）と人孔座標（ＸＹ座標）から求めた計算延長との誤差が 2.0ｍ

以上属性データの入力漏れ（既設については一部チェック除外） 

(ウ)人孔内寸と減長の関連誤差 

入力減長が、人孔内寸を超えている 

入力減長が、人孔内寸の 1/2 となっていない（エラーとは断定せず注意を促す） 

(エ)接続人孔と排水区分の関連錯誤 

接続人孔の排水区分と管きょの排水区分が下記の様な不整合 

        接続人孔の選択：①下流 MH：汚水→上流 MH：汚水以外 ②下流 MH：雨水→上流 MH：汚水 

        管きょとの関連：①管きょ：合流→下流 MH：汚水 ②管きょ：汚水→上流 MH：汚水以外 

                ③管きょ：雨水→上流 MH：雨水以外 or下流 MH：汚水 

(オ)鞘管延長の錯誤 

入力鞘管延長が、管路斜距離（管体延長ではない）より長い 

(カ)土被りがマイナス 

(キ)管渠番号の重複 

(ク)管渠番号の使用制限違反 

人孔データに無い人孔番号を管渠接続施設に使用

なお、提供地形図と、実際の現地が著しく整合しないために、上記管路延長エラーが検出さ   

れる場合は、地形図を修正してください。 

  ウ 取付管データ 

(ア)属性データの入力漏れ 

(イ)取付延長の錯誤 

入力取付延長が、桝位置・支管位置から求めた延長より短い 

(ウ)支管位置の錯誤 

入力支管位置（距離）が、接続先管渠スパン延長より長い 

(エ)鞘管延長の錯誤 

入力鞘管延長が、取付延長より長い 

(オ)接続管きょの排水区分との関連錯誤 

管きょデータの排水区分と取付管の排水区分が不整合   

①取付：合流→管渠：合流以外 ②取付：汚水→管渠：雨水 ③取付：雨水→管渠：汚水 

(カ)取付管番号の重複 

(キ)本管管渠番号の使用制限違反 

管きょデータに無い管渠番号を接続先本管管渠番号に使用 
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３．監督職員が行うチェック等 

竣工情報作成プログラムにおいてエラー検出できない部分のチェックを行ってください。 

(１) 竣工平面図 

  □ タイトル部の内容に誤りはないか（工事番号・工事名・工期等） 

  □ 方位・住所・家屋名等の地形情報に漏れ・誤りは無いか。 

  □ 管きょ・人孔・取付管等、記載すべき施設の漏れ、あるいは表示記号に誤りは無いか。 

  □ 人孔番号・取付管番号・人孔オフセット値に漏れは無いか。 

  □ プログラムで、表現しきれない属性データ及び [その他] とされた属性データの内容が記載 

    されているか。（ 平面図内に記載が無くても、帳票横に記載または別途詳細図が添付されて 

    いれば可） 

           ※１．(３)竣工図に追記すべきこと を参照 

(２) 属性データ帳票 

  □ 平面図に記載されている施設は、全て帳票化されているか。 

  □ 全てのデータにチェックマーク ＯＫ  が表示されているか。 

     勾配チェックが ？  の場合、階段工なのか。また、階段工と表示しているか。 

     延長チェックが ？  の場合、入力した人孔座標・管路延長及び図面の人孔オフセット値 

     を精査してください。 ？  はエラーです。 

     なお、プログラム画面での △  又は ×  表示が、印刷した帳票上では ？  で表示 

     されます。 

  □ プログラムで、表現しきれない属性データ及び [その他] とされた属性データの内容が帳票 

    横に記載されているか。（ 帳票横に記載が無くても、竣工平面図に記載または別途詳細図が 

    添付されていれば可） 

           ※１．(７)竣工図に追記すべきこと を参照 

  □ プログラムがチェックする項目は、ごく一部です。管理図等を参照して、入力されたデータ 

    を必ず確認してください。 

  □ 「補助」や「単市」として登録する施設の帳票横に「補助」や「単市」の注記はあるか。 

(３) 添付図面等 

  □ 特殊人孔構造図、あるいは特殊な形状の管渠断面図が添付されているか。 

  □ 外形が２ｍ以上ある管渠の外寸法が判るような表示がなされているか。 

  □ 割り込み人孔調書を添付しているか。 

  □ 引取手続きのなされていない既設管を利用する場合、その竣工図が作成されているか。 
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(４) 管きょデータの展開 

竣工情報作成プログラムの  データ外部出力 機能を用いて、竣工データを保存した C D-R 等

には、入力データＴ.txt  入力データ管きょＴ.txt  入力データ人孔Ｔ.txt  入力データ取付管Ｔ.txt  と

いう４個のテキストファイルが保存されています。 

この C D-R 等に記録された竣工データを、下水道(管きょ)台帳システムで展開する方法は次のと

おりです。 

① ＣＤ-Ｒ等を下水道台帳システムのパソコンのドライブにセットする。 

② ４個のファイルを、Ｃドライブ直下にコピーする。 

③ 下水道台帳システムを起動する。 

④  [ＦＤから座標を展開する] をクリックする。 

⑤ 入力した管渠が画面表示される。（赤：汚水  青：雨水  黄：合流） 

⑥ ツールバーの [台帳図を開く] アイコンを使って、地形図を管渠に重ね合せて開く。 

⑦ 道路から管渠がはみ出ていないか。流下方向・取付設置か所が正しいか。などを確認する。 

[台帳図を開く]アイコン

４個のファイルをＣドライ

ブ直下にコピーする。 
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